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The future Kitchen
Performance
confidence

トレイバックシステムは、
自社開発・製造の
NITCHOオリジナル。
1986年にトレイバックシステムを開発してから35年以上、
蓄積した実績とノウハウを持つ日本調理機だから実現できる
抜群の製品力。

Tray back system  since 1986
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※「スチコン式再加熱カート」はニチワ電機株式会社の登録商標です



■東京本社: 東京都中央区新川一丁目26番2号新川ＮＳビル  〒104-0033

Ｔ Ｅ Ｌ : 大代表(03)5541-6333   Ｆ Ａ Ｘ : (03)5541-0155

■大阪本社: 大阪市生野区巽南五丁目4番14号 〒544-0015

Ｔ Ｅ Ｌ : 大代表(06)6791-1111   Ｆ Ａ Ｘ : (06)6793-5151
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022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号工学入門 - ガ ス機器本 _広告

4,176 3,758

1992年の初版刊行以来、業界唯一の厨房設備の
専門書・入門書の最新版。

一般社団法人 日本厨房工業会　https://www.jfea.or.jp

厨房設備工学入門 第9版
●各種厨房機器の解説から、設計・施工、電気・ガス・給排水衛生と
保守管理まで総合的に解説

●厨房設備設計の独学に最適な入門書
●厨房設備士資格受験者・合格者必携の書籍
●テーマ別の章立てと見やすい索引・目次で、実務に役立つリファ
レンスマニュアルに！

●厨房業界のプロフェッショナルと学識経験者による的確かつ有
用な解説

●構成・文章・レイアウトを見直し、より分かりやすく
●豊富な写真・図表で知識を視覚的に整理
●SI単位系における定義の見直しを反映

厨房設備
工学入門

一般社団法人　日本厨房工業会

監修　教材検討委員会

2023年4月
発売

会員：8,800円　非会員：13,200円 （いずれも税込・送料込）
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今月の
ゲスト

厨房業界と現在の会社に入った
きっかけについてお教えください。

吉田　広報の仕事を探していた時に、弊社の広報募
集の広告を見つけました。本社工場の壁面には、弊社
のロゴマークのコックさんが描かれていて、高速道路
からとっても目立って見えるんです。HPを見た時に
「あ！ このコックさん見たことある！」がきっかけで、
弊社にとても親近感が湧き、入社を決意しました。厨房
業界という業界も詳しいことは知らないまま、面接で、
食べることは好き？と聞かれ、大好きです！ と答えた
ことを覚えています。入社してからは広報部として、
カタログ作りや展示会の運営をはじめ、ノベル
ティの 作 成やリニューアルした社 外 報である
『HI-COOK Café』の企画、会社初のCM企画・作
成など、たくさんのことに取り組んできました。カッコ良
い弊社のCMはInstagramで見られるので、ぜひご
覧くださいね！

お仕事の内容は？　やりがいは？

吉田　現在は、営業部に異動し、広報部での経験を生
かした営業資料作りに取り組んでいます。また、お客さ
まからの部品注文やお見積もり依頼を承る営業事務と
しての仕事にも慣れてきました。会社を大局的に見る
ことが多い広報部と、最前線でお客さまに対応する営
業部では同じPRでも手法がまったく違い、日々学ぶこ
とがたくさんです。2020年の展示会で作成したノベル

ティのコットン
バッグは、社内
外からとても
好評で、今で
も社内で使っ
てくださる方が
たくさんいらっ
しゃって、私の

やりがいを感じた仕事の一つです。自分が企画したこ
とや作り出したものが、誰かの役に立っていると考える
と、とてもうれしい気持ちになります。

今後のあなたの夢を教えてください。

吉田　よりたくさんの人にアサヒ装設や、機械の良さ
を知ってもらい、会社に貢献していくことです。新型コ
ロナ禍でも「食べる」ことは止められない、ある種のイ
ンフラだという社長の言葉を聞いて、仕事に対する使
命感が強くなりました。アサヒ装設で働く社員の人を改
めて見ていると、そんな「プロ意識」を持って仕事をし
ている人たちばかりです。とてもカッコ良く、つい私も背
筋が伸びてきます。そんな風に、私も誰かにカッコ良い
と思われるような社員になるのが夢です。後は、やっぱ
りアサヒ装設の機械で作ったおいしい料理を多くの人
に食べてほしいですね！少し前に、社長と一緒に機械
のポテンシャルを引き出す調理実験を行いました。そ
こでできた料理はとってもおいしく、いつか直接たくさ
んの人に振る舞える機会があれば良いなと、改めて思
いました。個人的には、調理した食材をよりおいしく生
かせるように、料理の腕を磨いていきたいと思ってい
ます。

厨房 　　が行く！
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アサヒ装設 株式会社 
吉田　彩華さん営業部

　入社して約3年、本社広報部から東京営業所に来
て約1年。東京に来てすぐに在宅勤務になり、コミュ
ニケーションも取りづらい状況だったのに、短期間
で溶け込んだのは見事でした。営業部の仕事もま
だ分からないことも多いでしょうが、何となく見て
いて安定感があって、安心できる仕事ぶりです。営
業補助や事務仕事等、やることがいっぱいで忙しい
とは思いますが、どんどんスキルアップしてオン
リーワンを目指してもらえればと思います。分から
ないことはどんどん聞いてください。いずれ私の方
が教えてもらうことが多くなるかもしれませんが
（笑）。 （東京営業所　所長・大川健一）

　入社して約3年、本社広報部から東京営業所に来
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■ ■ ■ ■ ■ ■巻 頭 に よ せ て

　2019年12月から始まった新型コロナウイルスとの戦いも、はや4年目に入りました。ちょう
ど私が代表取締役に就任したのが、2019年の6月ですので、新型コロナウイルスの流行と
共に、経営者としての道を歩み始めました。初めましての方も多いと思いますので、私の考え
方をお伝えすると共に、一つでも何かヒントになればと思い、私が大切にしている3箇条をご
紹介させてください。

　まず一つ目は、門戸を最大限に広げる、というよりは、門戸をなくすこと。情報や知識とい
う点はもちろんですが、人と会うことに対しても同様にしています。もちろん、自発的に情報や
知識を入手したり、人に会いに行ったりすることは実施していますが、それはあくまでも「私の
関心」というフィルターを通った後のものに対して。それだけでは、「私」という域を出ること
はできないと思い、フィルターを通る前のものも受け入れるようにしています。特に、人と会う
ことについては、意外と取捨選択しがちでありますが、まずは会ってみることが大切だと私は
考えています。会わないと何も始まらない！

　二つ目は、一つ目に付随することですが、会った人に語るということ。立場上、さまざまな
方とお会いします。大抵、仕事の話は最初の20分くらいで終わります。後は雑談。相手にも
合わせますが、健康の話や、経営課題の話、技術的な悩みなど、ジャンル分け隔てなく話し
てしまいます。その中で大切なのは「理想・希望」を語ること。こうなったらすごいよね、楽し
いよね、と、目を輝かせて（輝いているかは存じ上げません）語るのです。これを続けている
と、どこからともなく、いい情報や人が寄って来てくれると信じています。
　そういえば、社長就任前に、「経営後継者研修」という研修に参加しておりましたが、プレ
ゼン時に「安定のタイムオーバーだね」とよく言われたことを思い出しました。語ると話が長く
なりがちですので、ご注意ください。

　最後は、エンジニアとしての本質を忘れないこと。私自身エンジニアとして、素晴らしい功
績を残しているわけではありませんし、誰かより秀でていると思ってもいません。しかし、エン
ジニアの本質を忘れて仕事をしてはいけないと思っています。私の考えるエンジニアとして
の本質は、技術力を通じて、人の悩みを解決し、豊かにすること。当社はフライヤーやオーブ
ンなどの食品加工機械を製造販売しておりますが、あくまでもこれは一つの手段であり、エン
ジニアとしてできることがあれば、取り組んでいきたいと考えています。

　門戸をなくし、人・情報・知識と会い、語ることで、今ある手段だけにとらわれずに、エンジ
ニアとしての本質を追求していく。それがメーカーとしてのあるべき姿と思い、追い求めてい
きたい。エンジニアって楽しいですね！

私の3箇条
アサヒ装設㈱　山本康太

   

13　厨  房　2023.2



（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり
の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、

2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部

会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

令和5年経済産業大臣年頭所感

経済産業大臣
西村　康稔
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり
の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、

法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の

実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり

ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり
の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、

2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部

会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

令和5年経済産業大臣年頭所感

経済産業大臣
西村　康稔

15　厨  房　2023.2



（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり
の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」

　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横

断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり
の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ

くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

新年の挨拶

国土交通大臣
斉藤　鉄夫

（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり
の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」

　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横

断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

17　厨  房　2023.2



（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり
の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として

は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

2023.2　厨  房　18



（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり
の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M

（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務

（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり
の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として

は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・

更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、

都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、

浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、

都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ

る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を

行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定
されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ

る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世

界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。
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（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

（はじめに）
　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げ
ます。

　昭和60年に通商産業省に入省したときの、日本
の経済、日本の将来のために働きたいという初心
と、入省後約15年働いた後に政治を志し、より大
きな立場で日本の将来のことのために働きたいと
いう初心、この二つの初心をもう一度思い起こし、
改めて日本が抱えている様々な課題を乗り越え、日
本の発展のために全力を尽くしてきたところです
が、更に取組を進めていきたいと決意を新たにして
いるところです。
　
　今、世界は時代の転換点を迎えています。気候
変動、コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という
３つの危機に加え、特に日本においては、地域にも
大きな影響を与える少子高齢化・人口減少という
課題への同時対応が求められています。

（物価高・エネルギー高への対策）
　こうした局面を乗り越え、強靱で柔軟な経済を構
築するため、昨年の臨時国会で成立した補正予算
を速やかに執行し、足下の危機に対応するととも
に、日本経済を将来に向けた成長軌道に乗せてい
くための大胆な投資を後押しします。まず、エネル

ギー価格高騰に対して、電気・ガス料金や燃料油
価格の激変緩和措置を講じます。併せて、ＬＮＧ等
の安定供給の確保や、省エネルギー対策の抜本強
化を進め、エネルギー危機に強い経済構造への転
換を進めます。

（ＧＸの推進）
　脱炭素社会の実現に向け、日本の経済・社会、
産業構造のグリーン・トランスフォーメーション、Ｇ
Ｘを進めます。ＧＸ実行会議のとりまとめを踏まえ、
安定供給を大前提に、再生可能エネルギーや原子
力といった脱炭素エネルギーを将来にわたる選択
肢として強化するためのあらゆる方策を講じてまい
ります。

　再エネの導入拡大に向け、系統整備と出力変動
への対応や次世代再エネ技術の開発、地域との共
生に取り組みます。また、水素・アンモニアの大規
模かつ強靭なサプライチェーンを構築すべく、必要
となる制度の準備を早期に進めます。

　原子力については、これまでと同様に安全性の
確保を大前提としながら、原子力発電所の再稼働
を進めます。次世代革新炉の開発・建設について、
廃止を決定した炉の次世代革新炉への建て替え
の具体化を進め、また、運転期間の延長について
は、現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を
認める期間は20年との制限を設けた上で、追加的
な延長を認めることとし、更には、最終処分の実現
に向けた国主導での取組の抜本的強化など、バッ
クエンドの課題にも正面から取り組むことを含む基
本方針案を取りまとめました。こうした新たな方針
案について、立地地域や国民の皆様の御理解が得
られるよう、粘り強く取り組んでいきます。

　また、今後10年間で150兆円超の官民の投資
を実現するべく、ロードマップに基づいて、ＧＸ経済
移行債を活用した20兆円規模の大胆な先行投資
支援や、カーボンプライシングの導入について方針
を予め示すこと等を通じて、予見可能性を高め、民

間投資を後押しします。企業が自主的に排出量の
取引を行うＧＸリーグについては、実証事業やルー
ル形成を進めているところです。

（対外経済政策）
　国際秩序の根幹が揺らぐ中であっても、分断で
はなく協調が重要であり、自由で包摂的な経済秩
序の構築を我が国が主導します。デジタル経済に
関する国際ルール作りを含め、インド太平洋経済
枠組み（ＩＰＥＦ）、日米経済版２＋２、経済連携協定
やＷＴＯといった枠組みを活用してまいります。

　加えて、今年は、日本がＧ７の議長国を務め、日
ＡＳＥＡＮが友好協力50周年を迎える重要な年で
す。現地の持続可能な経済社会の実現に貢献し、
同時に成長の果実を取り込むため、日ＡＳＥＡＮ経
済共創ビジョンの策定、サプライチェーンの強靱
化やスタートアップ企業などによる協業の促進な
ど、協力の具体化を進めます。あわせて、今年３月
のアジア・ゼロエミッション共同体(ＡＺＥＣ)閣僚
会合の開催などを通じて、アジアのＧＸ実現に貢
献します。

　サプライチェーンにおける人権配慮を促すため、
ガイドラインの普及や、予見可能性を高めるための
国際協調を推進します。また、先端技術の輸出管
理での対応に向けて同志国と連携します。

（中小企業政策）
　引き続き厳しい事業環境にある地域の中小企業
の資金繰り支援に万全を期してまいります。コロナ
関連融資の借換えの円滑化に加え、新たな資金需
要にも対応する信用保証制度を創設します。

　サプライチェーン全体の共存共栄を目指す
「パートナーシップ構築宣言」については、大企業
での更なる拡大と実効性の確保に取り組みます。
価格交渉促進月間の結果を踏まえた下請振興法
に基づく親事業者への指導・助言の実施など、公
正取引委員会とも連携し、取引適正化・価格転嫁

対策を実現していきます。

　併せて、逆境下においても、グリーンやデジタル
などの新たな取組に挑戦する中小企業を後押しす
るため、事業再構築や生産性向上、輸出拡大に向
けた支援に取り組みます。こうした取組を進めるこ
とで、賃上げの原資を確保し、所得向上に貢献して
まいります。

（成長投資）
　足下の日本企業の設備投資計画は過去最高水
準の伸び率であり、企業の投資意欲がこれまでに
なく高まっています。この変化の兆しを逃さず、投
資を加速し、日本がしばらく忘れていたアニマルス
ピリットを取り戻したいと考えています。

　昨年末には、官民を挙げて国内における成長投
資を拡大させていくため「国内投資拡大のための
官民連携フォーラム」を開催いたしました。産業界
から過去最高水準の毎年100兆円の設備投資と
いう心強い見通しも示されたところです。
　日本の全ての企業、地域、人々が果敢に挑戦を
しなければならないときです。政府の大胆な支援に
よって、民間の投資を呼び込み、イノベーションに
よって生産性を上げ、所得を向上させる。いわば、
「投資とイノベーションと所得向上の３つの好循
環」を実現していきます。

　このスイッチを押すものが、今般の補正予算で
す。政府全体で、７兆円規模、かつ、複数年にわた
る、戦略的な投資支援を盛り込みました。今こそ円
安の機会を捉え、産業界が半導体、蓄電池やバイ
オの国内生産拠点の整備など、成長のための国内
投資に取り組めるよう大胆な支援を行います。経
済安全保障の観点からも、これら重要物資の安定
供給確保や、先端技術の研究開発を大胆に推進し
ます。

　また、中長期的な日本経済の成長に向け、イノ
ベーションの担い手となるスタートアップ支援のた

め、１兆円規模の予算の確保と、強力な税制措置
を行うなど、あらゆる政策資源を総動員しエコシス
テムを発展させます。日米共同での次世代半導体
の技術開発を進めるとともに、創薬・バイオ、量子・
ＡＩ、グリーンなどの支援の強化など、科学技術へ
の投資も拡大します。クラウド、サイバーセキュリ
ティ等の産業基盤確保や、デジタル時代の社会イ
ンフラ整備に向けた長期計画の策定、半導体・蓄
電池分野を含めたデジタル人材育成など、デジタ
ル社会の実現に向けた取組を進めます。

　同時に、「人への投資」として、人的資本経営の
推進とともに、リスキリングから転職までを一気通
貫で支援します。賃金の伸びが低く留まってきた正
社員の労働移動も円滑化することで、正規・非正
規、社内・転職問わずキャリアアップできる環境を
整備し所得向上へのスイッチを押します。

　このように、予算だけでなく制度面も含め、日本
全体で挑戦していくための政策を「経済産業政策
の新機軸」として推進し、この中で、成長志向型の
資源自律経済の確立、Ｗｅｂ3 .0ヘの対応も図り
ます。

　基幹産業である自動車については、100年に
一度の大変革を勝ち抜くべく、産業界との対話を
深め、モビリティを軸とした成長の実現に取り組み
ます。

　さらに、令和７年に開催される大阪・関西万博
の成功に向け、取組を進めます。

（福島復興）
　福島復興と東京電力福島第一原子力発電所の
廃炉・汚染水・処理水対策は、経済産業省の最
重要課題です。

　廃炉に向け、燃料デブリ取り出しや、ＡＬＰＳ処理
水の海洋放出への準備などを進めます。安全性確
保、風評対策、漁業者の方々が安心して漁業継続

できるよう基金による対策や、昨年末に立ち上げた
「魅力発見！三陸・常磐ものネットワーク」を通じた
「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大などに
全力で取り組みます。皆様においても、ぜひネット
ワークへの積極的な参加・消費拡大をお願いいた
します。

　昨年、避難指示が解除された特定復興再生拠
点に加え、残る拠点も解除に向けた取組を進めま
す。拠点外についても、帰還意向のある方が帰還
できるよう対応してまいります。

　事業・なりわいの再建や新産業の創出、交流人
口拡大、福島国際研究教育機構における研究、映
像・芸術等を活用した新たなまちづくりなど、福島
復興に全力で取り組みます。

（終わりに）
　今年は、十干十二支の「癸卯（みずのとう）」であ
り、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛
躍するような年になると言われています。大きな耳
で様々な音を聞き分け素早く飛び跳ねるうさぎの
ように、よく聞き俊敏に行動する、そのような一年
にしたいと思います。日本が挑戦し変革していく姿
を国内外に発信できるよう、新しい一歩を踏み出し
ましょう。

　皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

令和５年　元旦

　令和５年という新年を迎え、謹んで新春の御挨
拶を申し上げます。
　昨年８月に第２次岸田改造内閣が発足し、引き
続き国土交通大臣の任に当たることとなりました。
本年も国土交通行政に対する皆様の変わらぬ御
理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。
　現在、我が国は、国難とも言える状況に直面して
います。
　少子高齢化や人口減少に伴う国内需要の減
少、労働力不足等の厳しい状況に直面する中、令
和２年からの新型コロナウイルス感染拡大は、我が
国の社会経済や国民生活へ甚大な影響を及ぼし
ました。
　また、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、
世界的な物価高騰、円安が進行し、経済に大きな
影響を与えているほか、エネルギーの安定供給が
脅かされるなど、外交・安全保障環境も一層厳し
さを増しています。
　さらには、気候変動に伴い、自然災害が激甚化・
頻発化しています。
　こうした難局を乗り越えるためには、政府一丸と
なって、あらゆる政策を総動員し、着実に実行して
いく必要があります。
　新型コロナウイルス感染症については、感染状
況を見極めつつ、地域経済を支える観光の本格的
な復興の実現、地域の暮らしや産業に不可欠な公
共交通の確保等に取り組んでまいります。また、水

際対策の緩和など「ウィズコロナ」という新たな段
階に向けて、明るい兆しも見られることから、円安
を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化を図って
まいります。
　物価高騰については、国土交通省の行政分野で
も、資材価格や住宅価格、自動車・船舶・航空機
等の燃料価格の高騰など、現に影響が生じていま
す。国民生活や事業活動を守る観点から、関係省
庁としっかり連携し、迅速かつ着実に必要な対策を
進めてまいります。
　気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化に
より、昨年も、８月、９月に発生した大雨や台風によ
り、全国各地で甚大な被害が生じました。被害に遭
われた方々に謹んで哀悼の意を表します。
　私は、災害により犠牲となる方を少しでも減らす
ことこそ、政治の役割であるという想いをもって、
政治家としての活動を行ってまいりました。その想
いのもとに、災害を防ぎ、国民の生命・財産を守る
という国土交通省の持つ極めて重要な役割を果た
すべく、事前防災対策の更なる強化を含め、防災・
減災、国土強靱化を強力に推進してまいります。
　今後も、国民の皆様と丁寧に、そして誠実に対
話し、小さな声ひとつひとつをよく聞き、真摯に受
け止めるとともに、国土交通行政において、現場を
持つ強み、総合力を活かして、施策の立案・実行
に全力で取り組んでいく所存です。
　引き続き、特に以下の３つの柱に重点を置いて
諸課題に取り組んでまいります。
　①国民の安全・安心の確保
　②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
　　と、経済好循環の加速・拡大
　③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり

①国民の安全・安心の確保
（東日本大震災からの復興・創生）
　東日本大震災からの復興の加速は、政府の最優
先課題の一つです。引き続き、現場の声にしっかり
と耳を傾け、被災者の方々のお気持ちに寄り添い
ながら、震災からの復興、そして福島の復興・再生
に取り組んでまいります。

　国が主体となって整備を進めてきた復興道路・
復興支援道路550kmについては、令和３年12月
18日に全線開通しました。引き続き、常磐自動車
道における暫定２車線区間の４車線化及び小高ス
マートICの整備を推進してまいります。
　住宅再建・復興まちづくりでは、避難解除区域
等内の復興・再生を図るため、福島県内の復興再
生拠点の整備を支援してまいります。このほか、東
日本大震災からの復興の象徴である国営追悼・
祈念施設について、一昨年整備が完了した岩手
県・宮城県においては引き続き適切な管理を行う
とともに、福島県においては令和７年度の整備完了
に向けて着実に取り組んでまいります。
　観光関係では、福島県に対し、観光振興に向け
た滞在コンテンツの充実・強化、受入環境の整備
等の取組を総合的に支援するとともに、ALPS処
理水の海洋放出による風評への対策として、岩手
県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸部に対し、
ブルーツーリズムの推進について支援を行ってま
いります。

（自然災害からの復旧・復興等）
　昨年は、８月の大雨や９月の台風第14号及び台
風第15号等の自然災害が発生し、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害
による被害等が生じました。記録的な勢力を保った
まま九州に上陸した台風第14号では、過去最多と
なる１２９のダムでの事前放流の実施や防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策等によ
る河道掘削等のこれまでの対策の効果が見られま
した。一方、降雨量があと少しでも増加すれば氾濫
するところまで水位が上昇した河川も多く、今後、
気候変動による降雨量の増加も予測されているこ
とから、更なる事前防災対策の必要性を改めて認
識したところです。
　昨年発生した自然災害により被災した地域に加
え、平成28年熊本地震、令和２年７月豪雨等で被
災した地域も含め、被災者の方々のお気持ちに寄
り添いながら、引き続き、生活再建の支援に向け
て、必要な取組に注力してまいります。

　公共土木施設等の応急復旧等については、昨
年８月の大雨により被災した山形県の国道121号
や、台風第14号により被災した宮崎県の国道327
号の仮橋等による応急復旧を国が代行したほか、
二次被害防止のための緊急的な砂防工事の支援
を実施しました。また、令和元年東日本台風や令和
２年７月豪雨等、過去に被災した９つの一級水系に
おいて策定した「緊急治水対策プロジェクト」に基
づき、ハード・ソフト一体となった再度災害防止対
策を推進しているところであり、昨年被災した河川
についても、国、県、関係市町村が連携しつつ、対
策を早急に講じてまいります。このほか、令和３年８
月の大雨等で被災した自治体管理道路の復旧工
事を国が代行し、迅速な災害復旧事業を実施して
おります。災害復旧においては、原形復旧のみなら
ず、再度災害を防止するため、施設の機能を強化
する改良復旧の観点から取り組んでまいります。
　鉄道分野においては、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震による東北新幹線の脱線及
び施設被害を踏まえ、学識経験者等による検証委
員会を設置し、脱線・逸脱防止対策や構造物等の
耐震対策等、これまで進めてきた新幹線の地震対
策について検証を進めています。このうち、構造物
等の耐震対策については、昨年12月に中間とりま
とめを公表し、今回の地震で顕著な被害が発生し
た橋梁と同様の構造の箇所については、前倒しで
耐震補強を進めることといたしました。被災路線の
復旧に関しては、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道
について本年夏の運転再開に向けて復旧工事を
進めているところであり、令和２年７月豪雨で被災
したくま川鉄道についても、令和７年の全線運転再
開に向けて復旧工事を進めているところです。ま
た、同じく令和２年７月豪雨により被災した肥薩線
については、昨年３月に、国と県が共同でＪＲ肥薩線
検討会議を立ち上げ、復旧後の肥薩線の在り方や
具体的な復旧方法などについて検討を進めていま
す。さらに、昨年８月の大雨により被災した路線に
ついては、橋梁倒壊や盛土流出等の被害によりＪＲ
東日本の４路線において運転を見合わせています
が、一部の路線は早期復旧に向けて復旧工事を進

めており、残る路線についても、少しでも早く復旧
の見通しをお示しできるよう調整を進めています。
　港湾分野においては、令和３年８月に発生した海
底火山「福徳岡ノ場」の噴火に由来するとみられる
軽石漂着について、港湾施設における軽石除去を
概ね完了し、回収した軽石の埋立処分等に取り組
んでいるところです。また、昨年３月に発生した福島
県沖を震源とする地震については、大きな被害を
受けた相馬港等の港湾施設の復旧工事を進めて
います。
　国土交通省としては、被災された地域の一日も
早い復旧・復興に全力を尽くすとともに、これらの
災害から得られた教訓を風化させることなく、災害
に強い国づくりを進めてまいります。

（防災・減災、国土強靱化）
　激甚化・頻発化する豪雨災害、切迫化する大
規模地震、いつ起こるか分からない火山災害から
国民の命と暮らしを守ることは国の重大な責務と
認識しています。国土交通省としては、防災・減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策により、中
長期的な視点に立った計画的な取組として、「激甚
化する風水害や切迫する大規模地震等への対
策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換
に向けた老朽化対策」、「国土強靱化に関する施策
をより効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」について、重点的かつ集中的に実施してまいり
ます。また、５か年加速化対策後も、中長期的かつ
明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱
化の取組を進めていくことが重要です。このような
認識の下、政府において、国土強靱化基本計画の
改定に向けた検討を行っているところであり、国土
交通省としても関係府省と連携しつつ、しっかりと
取り組んでまいります。５か年加速化対策を含め、
今後も、ハード・ソフトの施策を総動員することで、
防災・減災、国土強靱化の取組をしっかりと進め
てまいります。
　今後も懸念される気候変動の影響による降雨量
の増大等を踏まえ、河道掘削や堤防、ダム、遊水地
等のハード整備に加え、利水ダムの事前放流、官

民による雨水貯留、居住誘導や住まい方の工夫な
ど、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を
本格的に実践し、スピード感をもって取り組んでま
いります。治水計画の見直しについては、これまで
５つの一級水系で河川整備基本方針の見直しを
行ったところであり、今後、全国の河川で見直しを
進めてまいります。また、令和３年11月に全面施行
された流域治水関連法に基づき、特定都市河川の
指定拡大を進めるなど、流域治水の取組の実効性
の確保に努めてまいります。
　安全でコンパクトなまちづくりの推進のため、立
地適正化計画の居住誘導区域等において防災・
減災対策を定める「防災指針」については、令和２
年９月の制度創設から昨年７月までに、すでに99
都市において作成・公表しています。国土交通省
としては、引き続き、防災指針の作成を支援してい
くとともに、指針に基づく各都市の防災まちづくり

の取組に対して、省庁横断的な連携体制の下、重
点的な支援を行ってまいります。あわせて、先行事
例の横展開を図り、全国的な取組を促進してまい
ります。また、災害ハザードエリアにおける開発を抑
制するため、令和２年６月の都市計画法改正により
措置した開発許可制度の見直しについても、引き
続き、地方公共団体が安全なまちづくりの実現を
図れるよう支援してまいります。このほか、従来の
水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度
の関係をわかりやすく図示した水害リスクマップ
（浸水頻度図）を全国109の一級水系で整備し、
防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促
進してまいります。また、ハザードマップのユニバー
サルデザイン化や、適切な避難行動・判断につな
がる防災情報の改善、「防災用語ウェブサイト」に
よるメディア・住民向けの用語解説の充実など、
国民に伝わりやすい形での水災害関連情報の充
実・発信に努めてまいります。
　線状降水帯による災害から命を守るため、線状
降水帯の予測精度向上に向けた取組についても
着実に進めることとしており、本年から「迫り来る線
状降水帯による大雨災害の危険性」については、
従来よりも30分程度早く情報提供を行います。そ

の後も、大気の３次元観測機能などの最新の観測
技術を導入した静止気象衛星「ひまわり」の後継機
の製造に着手するなどの観測の強化に加え、スー
パーコンピュータの機能強化や予測技術の開発等
を早急に進めていくことにより、昨年６月から開始
した「線状降水帯による大雨の半日程度前からの
呼びかけ」の対象地域をより細かい単位でお知ら
せするなど、防災気象情報の改善を順次進めてま
いります。
　大規模災害に備えた体制の強化も重要です。平
成20年４月に創設されたTEC-FORCEは、東日
本大震災をはじめ、昨年までの災害に対して、延べ
13万5千人を超える隊員を派遣し、被災状況の早
期把握や道路啓開、排水ポンプ車による浸水排除
など、全力で被災自治体の支援にあたってまいりま
した。今後も、人材や資機材を確保するとともに、
デジタル技術も活用し、TEC-FORCEの体制・
機能の拡充・強化に努めてまいります。また、大雨
等の災害が発生した際には、気象台から地方公共
団体に「気象庁防災対応支援チーム（JETT）」を
派遣し、災害対応に必要な気象情報の解説・助
言など、現場の状況に応じた支援を行っています
が、今後も迅速なJETT派遣が可能となるよう体
制の確保に努めてまいります。加えて、地域の気象
と防災に精通する「気象防災アドバイザー」の拡充
を進めるとともに、地方公共団体の防災対策に役
立てていただくための取組を一層推進してまいり
ます。
　自然災害が激甚化・頻発化する中で、無電柱
化は、台風や地震等の被害を最小化するものであ
り、災害に強い道路づくりや電力の安定供給の観
点からも重要な施策です。令和３年５月に策定した
無電柱化推進計画に基づき、関係省庁や関係事
業者と連携し、積極的に無電柱化を加速してまい
ります。
　短期間の集中的な大雪の傾向等を踏まえ、冬期
の道路交通の確保に向けて、来年度を初年度とす
る「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」
を策定するほか、「人命を最優先に、幹線道路上で
大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という考

えの下、ハード・ソフトの両面から必要な対策を進
めてまいります。　　　　　　　　　
　このほか、災害時に迅速な代替輸送の実施を図
るため、拠点となる貨物駅において、コンテナホー
ムの拡幅等の機能強化を推進してまいります。ま
た、盛土を含めた土地の形状に関する災害リスク
の把握や災害対策に資するため、地形分類情報や
航空レーザ測量による高精度標高データの整備を
実施します。
　さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対
策について、昨年５月に日本海溝・千島海溝地震
特措法が改正されたことを受け、昨年11月に「国
土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対
策計画」を改定しました。この計画には、「応急活動
計画」、「発生に備え推進する対策」とともに、「積
雪寒冷地特有の課題を考慮した対策」、「後発地
震への注意を促す情報の発信」などの対策も位置
付けています。今後も、地震・津波対策にしっかり
と取り組んでまいります。

（インフラ老朽化対策の推進）（略）
（盛土対策）（略）
（通学路の安全対策をはじめとする交通安全対
策）（略）
（輸送の安全の確保）（略）
（海上保安能力の強化等）（略）
（経済安全保障法）（略）

（水道整備・管理行政の移管）
　昨年９月の新型コロナウイルス感染症対策本部
において、厚生労働省が所管する水道整備・管理
行政が、国土交通省及び環境省へ移管されること
が決定されました。
　水道整備・管理行政における現下の課題であ
る、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化へ
の対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇
水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や
下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層
の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を
一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一

層の向上を図ってまいります。
　国土交通省としては、令和６年度に予定されて
いる事務の移管に向けて、厚生労働省・環境省と
も連携し、準備を進めてまいります。

②コロナ禍からの経済社会活動の確実な回復
と、経済好循環の加速・拡大
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな
られた方々に改めてお悔やみを申し上げますととも
に、直接的、間接的に被害を受けられた全ての皆
様に、心よりお見舞い申し上げます。また、コロナ禍
の中、献身的に尊い使命と責任を果たしていただ
いている全てのエッセンシャルワーカーの皆様に、
心から敬意と感謝を申し上げます。

（原油価格・物価高騰等への対応）
　一昨年より続く燃料価格の高騰により、鉄道、ト
ラック、バス、タクシー、内航海運、航空、倉庫等の
交通・物流業界を取り巻く経営環境は、厳しい状
況にあります。このため、政府として、昨年１月下旬
より、燃料油価格の激変緩和事業を実施するとと
もに、国土交通省においても、タクシーの燃料であ
るLPガスについて、燃料油価格の激変緩和事業
に準じた支援を行い、これらの事業の延長・拡充
などを図ってまいりました。また、昨年10月に閣議
決定された「物価高克服・経済再生実現のための
総合経済対策」において、来年度前半にかけて、こ
れらの激変緩和措置を講じることが盛り込まれて
おり、引き続き、経営に大きな影響を受けている公
共交通・物流事業者を支援することとしています。
あわせて、トラック運送事業、内航海運業及び倉庫
業において、燃料等の価格上昇分を反映した適正
な運賃・料金収受のための荷主等への周知や、
法令に基づく働きかけ等を実施してまいります。
　建設資材の価格高騰への対応についても重要
な課題であると認識しており、政府としても、骨太
の方針や総合経済対策において、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、適切な価格転嫁が進むよう促
した上で必要な事業量を確保する旨を位置付けて
いるところです。国土交通省では、直轄工事におい

て、適正な請負代金の設定や契約後の状況に応じ
た契約変更に取り組むとともに、地方公共団体や
民間発注者等に対しても、適切な価格転嫁を行う
よう要請を行ってまいりました。引き続き、資材価格
の高騰が適正に工事価格に反映されるよう、しっ
かりと取組を進めてまいります。また、必要かつ十
分な公共事業予算の安定的・持続的な確保にも
取り組んでまいります。
　さらに、エネルギー価格が高騰している局面にお
いて、省エネ投資を下支えするため、昨年12月に
成立した補正予算において創設した「こどもエコす
まい支援事業」により、エネルギー価格の高騰によ
る影響を受けやすい子育て世帯等に対し、ZEH水
準の省エネ性能を有する新築住宅の取得を支援し
てまいります。また、住宅の省エネ改修等に対して
も幅広く支援することとしており、経済産業省や環
境省が行う高断熱窓や高効率給湯器の設置への
支援と連携して、ワンストップで利用できるようにい
たします。
　下水汚泥資源を肥料として活用することは、持
続可能な食料システムの確立や資源循環型社会
の構築にも資する取組です。昨年９月に開催された
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部では、
今後の検討課題の一つとして、下水汚泥等の未利
用資源の肥料としての利用拡大が掲げられまし
た。これを受けて、下水道・農業の関係団体や学
識経験者、自治体が参画する官民検討会を農林水
産省と共同で設置し、肥料利用の拡大に向けた推
進策の方向性を取りまとめたところです。国土交通
省としては、引き続き、農林水産省等と緊密に連携
し、汚泥肥料の流通経路の確保等に向けたマッチ
ングや施設整備への支援、安全性のPR、肥料化
のためのコスト縮減等に資する技術開発等を進め
るなど、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ
るべく、下水汚泥資源の肥料利用を大幅に拡大し
てまいります。

（観光立国の復活）
　観光関連産業は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により最も深刻な影響を受けている産業

の一つですが、観光は、人口減少が進む我が国に
とって成長戦略の柱、地域活性化の切り札として
期待されている重要な分野です。　
　昨年の10月11日からは、いよいよ内外の観光
需要を本格的に回復させ、観光立国の復活を図っ
ていく局面となりました。
　国土交通省としては、
　①全国旅行支援や第２のふるさとづくりなどによ
　　る「国内交流拡大戦略」
　②消費額増加や地方誘客の促進等を図るため
　　の「インバウンドの回復戦略」
　③観光地や宿の高付加価値化の計画的・継続
　　的支援などによる「高付加価値で持続可能な
　　観光地域づくり戦略」
　という３つの戦略を総合的かつ強力に推進して
いきたいと考えています。
　第１に、「国内交流拡大戦略」として、全国旅行
支援を昨年10月上旬から12月下旬まで実施して
まいりました。全国旅行支援の実施により、日本人
の国内延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回るなど、
高い需要喚起の効果が現れているものと認識して
います。昨年に引き続いて、本年も、閑散期となる１
月の３連休明けの10日から実施することとしてお
り、今後も、需要動向や感染状況を踏まえつつ、全
国的な旅行需要の喚起を着実に進めてまいりま
す。加えて、近年の働き方や住まいのニーズの多
様化等を踏まえ、テレワークを活用したワーケー
ションの推進や、何度も通う旅、帰る旅を定着させ
る「第２のふるさとづくり」、ユニバーサルツーリズ
ムといった国内における新たな交流市場の開拓に
取り組んでまいります。
　第２に、「インバウンドの回復戦略」として、円安
のメリットも活かして、速やかに訪日外国人旅行消
費額５兆円超を達成することを目指します。具体的
には、大都市だけでなく、地方も含めた全国各地で
特別な体験の提供や期間限定のイベント等を実施
するとともに、日本各地の魅力を全世界に発信する
「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総
動員して集中的な取組を行ってまいります。その
際、旅行者の意識変化を踏まえながら、インバウン

ドの消費額増と地方誘客促進に向けた取組を進め
るとともに、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者
の誘客に向けた地方における高付加価値なインバ
ウンド観光地づくりについても、しっかりと取組を進
めてまいります。
　第３に、「高付加価値で持続可能な観光地域づ
くり」の取組を進めてまいります。現在、観光地・観
光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施
設や観光施設のリノベーションなどの取組を支援
しているところですが、更なる取組の推進のため、
単年度ではなく複数年度にわたる事業実施を可能
にすること、新たに面的DX化の取組を支援対象
に追加すること等の制度拡充を図ったところです。
また、地球環境に配慮した旅行を推進するととも
に、自然や文化等の地域の観光資源を保全・活用
したコンテンツの造成・工夫、受入環境整備等を
通じて、持続可能な観光地域づくりを進めてまいり
ます。これらの取組を通じて先進的なモデル地域を
形成し、観光SDGsの取組を世界に向けてアピー
ルしてまいります。
　これら３つの取組に加え、昨年10月に開催され
た観光立国推進閣僚会議における岸田総理から
の御指示も踏まえ、2025年をターゲットに、我が
国の観光を持続可能な形で復活させるため、新た
な「観光立国推進基本計画」を本年３月までに策定
します。
　引き続き、観光立国の復活に向けて、しっかりと
取組を進めてまいります。

（各分野における観光施策）
　昨年11月に、関係業界団体によって国際クルー
ズ運航のためのガイドラインが策定されたことを受
け、昨年12月から本邦クルーズ船社による国際ク
ルーズの運航が再開されました。また、本年３月か
らは外国クルーズ船社による運航再開を予定して
います。クルーズの本格的な再始動に向け、関係
者間で連携し、安心してクルーズを楽しめる環境づ
くりを一層推進してまいります。
　景観・歴史まちづくりについては、景観計画や
歴史的風致維持向上計画の策定を促進し、良好な

景観を形成するとともに、地方公共団体が取り組
む地域固有の歴史・文化・風土を活かしたまちづ
くりに対する支援を引き続き進めてまいります。
　本年は、「道の駅」は制度創設から30年を迎え
る年であり、2025年までの「道の駅」第３ステージ
も折り返しとなります。地方創生・観光を加速する
拠点へ「道の駅」の進化を目指すモデルプロジェク
トや、施設の老朽化等の全国的な課題に対する支
援を進めてまいります。
　また、令和３年に閣議決定された、「第２次自転
車活用推進計画」に基づき、私を本部長とする自
転車活用推進本部を中心に、政府一体となって、
自転車通行空間の計画的な整備、シェアサイクル
やサイクルトレイン等の普及促進、ナショナルサイ
クルルート等を活かしたサイクルツーリズムの推進
等、自転車の活用の推進に向けて取り組んでまい
ります。
　鉄道分野においては、訪日外国人旅行者にも日
本の鉄道を利用してより快適に旅行を楽しんでい
ただくために、多言語による案内表示・案内放送
の充実、トイレの洋式化、クレジットカード対応型券
売機や交通系ICカード等の利用環境整備、大型
荷物置き場の設置等の取組を進めてまいります。

（IRの整備）（略）
（地域交通のリ・デザイン）（略）

（物流政策の推進）
　トラック運送業界の2024年問題等、昨今の労
働力不足の観点から、サプライチェーン全般にわ
たって無駄を排し、生産性を向上させることが喫緊
の課題となっています。これらを踏まえ、物流DX・
GXの推進に取り組むほか、関係省庁と連携して、
着荷主を含む荷主や一般消費者等の理解や協力
の促進、非効率な商習慣の是正等、持続可能な物
流の実現に向けて必要な取組を進めてまいりま
す。さらに、物流行政とトラック行政を一体的に運
用する体制を整備することにより、物流政策を強力
に推進してまいります。

（航空ネットワークの維持・確保等）（略）

（戦略的・計画的な社会資本整備）
　社会資本整備については、我が国の持続可能な
経済成長を確実なものとするため、将来の成長基
盤となるストック効果の高い事業を戦略的・計画
的に推進してまいります。その際、現下の資材価格
の高騰等を踏まえ、必要な事業量を確保してまいり
ます。
　道路分野においては、物流上重要な道路輸送網
を「重要物流道路」として指定し、平常時・災害時
を問わない安全かつ円滑な物流等を確保するため
の機能強化を図ってまいります。加えて、デジタル
化による特車手続の迅速化を進めるとともに、ダブ
ル連結トラックや中継輸送の普及促進等を通じて、
物流の効率化を促進してまいります。
　鉄道分野においては、整備新幹線、リニア中央
新幹線について、地元の理解を得つつ、着実に整
備が進められるよう、必要な取組を行ってまいりま
す。現在建設中の北陸新幹線（金沢・敦賀間）に
ついては、工期・事業費ともに新たな計画の範囲
内で順調に進捗しており、令和５年度末の完成・
開業に向けて最大限努力してまいります。北海道
新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予期
せぬ自然条件への対応・着工後に生じた関係法
令改正や経済情勢の変化等への対応による影響
を精査するため、有識者会議を開催し、昨年12月
にとりまとめがなされました。引き続き、必要な財源
を確保し、着実な整備に努めてまいります。残る未
着工区間の整備について、北陸新幹線（敦賀・新
大阪間）については、従来、工事実施計画認可後
に行っていた調査も含め、従来の施工上の課題を
解決するための調査を先行的・集中的に実施して
まいります。九州新幹線（新鳥栖・武雄温泉間）に
ついては、九州地域、西日本地域の未来にとってど
のような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も、関係者との
協議を進めてまいります。リニア中央新幹線の品
川・名古屋間については、全長約286kmのうち
約９割の区間で工事契約が締結されており、建設

主体であるJR東海において、工事が進められてい
るところです。また、名古屋・大阪間については、
本年から環境影響評価に着手するための準備が
進められているところであり、国土交通省として
は、この事業が安全かつ着実に進められるよう、必
要な調整や協力等を行ってまいります。さらに、基
本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等のあり
方については、効果的・効率的な整備・運行手法
等の具体的な調査に取り組んでまいります。このほ
か、本年３月に開業予定の相鉄・東急直通線（羽
沢横浜国大～日吉）、福岡市地下鉄七隈線（天神
南～博多）など、国際競争力の強化に資する都市
鉄道ネットワークの整備についても着実に進めてま
いります。
　港湾分野においては、近年、アジア諸港における
コンテナ取扱量の急増、コンテナ船の更なる大型
化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影
響による世界的な国際海上コンテナ物流の混乱等
により、国際基幹航路の寄港地の絞り込みが進
み、日本への寄港が減少傾向にあります。このた
め、我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡
大し、日本に立地する企業のサプライチェーンの安
定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化を
図るべく、国際コンテナ戦略港湾において、「集貨」
「創貨」「競争力強化」の３本柱からなる国際コンテ
ナ戦略港湾政策を引き続き推進してまいります。特
に、国内外からの集貨を一層促進するため、既存
ストックを活用しつつ、コンテナターミナルの更なる
利便性向上に向けて取り組んでまいります。また、
引き続き、国際バルク戦略港湾を拠点としたバル
ク貨物輸送の効率化に取り組んでまいります。加え
て、地域の基幹産業の競争力強化のための港湾の
整備やトラックドライバー不足に伴うモーダルシフ
トの受け皿にもなる内航フェリー・RORO船の輸
送網の強化に取り組むとともに、農林水産省と共
同で、産地と港湾が連携した農林水産物・食品の
輸出促進を図ってまいります。
　航空分野においては、首都圏空港における年間
発着容量約100万回の実現を目指し、必要な取組
を進めてまいります。具体的には、成田空港につい

ては、第三滑走路の整備等に向けて、地元自治体
等の関係者と連携するなど、機能強化の実現に最
大限取り組んでまいります。羽田空港については、
2020年３月から新飛行経路の運用を開始してお
り、引き続き、騒音・落下物対策や新飛行経路の
固定化回避に向けた取組、丁寧な情報提供を行っ
てまいります。また、拠点空港としての機能拡充に
向けて、羽田空港アクセス鉄道の整備等を実施し
ます。近畿圏空港については、関西空港の容量拡
張等に向け、地元自治体等の関係者と連携し、関
西空港等の飛行経路の見直しについて検討を行う
など、引き続き、2025年大阪・関西万博等に向け
た機能強化を推進してまいります。地方空港につい
ては、福岡空港の滑走路増設事業、那覇空港の国
際線ターミナル地域の機能強化、新千歳空港の誘
導路複線化事業などを推進し、ゲートウェイ機能の
強化を図ってまいります。
　民間の資金や創意工夫を活用するPPP/PFI
は、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実
現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間のビ
ジネス機会を拡大するものです。本年は、昨年改定

されたPPP/PFI推進アクションプランに基づき、
空港・下水道等の国土交通省所管分野における
公共施設等運営事業等の導入を推進してまいりま
す。あわせて、人口20万人未満の地方公共団体
や、インフラの維持管理分野においてPPP/PFIの
導入検討を行う地方公共団体などを引き続き支援
するとともに、産官学金の協議の場となる地域プ
ラットフォームを通じた案件形成を推進してまいり
ます。

（インフラシステムの海外展開）
　我が国の持続的な経済成長を実現する上で、世
界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国企業
の受注機会の拡大を図ることは大変重要です。
　2020年に経協インフラ戦略会議にて決定され
た「インフラシステム海外展開戦略2025」では、我
が国企業が2025年に34兆円のインフラシステム
を受注するという新たな目標が立てられています。
　国土交通省では、昨年６月に追補された政府全

体の方針を踏まえ、同月に「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画2022」を策定しました。
行動計画においては、トップセールス等の政府間
対話を本格的に再開することとした上で、①O&M
（運営・維持管理）の参画推進による継続的関与
の強化、②「技術と意欲のある企業」の案件形成・
支援、③国際標準化の推進と戦略的活用、④デジ
タル・脱炭素技術の活用の４点を強化すべき重点
分野と位置づけたところです。
　O&Mの参画推進による継続的関与の強化に
ついては、単なるインフラの整備にとどまらず、維
持管理や運営事業に参画し、事業に継続的に関与
することで、相手国との密接な関係を構築していく
ため、ODA（政府開発援助）の案件形成の段階か
ら、O&Mを視野に入れた働きかけを行うほか、管
理委託契約等により我が国企業がO&Mに参入す
ることを政府間で予め確認する「O&Mパッケージ
型」の案件形成の取組を促進すること等を通じて、
我が国事業者のO&M事業への参画を推進してま
いります。
　「技術と意欲のある企業」の案件形成・支援に
ついては、株式会社海外交通・都市開発事業支
援機構（JOIN）による中小・スタートアップ企業
向け支援の強化や、現地でのプロモーション・マッ
チングの実施に取り組んでまいります。
　国際標準化の推進と戦略的活用については、国
際標準の獲得、相手国での採用の働きかけ、日本
規格のデファクトスタンダード化を行うことを柱と
し、在外公館、政府機関の現地事務所、コンサル等
との連携を深め、相手国での働きかけを一層強化
してまいります。
　デジタル・脱 炭 素 技 術 の 活 用については、
「Smar t JAMP」によりASEANにおけるスマート
シティの実現に向けた取組を引き続き戦略的に推
進するとともに、AIオンデマンド交通やMaaSなど
の交通ソフトインフラにおける我が国企業の海外
展開を推進してまいります。加えて、JOINによる、
デジタル・エネルギー分野への支援を強化してま
いります。

（国土交通分野におけるGXの推進）
　近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚
化・頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に
喫 緊の課 題となっており、我が国においては、
2050年カーボンニュートラルを目標として、GX
(グリーントランスフォーメーション)の実現に政府
を挙げて取り組んでいるところです。地域のくらし
や経済を支える幅広い分野を担っている国土交通
省としても、民生・運輸部門の脱炭素化等に貢献
するため、住宅・建築物や公共交通・物流等にお
ける省エネ化、インフラを活用した太陽光や水力、
バイオマス等の再エネの導入・利用拡大（創エ
ネ）、輸送・インフラ分野における非化石化等を推
進してまいります。
　脱炭素社会の実現に向け、住宅・建築物の省
エネ対策等を強化することとしており、昨年成立し
た改正建築物省エネ法に基づき省エネ基準適合
の全面義務化を進めるとともに、優良な都市木造
建築物等や中小工務店等が建築する木造のZEH
等に対する支援を行ってまいります。また、都市の
コンパクト・プラス・ネットワークの推進等とあわ
せて、街区単位での面的な取組などの効率的なエ
ネルギー利用に向けた施設整備等の取組、都市空
間の緑化などの脱炭素に資するまちづくりを推進
してまいります。さらに、緑と自然豊かな民間都市
開発や都市公園整備、道路緑化等を通じてグリー
ンインフラの社会実装を推進することにより、都市
部におけるCO2吸収源対策やヒートアイランド現
象の緩和等を効果的に進めるとともに、環境を重
視した民間投資の拡大を促進してまいります。
　建設施工分野においては、直轄工事において省
CO2に資するコンクリート等の建設材料の現場試
行を実施するなどの取組を推進します。
　このほか、近年の気候変動の影響による水害の
激甚化・頻発化を踏まえた治水対策とともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた取組を加速
させるため、治水機能の強化と水力発電の促進を
両立させる「ハイブリッドダム」の構築に向けた取
組を進めています。治水と発電の双方に利益のあ
る形で進めていけるよう、取組の方法や進め方等

の具体化を図ってまいります。
　下水道分野においては、本年度に創設した「下
水道脱炭素化推進事業」等を通じた下水道の脱炭
素化に資する事業に対する財政的な支援や、技術
開発を推進するとともに、温室効果ガス排出量の
見える化など、下水道管理者や民間企業等が効率
的な取組を進めるための環境整備等も実施してま
いります。
　運輸部門の脱炭素化に向けて、財政支援や財
政投融資等の拡充を進めています。こうした支援
策を通じて、交通分野においては、EV車両や充電
器設備の導入、その運用を可能とするためのエネ
ルギーマネジメントシステムの構築など、交通GX
を推進してまいります。
　物流分野においては、コンテナ専用車両の導入
支援等によるトラックから海運・鉄道へのモーダ
ルシフトや共同輸配送といった取組を着実に推進
するとともに、物流施設における再エネ施設・設
備等の一体的な導入支援を行うことなどにより、物
流施設の脱炭素化を推進します。
　自動車分野においては、次世代自動車の普及促
進を図ってまいります。関係省庁と連携し、グリー
ンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業
での実証に向けた取組を進めていくほか、燃費規
制や税制優遇、導入補助等の取組を進めてまいり
ます。
　航空分野においては、改正航空法に基づき昨年
12月に策定した航空脱炭素化推進基本方針に基
づいて、持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進、
空港の再エネ拠点化等により、脱炭素化の取組を
推進し、国際民間航空機関(ICAO)において採択
された2050年までのカーボンニュートラル目標の
実現を目指します。
　鉄道分野においては、鉄道アセットを活用した再
エネの導入や、鉄道車両・施設等の脱炭素化を
促進するとともに、燃料電池鉄道車両の開発の推
進やバイオディーゼル燃料の導入の促進等の取組
を進めてまいります。
　船舶分野においては、国際海運2050年カーボ
ンニュートラルの実現に向け、ゼロエミッション船の

技術開発支援を行っており、アンモニア燃料船に
ついては2026年、水素燃料船については2027
年の実証運航開始を目指します。また、国際海事
機関（IMO）において、我が国が米英等と提案し
た国際海運2050年カーボンニュートラルを世界
共通の目標とすべく、本年夏の「GHG削減戦略」
の改定や、ゼロエミッション船の導入を促すための
経済的手法や規制的手法など国際ルール作りを
主導してまいります。加えて、ガス燃料船の供給体
制整備を推進するとともに、内航海運の低・脱炭
素化に取り組みます。
　港湾分野においては、昨年12月に港湾における
脱炭素化の推進等を図る「港湾法の一部を改正す
る法律」が施行されました。今後、今回の改正法に
基づき、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭
素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮し
た港湾機能の高度化や、水素等の受入環境の整
備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の
形成を推進してまいります。また、再エネの導入拡
大に向け、再エネ海域利用法に基づく案件形成や
基地港湾の計画的な整備等により洋上風力発電
の導入を促進してまいります。
　このほか、引き続き、気候変動の適応策を推進
するとともに、昨年12月にカナダのモントリオール
で開催されたCOP15において、「昆明・モントリ
オール生物多様性枠組」が採択されたことを受け、
グリーンインフラの取組等により生態系ネットワー
クの保全・再生・活用、健全な水循環の確保等を
図り、2030年までに海と陸の30％以上を保全す
る目標の達成に貢献してまいります。

（国土交通分野におけるDXの推進）
　国土交通省の所管分野において新たなサービス
が創出され、生産性向上が実現するようDXの普
及を促進するとともに、申請者負担の軽減を図るた
め、許認可等の行政手続自体のデジタル化に強力
に取り組んでまいります。
　インフラ分野においては、建設現場の生産性向
上に向け、調査・測量から設計、施工、維持管理・
更新までの全てのプロセスにおいてICTの活用等

に取り組む「i-Cons t ruc t ion」を推進していま
す。例えば、直轄工事においては、ICT施工を経験
した建設企業の割合について、大手企業では９割
を超え、また、中小企業では約５割まで拡大してい
ます。これに加えて、i-Cons t ruc t ionを中核に、
工事書類のデジタル化等を含め、デジタル技術を
活用して、事業全体の変革を目指す「インフラ分野
のデジタル・トランスフォーメーション」を推進して
おり、昨年３月には、DX実現に向けた各施策の「目
指すべき姿」、「工程」等を実行計画として取りまと
めた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定
しました。さらに、インフラ分野のDXアクションプラ
ンのネクスト・ステージとして分野網羅的、組織横
断的な取組を推進するため、建設現場の生産性の
飛躍的な向上等を実現する「インフラの作り方」の
変革、維持管理や利用に関する「インフラの使い
方」の変革、データのオープン化等の「インフラま
わりデータの伝え方」の変革に取り組んでいます。
本年をDXによる変革を一層加速させる「躍進の
年」とするため、引き続き、必要な施策に取り組ん
でまいります。
　データのオープン化に関する取組として、国土
交通省が保有するデータと民間等のデータを連携
し、一元的に検索、表示、ダウンロードを可能とする
ことで業務の効率化や施策の高度化、産学官連携
によるイノベーションの創出を目指す「国土交通
データプラットフォーム」の整備を進めています。令
和２年には一般公開を開始し、順次連携データを
拡充しており、現在では工事の電子成果品や地質
データ、3D都市モデル（PLATEAU）等、様々な
データと連携しています。今後は、プラットフォーム
の操作性や検索性の向上等を進めることで、デー
タの利活用による新たな価値の創造に向けて取り
組んでまいります。
　道路分野においては、AIやICT等の新技術の
導入等により、道路の維持管理や行政手続きの効
率化・高度化、データの利活用の高度化等を推進
してまいります。また、昨年３月から首都圏及び近
畿圏の高速道路の一部の料金所でETC専用化を
開始したところです。今後も、運用状況等を踏まえ

ながら、順次拡大し、料金所のキャッシュレス化・
タッチレス化を推進するとともに、道路の賢い利活
用を実現する料金制度のあり方を早急に検討して
まいります。このほか、引き続き、ETC2 .0等のビッ
グデータを活用した渋滞状況のきめ細かな把握・
整理を進め、効果的なピンポイント渋滞対策を推
進してまいります。
　発災時の迅速な災害対応や早期の避難等を可
能にするため、本川・支川が一体となった洪水予
測による予測の高度化等に取り組むほか、夜間・
悪天候時においても利用可能な人工衛星やドロー
ン等を用いた迅速かつ安全な情報収集や、三次元
管内図の整備、施設操作の遠隔化、災害復旧にお
ける手続きの簡素化など、デジタル技術も活用しな
がら、流域治水の取組をハード・ソフトの両面から
強力に推進してまいります。さらに、防災・減災対
策等の飛躍的な高度化・効率化を実現するため、
河川情報や水害リスク情報のデータ提供に取り組
むほか、オープンイノベーションを促進する基盤と
して、デジタル空間上に流域を再現し、予測技術等
を実証できるデジタルテストベッドの整備に着手し
てまいります。
　不動産分野は、市場の透明性確保や業務効率
化、他業種との連携による新たなビジネスの創出
など、DXの効果が期待される分野であり、不動産
取引のオンライン化や取引でのデジタル技術の活
用、各不動産の共通コードである「不動産ID」によ
る不動産関連情報の連携・活用の促進、土地・
不動産関連情報を地図上に分かりやすく表示する
土地・不動産情報ライブラリの整備など、DXを推
進する環境整備に取り組んでまいります。
　建築・都市の分野においては、デジタル技術を
活用して、都市開発・まちづくりのスピードアップ
を図るとともに、建物内部から都市レベルまでシー
ムレスなデジタルデータを整備し、これをオープン
にすることで、様々な分野での新サービス創出に取
り組むことが重要です。このため、個々の建築物に
関する情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
都市全体の空間情報と都市計画情報等の３次元
デジタル化を図るPLATEAU、これらの情報と官

民の様々なデータとの連携のキーとなる不動産ID
を一体的に進める「建築・都市のDX」に強力に取
り組んでまいります。
　デジタル技術を活用して地域の課題解決、新た
な価値の創出を図る「スマートシティ」に関しては、
昨年、関係府省と連携し、合同で公募・審査を行
い、スマートシティ実装化支援事業として先進的な
都市サービス等の実装化に取り組む14地区を選
定しました。引き続き、官民連携プラットフォームを
活用した好事例の横展開や「スマートシティモデル
事業等有識者委員会」を通じた先進的な取組の知
見整理等を実施するとともに、本年は都市マネジメ
ントの高度化等の先進的な取組を行う地域に重点
的な支援を行うなど、スマートシティの実装化を一
層推進してまいります。
　交通分野においては、地域交通が極めて厳しい
状況にあることから、財政支援や財政投融資等の
拡充により交通DXを推進することで地域交通の
持続可能性と利便性・生産性の向上に取り組み
ます。具体的には、MaaSの実装や交通分野での
キャッシュレス決済手段の導入、自動運転の実証
調査等を推進してまいります。特に、MaaSについ
ては、移動の利便性を大幅に向上し、地域の公共
交通の維持・活性化や移動手段の確保等の地域
課題の解決に資する重要な手段であることから、
現在、全国各地でモデル構築に取り組んでいると
ころです。引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナ時
代における新たなニーズへの対応も含めて、移動
に求められる様々なニーズに対応できるMaaSを
推進し、免許を返納した高齢者、障害者の方々、さ
らには外国人旅行者も含めて、移動しやすい環境
を整備してまいります。また、地域交通の移動サー
ビスにおいては、自動運転の活用が期待されてい
るところです。昨年より自動運転による地域公共交
通実証事業を全国９つの地方自治体で実施してお
り、本年は更に対象地域を拡大して自動運転の実
用化につなげてまいります。また、交差点等の車載
センサだけでは検知困難な道路交通状況を把握す
るため、道路インフラから適切な情報提供支援に
取り組むこととしています。引き続き、レベル４自動

運転の実現に向けた環境整備など、自動運転の高
度化や自動運転サービスの全国展開に向けた取
組を推進してまいります。
　物流分野においては、令和３年６月に閣議決定し
た総合物流施策大綱も踏まえ、物流・商流データ
基盤の構築等の物流のデジタル化や、物流施設へ
のロボット導入による自動化、ドローン物流の実用
化等の物流分野の機械化による物流DXを推進し
てまいります。また、物流DXを促進するため、伝
票・外装サイズ・パレット等の物流を構成する要
素の標準化に向けた取組を進めてまいります。
　鉄道分野においては、踏切がある路線等での自
動運転の導入に向けた要素技術の開発、VR空間
上での軌道検査や工事・作業の計画策定、地上
設備の削減を可能とする地方鉄道向けの無線式
列車制御システムの開発等、ICT技術等を活用し
た現場業務の効率化・省力化に資する取組を進
めてまいります。
　港湾分野においては、国際競争力の更なる向上
のため、良好な労働環境と世界最高水準の生産性
を有する「ヒトを支援するAIターミナル」の実現や、
新港湾情報システム（CONPAS）の利用拡大、港
湾における新技術の開発を推進するための取組等
を進めてまいります。また、港湾の電子化を実現す
る「サイバーポート」については、物流分野（民間事
業者間の港湾物流手続）において、本年３月中に
NACCSとの直接連携を開始するとともに、来年
度中の管理分野（港湾行政手続等）、インフラ分野
（港湾施設等情報）との一体運用に向けた取組を
推進します。
　海事分野においては、デジタル技術を活用した
船舶産業のサプライチェーン全体にわたる関係事
業者間の連携強化や、造船業のDXに向けた技術
開発・実証事業への支援等を通じて生産性向上
等を図ってまいります。自動運航船等の次世代船
舶技術のトップランナーに対する技術開発支援、
浮体式洋上風力発電のコスト低減等に向けた環境
整備等の施策により、海事産業の国際競争力強化
を図るとともに、国際ルールの策定を推進してまい
ります。

　測量分野においては、自動運転、ICT施工など
デジタル化・リモート化社会の実現等に貢献する
ため、幅広い分野の位置情報が国家座標に準拠
し、いつでも、どこでも、誰でも高精度な測位や地
図を活用できるよう、「電子基準点網」の耐災害性
強化や３次元地図の品質確保・活用促進を実施
します。
　このほか、海洋状況把握（MDA）の能力強化に
向けた取組の一つとして、各関係府省等が保有す
るリアルタイム性の高い情報も含めて、様々な海洋
情報を広域的に集約し、民間事業者、行政機関等
に共有・提供する「海洋状況表示システム」（海し
る）について、昨年２月にデータ連携の標準的な規
格を新たに公開し、各利活用分野でのデータ連携
をさらに推進しました。引き続き、海洋関係のデー
タ連携を着実に進めてまいります。
　これらの取組に加え、DX社会が進展する中、気
象情報・データが社会のソフトインフラとしてより
一層活用されるため、民間事業者等による予報業
務等に関する制度の見直しや、気象情報・データ
を効果的に共有できる環境の構築等の取組等を
進めてまいります。

（現場を支える人材の確保・育成、生産性の向上）
　所管分野における担い手の確保や生産性の向
上に向け、労務費や燃料費等を適切に転嫁できる
環境の整備等による取引環境の適正化を図りつ
つ、賃金の引き上げに向けた取組を進めます。
　建設産業においては、新・担い手３法も踏まえ
た工期の適正化や施工時期の平準化等を進める
ことにより、建設業の働き方改革を一段と加速して
まいります。また、建設技能者の処遇改善に向け
て、技能者の資格や就業履歴を蓄積する「建設
キャリアアップシステム」（CCUS)は、登録技能者
数が100万人を突破しました。今後、登録技能者
の処遇改善を着実に進めるため、技能・経験に応
じたレベル別に賃金目安を示し、職種ごとにレベル
に合わせて賃金が上昇していくよう促してまいりま
す。さらに、ダンピング対策の徹底や下請取引の適
正化などを通じて、官民一体となって賃金引上げに

向けた取組を進めてまいります。
　自動車運送事業においては、労働生産性向上の
ための取組や、人材の確保・育成に向けた二種免
許の取得支援等のほか、荷主や消費者等も巻き込
んだ「ホワイト物流」推進運動を進めること等によ
り、働きやすい労働環境の実現等を推進してまいり
ます。また、改正貨物自動車運送事業法に基づく荷
主への働きかけ等の法的措置の実施や、「標準的
な運賃」の更なる普及・浸透にも引き続き取り組
んでまいります。
　自動車整備業においては、関係業界とも連携し、
自動車の先進技術に対応できる人材の確保・育
成のため、自動車整備士の魅力向上等に取り組む
とともに、自動車整備事業者の生産性の向上を支
援すること等を通じて、引き続き、人手不足の解消
に向けた取組を推進してまいります。
　海事産業の競争力強化については、令和３年に
施行された海事産業強化法に基づいて、生産性向
上や品質確保に取り組む造船・舶用事業者が作
成する「事業基盤強化計画」の認定を進めており、
これまでの認定実績を合計すると1,000億円を超
える設備投資が計画されています。また、海運事
業者等が作成する「特定船舶導入計画」の認定を
進め、安全・環境に優れた船舶の導入を支援して
おり、昨年10月には、当該認定を受けた硬翼帆式
風力推進装置（ウィンドチャレンジャー）搭載船舶
が就航しました。加えて、海事産業の競争力強化と
経済安全保障の早期確立の観点から、税制優遇
措置を通じて、日本の船主による船舶保有と造船
事業者による建造促進を進めてまいります。内航
海運業においては、荷主等との取引環境の改善、
生産性の向上に取り組むとともに、船員の労務管
理の適正化や行政手続きのデジタル化の推進等
を通じて、「船員の働き方改革」等を進めてまいり
ます。さらに、独立行政法人海技教育機構におけ
る教育内容の高度化等に取り組み、今後とも優秀
な船員の養成を安定的・持続的に実施してまいり
ます。
　航空分野においては、空港での地上支援業務
（グランドハンドリング）や維持管理業務の省力化・

効率化のため、自動走行技術の導入に向けた取組
等を官民で連携して取り組んでまいります。

（スタートアップへの支援）
　スタートアップは、社会的課題を成長のエンジン
に転換して、持続可能な経済社会を実現する「新し
い資本主義」の考え方を体現するものであり、建設
現場の生産性向上や安全・安心で快適な交通社
会の実現に向けて、スタートアップが生み出す革新
的技術を社会実装へと繋げることが重要です。
　このため、国土交通省では、昨年11月に決定さ
れた「スタートアップ育成５か年計画」を踏まえ、研
究開発関連補助金の拡充、表彰制度の充実等に
取り組み、スタートアップへの支援を推進してまい
ります。

（2023年のG7交通大臣会合・都市大臣会合の
開催に向けた取組）（略）
（2025年の大阪・関西万博、2027年国際園芸
博覧会の開催に向けた取組）（略）

③豊かで活力ある地方創りと、分散型の国づくり
（豊かな田園都市国家の形成に向けた分散型国
づくり）
　個性ある文化や豊かな自然環境を有する多様な
地域から成り立つ我が国において、人々が地域に
誇りと愛着を持って、安心して暮らし続けられる国
土を次世代に引き継いでいくことが重要です。この
ため、総合的かつ長期的な国土のあり方を示す新
たな国土形成計画を今年夏頃に策定します。今
後、国土審議会において、デジタルを活用し、リア
ルの地域空間の質的な向上を図る新たな地域生
活圏の形成など、次期計画の重点テーマについて
さらに検討を進め、未来を担う若い世代が夢を持
てる国土の将来ビジョンを示してまいります。
　また、近年の社会情勢の変化を踏まえ、食や観
光に加え、脱炭素化についても高いポテンシャルを
持つ北海道の生産空間の維持・発展を図り、国の
課題解決に北海道が果たすべき役割を強化するた
め、新たな北海道総合開発計画を策定してまいり

ます。現在、国土審議会北海道開発分科会計画部
会において検討を進めており、来年度内を目途に
取りまとめます。
　このほか、二地域居住等の普及促進に向けて、
引き続き、関係省庁や全国二地域居住等促進協
議会と連携して、関連施策や取組事例の情報発信
等に取り組むとともに、新たな働き方・住まい方へ
の対応として、職住近接・一体の生活圏を形成す
るなど、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現
するため、テレワーク拠点整備等を推進してまいり
ます。

（コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづく
りや都市再生の推進）
　生活サービス機能と居住を拠点に誘導し、公共
交通で結ぶコンパクト・プラス・ネットワークのま
ちづくりについては、昨年７月末までに立地適正化
計画の作成に取り組む市町村が634都市、作成・
公表した市町村が460都市、立地適正化計画と地
域公共交通計画を併せて作成した市町村が336
都市と着実に増加しています。今後、都市の骨格と
なる公共交通の確保や都市圏全体でのコンパクト
化の推進等を図る支援施策の充実等に取り組み、
持続可能な多極連携型まちづくりを推進してまいり
ます。
　変化・多様化する人々のニーズに対応するた
め、まちの資源を最大限に利活用し、エリアの価値
を向上させることにより、ゆとりと賑わいあるウォー
カブルなまちづくりに取り組んでまいります。昨年ま
でに70を超える自治体が、法律に基づく区域を設
定し、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりに取
り組んでいます。国土交通省としては、引き続き、
法律・予算・税制等のパッケージによる支援を実
施してまいります。加えて、多様化する道路空間へ
のニーズに対応するため、賑わいのある道路空間
を構築するほこみち（歩行者利便増進道路）制度
の普及を促進するとともに、道路空間の柔軟な利
活用による地域の魅力向上、賑わい創出を推進し
てまいります。
　都市の国際競争力の強化に向け、昨年は、９件

の民間都市開発事業を認定し、金融・税制支援を
行いました。引き続き、これらの支援により民間投
資を喚起するとともに、重要インフラ等の整備への
支援を行ってまいります。また、地方都市のイノ
ベーション力の強化に向け、地方都市と大都市の
連携を促進してまいります。これらの取組を通じ、
都市再生を推進してまいります。

（土地政策の推進）（略）
（安心して暮らせる住まいの確保）（略）

（共生社会の実現への取組）
　誰もが安心して参加し、活躍することができる共
生社会の実現に向けて、公共交通機関や建築物
等のバリアフリー化などのユニバーサルデザイン
の街づくりや、心のバリアフリーを推進することが
重要です。
　このため、令和３年度からの５年間を目標期間と
して策定したバリアフリー整備目標に基づいて、地
方部を含めた旅客施設のバリアフリー化や、基本
構想等の策定促進による面的なバリアフリーの街
づくり、高齢者障害者等用施設の適正利用などの
心のバリアフリーの取組等を推進してまいります。
　また、鉄道車両のバリアフリー対策については、
一昨年に改正された新幹線車両に関する基準に
続いて、在来線の特急車両に関する基準も改正
し、本年４月以降に新たに製造される車両に対し
て、列車定員に応じた席数の車椅子用スペースを
設けるよう義務づけたところです。
　障害者用ICカードの導入、ウェブによる障害者
用乗車券等の予約・決済の実現、精神障害者割
引の導入促進といった当事者の方々の利便性向
上や負担軽減に資する施策についても、事業者に
対する要請や実務的な検討を着実に進めてまいり
ます。
　国土交通省としては、引き続き、当事者の方々の
御意見を伺いながら、これらの取組を通じて、ハー
ド・ソフトの両面からのバリアフリー化に全力で取
り組んでまいります。

（活力ある地方創り）
　離島、半島地域、奄美群島、小笠原諸島、豪雪
地帯など、生活条件が厳しい地域や北方領土隣接
地域に対しては、引き続き、生活環境の整備や地
域産業の振興等の支援を行ってまいります。
　「ウポポイ」については、コンテンツの充実や誘
客促進に向けた広報活動等を行い、多くの方々に
訪れていただき、アイヌ文化の素晴らしさや民族共
生の理念に共感していただけるように取り組んでま
いります。
　令和元年10月の火災により焼失した首里城は、
沖縄の誇りであるとともに、国民的な歴史・文化
遺産として極めて重要な建造物です。昨年11月に
は首里城正殿復元整備工事の起工式を行いまし
た。復元している首里城正殿は、令和８年秋に完成
予定であり、国土交通省としても、引き続き、一日も
早い復元に向けて、沖縄県や関係省庁と連携し、
全力で取り組んでまいります。

さいごに
　統計の不適切処理に関する問題につきまして
は、昨年８月に再発防止策となる「国土交通省統
計改革プラン」を取りまとめました。公的統計に対
する信頼回復に向け、「開かれ、使われ、改善し続
ける統計」を基本原則に、このプランを着実に実施
してまいります。
　本年も国土交通省の強みである現場力・総合
力を活かして、国土交通行政における諸課題に全
力で取り組んでまいります。国民の皆様の一層の
御理解、御協力をお願いするとともに、本年が皆様
方にとりまして希望に満ちた、大いなる発展の年に
なりますことを心から祈念いたします。

31　厨  房　2023.2



　（一社）日本厨房工業会は2023年1月18日（水）、東

京ドームホテル・地下1階「天空B」で、新春賀詞交歓会

を開催した。会員をはじめ、関係省庁、関連団体、報道

等、218名の参加者を得て開催された交歓会は、司会の

由利事務局局長の進行で16時より開会となった。

　まず挨拶に立った谷口一郎会長は新年の挨拶と懇親

会参加者へのお礼を述べた後、「この3年で、業務用厨

房の売上高は新型コロナ前のピークの85％となったが、

外食・宿泊業界は回復してきた。一方で人手不足が顕在

化して、業務用厨房への期待が高まっているが、素材や

エネルギーの高騰、部品不足等の課題が続いている。工

業会は皆さまの発展に寄与するという目的を達成するた

めに活動を行っていく。今日お伝えしたいことは四つあ

る。①2月7日～10日に、東京ビッグサイトで第23回厨房

設備機器展を開催するので、多くの皆さまのご来場をお

待ちする。②スチームコンベクションオーブンのグリス除

去装置との離隔距離について総務省消防庁・東京消防

庁らと協議し、総務省消防庁より通知が行われ、ユー

ザーの安全確保に貢献した。③環境保持への貢献とし

て、カーボンニュートラルの見学会などを実施している。

業務用厨房は食を支え、食文化の発信をする拠点であ

り、人・モノ・エネルギーの流れがすべて集まる重要な場

所である。日々進化する技術と制度を知る、カーボン

ニュートラル促進を支援できる人材を育成し、設計や機

器開発の展開への取り組みを進めていく。④工業会の

ホームページを、業界や工業会の活動を一般に理解さ

れやすいようにリニューアルした。このように、本年も主

要事業を中心に、活動していく。広く会員の声を集め、提

言していきたい。薄く、広くのご協力をお願いしたい。本

年も工業会はさまざまな事業活動を推進し、広く国民の

食を支え発展させる役割を果たすよう取り組んでいく。

皆さまのご支援ご協力を賜りたい、一日も早く疫病が収

まり、皆さまが発展し良い年となるよう祈念する」旨を述

べた。

　続いて、原田富雄・経済産業省製造産業局 生活製品

課 住宅産業室室長から新年の挨拶が述べられ「昨年は

ロシアによるウクライナ軍事侵攻を背景とする国際的原

油・物価高騰や歴史的な円安などの危機に直面した。わ

が国の製造業は半導体をはじめとした部素材の供給途

絶やエネルギー価格高騰に影響を受けていると承知し

ている。そんな中、国内企業の設備投資意欲が高まって

いるのは明るいニュースだ。昨年には国内の成長投資を

拡大していくための官民連携フォーラムが開催され、産

業界からは令和9年には毎年100兆円の設備投資とい

う見通しも示されている。昨年成立した第二次補正予算

で7兆円規模の複数年の戦略的投資支援が盛り込まれ

ており、投資・イノベーション・所得向上の好循環を図る

としている。取り引き適正化や価格転嫁の実現も重要な

2023年は国民の食を支え発展させる役割を果たす

新春賀詞交歓会を3年ぶりに開催

工業会関係

課題だ。そのためにパートナーシップ構築宣言推進を通

じ、下請け取り引きの適正化にも全力を挙げる。外食産

業は回復の兆しが見え始めていると認識している。厨房

従業者の安全安心・省エネ化・生産性向上などを考慮し

た厨房設備機器の開発および標準化の促進、厨房設備

士資格認定など業務用厨房のプロフェッショナルの育

成、厨房女子会などの業界活性化の活動、厨房の作業

効率化、厨房設備機器の販路開拓などを期待している。

福島復興について、昨年「魅力発見！三陸・常磐もの

ネットワーク」を立ち上げたので、活用・協力・参加をお願

いしたい。今年は干支のうさぎにあやかり、勢い良く成長

し飛躍する年にしたい。工業会ならびに業界の発展と繁

栄、皆さんのご健勝を祈念する」旨、挨拶が述べられた。

　次いで、須永新平・農林水産省 大臣官房 新事業・食

品産業部 外食・食文化課 課長から新年の挨拶と日頃

の協力への謝辞と各種活動による貢献への敬意が述べ

られ、「飲食業は人の動きが大きく影響する、本日のよう

に多人数が集まれるようになったことは感慨深い。飲食

業界などの活況が戻りつつあると承知している。昨年は

個人のビザなし渡航が解禁され、今年5月には広島G7

サミット、2025年は大阪関西万博が開催される。今後訪

日外国人が増え、日本国内の食文化への需要が伸び、

国内の食産業と農林水産業に好況をもたらすと、毎年

言っているが、今年こそはと期待している。今後も原料

高と人手不足で舵取りの難しい経営環境が続くと思う。

今後は不透明だが、こういう時こそ厨房業界の皆さまの

出番だ。今までのような変化に対応して生き伸びられる

方 と々手を携えて、われわれの食文化を次の世代につな

いで行ってほしい。ニーズに対応したバラエティに富んだ

商品開発、生産性向上につながる機器・設備の開発に

よって飲食店の努力を支え押し上げてほしい。企業物価

は上がっているが消費者物価は上がっていない。消費者

の財布をこじ開けるために、皆さまの協力で飲食店の需

要を元に戻すのが何よりだ。昨年の予備費に続き、補正

予算、来年度予算で、機器の導入、原材料の切り替え、

新商品の開発等の対策を織り込んでいる。補助金に頼

るだけでなくいろいろなチャレンジをしてもらいたいので、

気軽にお声がけいただきたい。そして輸入食料・輸入原

材料に過度に依存せず、日本にあるもので効率良く生産

する産業構造が大切だと思う。身近にあるものの付加価

値を引き出して諸外国にアピールしていくことが需要拡

大への近道だ。そういった構造転換を進めていきたい、

皆さんと手を携えていきたいと思っている。工業会の

益々の発展と、皆さまにとって発展の年になることを祈念

する」旨、挨拶が述べられた。

　そして岡田望副会長からは「本日は3年ぶりのビュッ

フェスタイルなので、思う存分情報交換と懇親を行って

いただきたい。皆さまのご活躍と企業さま発展を祈念す

る」旨の挨拶の後、乾杯が行

われ、歓談の時間となった。

　会場内では新年の挨拶と

談笑が繰り返され、活気に満

ちたひとときとなった。

　中締めは齋藤有史副会長

が行い、閉会の挨拶の後、三本締めで散会となった。

谷口一郎会長
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　（一社）日本厨房工業会は2023年1月18日（水）、東

京ドームホテル・地下1階「天空B」で、新春賀詞交歓会

を開催した。会員をはじめ、関係省庁、関連団体、報道

等、218名の参加者を得て開催された交歓会は、司会の

由利事務局局長の進行で16時より開会となった。
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化して、業務用厨房への期待が高まっているが、素材や

エネルギーの高騰、部品不足等の課題が続いている。工

業会は皆さまの発展に寄与するという目的を達成するた

めに活動を行っていく。今日お伝えしたいことは四つあ

る。①2月7日～10日に、東京ビッグサイトで第23回厨房

設備機器展を開催するので、多くの皆さまのご来場をお

待ちする。②スチームコンベクションオーブンのグリス除

去装置との離隔距離について総務省消防庁・東京消防

庁らと協議し、総務省消防庁より通知が行われ、ユー

ザーの安全確保に貢献した。③環境保持への貢献とし

て、カーボンニュートラルの見学会などを実施している。

業務用厨房は食を支え、食文化の発信をする拠点であ

り、人・モノ・エネルギーの流れがすべて集まる重要な場

所である。日々進化する技術と制度を知る、カーボン

ニュートラル促進を支援できる人材を育成し、設計や機

器開発の展開への取り組みを進めていく。④工業会の

ホームページを、業界や工業会の活動を一般に理解さ

れやすいようにリニューアルした。このように、本年も主

要事業を中心に、活動していく。広く会員の声を集め、提

言していきたい。薄く、広くのご協力をお願いしたい。本

年も工業会はさまざまな事業活動を推進し、広く国民の

食を支え発展させる役割を果たすよう取り組んでいく。

皆さまのご支援ご協力を賜りたい、一日も早く疫病が収

まり、皆さまが発展し良い年となるよう祈念する」旨を述

べた。

　続いて、原田富雄・経済産業省製造産業局 生活製品

課 住宅産業室室長から新年の挨拶が述べられ「昨年は

ロシアによるウクライナ軍事侵攻を背景とする国際的原

油・物価高騰や歴史的な円安などの危機に直面した。わ

が国の製造業は半導体をはじめとした部素材の供給途

絶やエネルギー価格高騰に影響を受けていると承知し

ている。そんな中、国内企業の設備投資意欲が高まって

いるのは明るいニュースだ。昨年には国内の成長投資を

拡大していくための官民連携フォーラムが開催され、産

業界からは令和9年には毎年100兆円の設備投資とい

う見通しも示されている。昨年成立した第二次補正予算

で7兆円規模の複数年の戦略的投資支援が盛り込まれ

ており、投資・イノベーション・所得向上の好循環を図る

としている。取り引き適正化や価格転嫁の実現も重要な
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じ、下請け取り引きの適正化にも全力を挙げる。外食産

業は回復の兆しが見え始めていると認識している。厨房

従業者の安全安心・省エネ化・生産性向上などを考慮し

た厨房設備機器の開発および標準化の促進、厨房設備

士資格認定など業務用厨房のプロフェッショナルの育

成、厨房女子会などの業界活性化の活動、厨房の作業

効率化、厨房設備機器の販路開拓などを期待している。

福島復興について、昨年「魅力発見！三陸・常磐もの

ネットワーク」を立ち上げたので、活用・協力・参加をお願

いしたい。今年は干支のうさぎにあやかり、勢い良く成長

し飛躍する年にしたい。工業会ならびに業界の発展と繁

栄、皆さんのご健勝を祈念する」旨、挨拶が述べられた。

　次いで、須永新平・農林水産省 大臣官房 新事業・食

品産業部 外食・食文化課 課長から新年の挨拶と日頃

の協力への謝辞と各種活動による貢献への敬意が述べ

られ、「飲食業は人の動きが大きく影響する、本日のよう

に多人数が集まれるようになったことは感慨深い。飲食

業界などの活況が戻りつつあると承知している。昨年は

個人のビザなし渡航が解禁され、今年5月には広島G7

サミット、2025年は大阪関西万博が開催される。今後訪

日外国人が増え、日本国内の食文化への需要が伸び、

国内の食産業と農林水産業に好況をもたらすと、毎年

言っているが、今年こそはと期待している。今後も原料

高と人手不足で舵取りの難しい経営環境が続くと思う。

今後は不透明だが、こういう時こそ厨房業界の皆さまの

出番だ。今までのような変化に対応して生き伸びられる

方 と々手を携えて、われわれの食文化を次の世代につな

いで行ってほしい。ニーズに対応したバラエティに富んだ

商品開発、生産性向上につながる機器・設備の開発に

よって飲食店の努力を支え押し上げてほしい。企業物価

は上がっているが消費者物価は上がっていない。消費者

の財布をこじ開けるために、皆さまの協力で飲食店の需

要を元に戻すのが何よりだ。昨年の予備費に続き、補正

予算、来年度予算で、機器の導入、原材料の切り替え、

新商品の開発等の対策を織り込んでいる。補助金に頼

るだけでなくいろいろなチャレンジをしてもらいたいので、

気軽にお声がけいただきたい。そして輸入食料・輸入原

材料に過度に依存せず、日本にあるもので効率良く生産

する産業構造が大切だと思う。身近にあるものの付加価

値を引き出して諸外国にアピールしていくことが需要拡

大への近道だ。そういった構造転換を進めていきたい、

皆さんと手を携えていきたいと思っている。工業会の

益々の発展と、皆さまにとって発展の年になることを祈念

する」旨、挨拶が述べられた。

　そして岡田望副会長からは「本日は3年ぶりのビュッ

フェスタイルなので、思う存分情報交換と懇親を行って

いただきたい。皆さまのご活躍と企業さま発展を祈念す

る」旨の挨拶の後、乾杯が行

われ、歓談の時間となった。

　会場内では新年の挨拶と

談笑が繰り返され、活気に満

ちたひとときとなった。

　中締めは齋藤有史副会長

が行い、閉会の挨拶の後、三本締めで散会となった。

経済産業省・原田富雄室長 農林水産省・須永新平課長

岡田望副会長
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業会は皆さまの発展に寄与するという目的を達成するた
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ザーの安全確保に貢献した。③環境保持への貢献とし
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要事業を中心に、活動していく。広く会員の声を集め、提

言していきたい。薄く、広くのご協力をお願いしたい。本

年も工業会はさまざまな事業活動を推進し、広く国民の

食を支え発展させる役割を果たすよう取り組んでいく。

皆さまのご支援ご協力を賜りたい、一日も早く疫病が収

まり、皆さまが発展し良い年となるよう祈念する」旨を述

べた。

　続いて、原田富雄・経済産業省製造産業局 生活製品

課 住宅産業室室長から新年の挨拶が述べられ「昨年は

ロシアによるウクライナ軍事侵攻を背景とする国際的原

油・物価高騰や歴史的な円安などの危機に直面した。わ

が国の製造業は半導体をはじめとした部素材の供給途

絶やエネルギー価格高騰に影響を受けていると承知し

ている。そんな中、国内企業の設備投資意欲が高まって

いるのは明るいニュースだ。昨年には国内の成長投資を

拡大していくための官民連携フォーラムが開催され、産

業界からは令和9年には毎年100兆円の設備投資とい

う見通しも示されている。昨年成立した第二次補正予算

で7兆円規模の複数年の戦略的投資支援が盛り込まれ

ており、投資・イノベーション・所得向上の好循環を図る

としている。取り引き適正化や価格転嫁の実現も重要な

2023年は国民の食を支え発展させる役割を果たす

新春賀詞交歓会を3年ぶりに開催

工業会関係

課題だ。そのためにパートナーシップ構築宣言推進を通

じ、下請け取り引きの適正化にも全力を挙げる。外食産

業は回復の兆しが見え始めていると認識している。厨房

従業者の安全安心・省エネ化・生産性向上などを考慮し

た厨房設備機器の開発および標準化の促進、厨房設備

士資格認定など業務用厨房のプロフェッショナルの育

成、厨房女子会などの業界活性化の活動、厨房の作業

効率化、厨房設備機器の販路開拓などを期待している。

福島復興について、昨年「魅力発見！三陸・常磐もの

ネットワーク」を立ち上げたので、活用・協力・参加をお願

いしたい。今年は干支のうさぎにあやかり、勢い良く成長

し飛躍する年にしたい。工業会ならびに業界の発展と繁

栄、皆さんのご健勝を祈念する」旨、挨拶が述べられた。

　次いで、須永新平・農林水産省 大臣官房 新事業・食

品産業部 外食・食文化課 課長から新年の挨拶と日頃

の協力への謝辞と各種活動による貢献への敬意が述べ

られ、「飲食業は人の動きが大きく影響する、本日のよう

に多人数が集まれるようになったことは感慨深い。飲食

業界などの活況が戻りつつあると承知している。昨年は

個人のビザなし渡航が解禁され、今年5月には広島G7

サミット、2025年は大阪関西万博が開催される。今後訪

日外国人が増え、日本国内の食文化への需要が伸び、

国内の食産業と農林水産業に好況をもたらすと、毎年

言っているが、今年こそはと期待している。今後も原料

高と人手不足で舵取りの難しい経営環境が続くと思う。

今後は不透明だが、こういう時こそ厨房業界の皆さまの

出番だ。今までのような変化に対応して生き伸びられる

方 と々手を携えて、われわれの食文化を次の世代につな

いで行ってほしい。ニーズに対応したバラエティに富んだ

商品開発、生産性向上につながる機器・設備の開発に

よって飲食店の努力を支え押し上げてほしい。企業物価

は上がっているが消費者物価は上がっていない。消費者

の財布をこじ開けるために、皆さまの協力で飲食店の需

要を元に戻すのが何よりだ。昨年の予備費に続き、補正

予算、来年度予算で、機器の導入、原材料の切り替え、

新商品の開発等の対策を織り込んでいる。補助金に頼

るだけでなくいろいろなチャレンジをしてもらいたいので、

気軽にお声がけいただきたい。そして輸入食料・輸入原

材料に過度に依存せず、日本にあるもので効率良く生産

する産業構造が大切だと思う。身近にあるものの付加価

値を引き出して諸外国にアピールしていくことが需要拡

大への近道だ。そういった構造転換を進めていきたい、

皆さんと手を携えていきたいと思っている。工業会の

益々の発展と、皆さまにとって発展の年になることを祈念

する」旨、挨拶が述べられた。

　そして岡田望副会長からは「本日は3年ぶりのビュッ

フェスタイルなので、思う存分情報交換と懇親を行って

いただきたい。皆さまのご活躍と企業さま発展を祈念す

る」旨の挨拶の後、乾杯が行

われ、歓談の時間となった。

　会場内では新年の挨拶と

談笑が繰り返され、活気に満

ちたひとときとなった。

　中締めは齋藤有史副会長

が行い、閉会の挨拶の後、三本締めで散会となった。

谷口一郎会長
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　（一社）日本厨房工業会は2023年1月18日（水）、東

京ドームホテル・地下1階「天空B」で、新春賀詞交歓会

を開催した。会員をはじめ、関係省庁、関連団体、報道

等、218名の参加者を得て開催された交歓会は、司会の

由利事務局局長の進行で16時より開会となった。

　まず挨拶に立った谷口一郎会長は新年の挨拶と懇親

会参加者へのお礼を述べた後、「この3年で、業務用厨

房の売上高は新型コロナ前のピークの85％となったが、

外食・宿泊業界は回復してきた。一方で人手不足が顕在

化して、業務用厨房への期待が高まっているが、素材や

エネルギーの高騰、部品不足等の課題が続いている。工

業会は皆さまの発展に寄与するという目的を達成するた

めに活動を行っていく。今日お伝えしたいことは四つあ

る。①2月7日～10日に、東京ビッグサイトで第23回厨房

設備機器展を開催するので、多くの皆さまのご来場をお

待ちする。②スチームコンベクションオーブンのグリス除

去装置との離隔距離について総務省消防庁・東京消防

庁らと協議し、総務省消防庁より通知が行われ、ユー

ザーの安全確保に貢献した。③環境保持への貢献とし

て、カーボンニュートラルの見学会などを実施している。

業務用厨房は食を支え、食文化の発信をする拠点であ

り、人・モノ・エネルギーの流れがすべて集まる重要な場

所である。日々進化する技術と制度を知る、カーボン

ニュートラル促進を支援できる人材を育成し、設計や機

器開発の展開への取り組みを進めていく。④工業会の

ホームページを、業界や工業会の活動を一般に理解さ

れやすいようにリニューアルした。このように、本年も主

要事業を中心に、活動していく。広く会員の声を集め、提

言していきたい。薄く、広くのご協力をお願いしたい。本

年も工業会はさまざまな事業活動を推進し、広く国民の

食を支え発展させる役割を果たすよう取り組んでいく。

皆さまのご支援ご協力を賜りたい、一日も早く疫病が収

まり、皆さまが発展し良い年となるよう祈念する」旨を述

べた。

　続いて、原田富雄・経済産業省製造産業局 生活製品

課 住宅産業室室長から新年の挨拶が述べられ「昨年は

ロシアによるウクライナ軍事侵攻を背景とする国際的原

油・物価高騰や歴史的な円安などの危機に直面した。わ

が国の製造業は半導体をはじめとした部素材の供給途

絶やエネルギー価格高騰に影響を受けていると承知し

ている。そんな中、国内企業の設備投資意欲が高まって

いるのは明るいニュースだ。昨年には国内の成長投資を

拡大していくための官民連携フォーラムが開催され、産

業界からは令和9年には毎年100兆円の設備投資とい

う見通しも示されている。昨年成立した第二次補正予算

で7兆円規模の複数年の戦略的投資支援が盛り込まれ

ており、投資・イノベーション・所得向上の好循環を図る

としている。取り引き適正化や価格転嫁の実現も重要な

課題だ。そのためにパートナーシップ構築宣言推進を通

じ、下請け取り引きの適正化にも全力を挙げる。外食産

業は回復の兆しが見え始めていると認識している。厨房

従業者の安全安心・省エネ化・生産性向上などを考慮し

た厨房設備機器の開発および標準化の促進、厨房設備

士資格認定など業務用厨房のプロフェッショナルの育

成、厨房女子会などの業界活性化の活動、厨房の作業

効率化、厨房設備機器の販路開拓などを期待している。

福島復興について、昨年「魅力発見！三陸・常磐もの

ネットワーク」を立ち上げたので、活用・協力・参加をお願

いしたい。今年は干支のうさぎにあやかり、勢い良く成長

し飛躍する年にしたい。工業会ならびに業界の発展と繁

栄、皆さんのご健勝を祈念する」旨、挨拶が述べられた。

　次いで、須永新平・農林水産省 大臣官房 新事業・食

品産業部 外食・食文化課 課長から新年の挨拶と日頃

の協力への謝辞と各種活動による貢献への敬意が述べ

られ、「飲食業は人の動きが大きく影響する、本日のよう

に多人数が集まれるようになったことは感慨深い。飲食

業界などの活況が戻りつつあると承知している。昨年は

個人のビザなし渡航が解禁され、今年5月には広島G7

サミット、2025年は大阪関西万博が開催される。今後訪

日外国人が増え、日本国内の食文化への需要が伸び、

国内の食産業と農林水産業に好況をもたらすと、毎年

言っているが、今年こそはと期待している。今後も原料

高と人手不足で舵取りの難しい経営環境が続くと思う。

今後は不透明だが、こういう時こそ厨房業界の皆さまの

出番だ。今までのような変化に対応して生き伸びられる

方 と々手を携えて、われわれの食文化を次の世代につな

いで行ってほしい。ニーズに対応したバラエティに富んだ

商品開発、生産性向上につながる機器・設備の開発に

よって飲食店の努力を支え押し上げてほしい。企業物価

は上がっているが消費者物価は上がっていない。消費者

の財布をこじ開けるために、皆さまの協力で飲食店の需

要を元に戻すのが何よりだ。昨年の予備費に続き、補正

予算、来年度予算で、機器の導入、原材料の切り替え、

新商品の開発等の対策を織り込んでいる。補助金に頼

るだけでなくいろいろなチャレンジをしてもらいたいので、

気軽にお声がけいただきたい。そして輸入食料・輸入原

材料に過度に依存せず、日本にあるもので効率良く生産

する産業構造が大切だと思う。身近にあるものの付加価

値を引き出して諸外国にアピールしていくことが需要拡

大への近道だ。そういった構造転換を進めていきたい、

皆さんと手を携えていきたいと思っている。工業会の

益々の発展と、皆さまにとって発展の年になることを祈念

する」旨、挨拶が述べられた。

　そして岡田望副会長からは「本日は3年ぶりのビュッ

フェスタイルなので、思う存分情報交換と懇親を行って

いただきたい。皆さまのご活躍と企業さま発展を祈念す

る」旨の挨拶の後、乾杯が行

われ、歓談の時間となった。

　会場内では新年の挨拶と

談笑が繰り返され、活気に満

ちたひとときとなった。

　中締めは齋藤有史副会長

が行い、閉会の挨拶の後、三本締めで散会となった。

今年日本厨房工業会賀詞交歓会来賓のご挨拶をされた農林水産省外食・食文化課長須永新平氏
のセミナーです。令和５年の我国の外食産業界の光明のお話を是非にご参加ください。

「2020年以降の食品産業をめぐる事情」

サスティナブルフードによるフランス料理フルコース

日　時

ホテルメトロポリタンエドモントご賞味会  限定30名様

2023年2月22日(水) 14:30～18:30（予定）
会　場 ホテルメトロポリタンエドモント

〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号　

会　費 協会会員 12,000円 ／非会員 15,000円
セミナー参加費・フルコース・飲み放題付き

詳細・お申し込みは
協会HPをご覧下さい

新調理システム推進協会

令和５年の外食産業界の食品インフレ、食糧危機にそなえて
ビジネスセミナー＆情報交換会 新調理システム推進協会　主催

工業会関係

齋藤有史副会長

関連団体情報

セミナー

持続可能な社会に向けた取り組みの重要性が、世界的にますます高まっている今日。「食」の分野では「食
品ロス」削減の取り組みをはじめ、自然環境や社会にできる限り負荷をかけずに生産される「サステナブル
フード」が注目されています。この度のご賞味会では、本格的なフランス料理をお召し上がりいただきなが
ら、食のサステナビリティを身近に感じていただける特別コースにて開催いたします。

ご賞味会

農林水産省 外食・食文化課長｠
須永 新平氏 「日本の食料安全保障を考える」

資源・食糧問題研究所 代表｠
柴田 明夫氏

詳細・お申し込みは
協会HPをご覧下さい
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　（一社）日本厨房工業会は、国内最大規模の業務用
厨房機器・フードサービス設備機器展示会「第23回厨
房設備機器展」を、東京ビッグサイトにて、2月7日（火）～
10日（金）の日程で開催する。
　この展示会は「第51回国際ホテル・レストラン・
ショー」、「第44回フード・ケータリングショー」と三展を
合同開催するもので、HCJ 2023と総称され、ホテル・
レストラン・給食業界をはじめとした、各業界の有力バ
イヤーや専門家約2万8千名強（HCJ2022）が集うア
ジア最大規模の展示会として広く知られている。
　「第23回厨房設備機器展」のテーマは、「新しい日常
を支える ニッポン厨房最前線」である。製品や資料・デ
モンストレーションをご用意した各会員企業のブースの
他、工業会ブースも設置される。
　また、本年度についても、工業会主催のセミナーを開

催する。

●日本厨房工業会主催セミナー
◆講義内容：各企業より講師をお招きして講演を行い
ます。全来場者を対象とした無料のセミナーですので、
是非お申し込みください。
◆開催日：2023年2月7日（火）～10日（金）
◆場所：東1ホール特設会場
◆受講料：無料
◆定員：200名
◆申込方法：事前登録制（定員になり次第締め切りま
す）。HCJ三展合同事務局ホームページ（https://
jma-hcj.com/）よりお申し込みください。
◆申込締め切り：2023年2月3日（金）正午まで※定
員に余裕がある場合は、当日受付も致します。

●催事内容・来場方法、イベント等についてのお問
い合わせ窓口
HCJ三展合同事務局
(一社)日本能率協会　来場者ヘルプデスク
9:30～18:00（土日・祝日を除く）
TEL：03-6809-2707
https://jma-hcj.com/
※最初に展示会名をお伝えください。

外食・給食・中食・宿泊産業に
特化した専門展示会

2023年2月7日（火）～10日（金）
10：00～17：00（最終日は16：30）
東京ビッグサイト　東1～8ホール

第23回厨房設備機器展

第22回厨房設備機器展の様子

※第23回厨房設備機器展（HCJ2023）への参加は事前登録が必須です。招待状をお持ちいただくだけでは入場できませんので
ご注意ください。　https://jma-hcj.com/

工業会関係

　（一社）日本厨房工業会は2023年1月18日（水）、東

京ドームホテル・地下1階「天空B」で、新春賀詞交歓会

を開催した。会員をはじめ、関係省庁、関連団体、報道

等、218名の参加者を得て開催された交歓会は、司会の

由利事務局局長の進行で16時より開会となった。

　まず挨拶に立った谷口一郎会長は新年の挨拶と懇親

会参加者へのお礼を述べた後、「この3年で、業務用厨

房の売上高は新型コロナ前のピークの85％となったが、

外食・宿泊業界は回復してきた。一方で人手不足が顕在

化して、業務用厨房への期待が高まっているが、素材や

エネルギーの高騰、部品不足等の課題が続いている。工

業会は皆さまの発展に寄与するという目的を達成するた

めに活動を行っていく。今日お伝えしたいことは四つあ

る。①2月7日～10日に、東京ビッグサイトで第23回厨房

設備機器展を開催するので、多くの皆さまのご来場をお

待ちする。②スチームコンベクションオーブンのグリス除

去装置との離隔距離について総務省消防庁・東京消防

庁らと協議し、総務省消防庁より通知が行われ、ユー

ザーの安全確保に貢献した。③環境保持への貢献とし

て、カーボンニュートラルの見学会などを実施している。

業務用厨房は食を支え、食文化の発信をする拠点であ

り、人・モノ・エネルギーの流れがすべて集まる重要な場

所である。日々進化する技術と制度を知る、カーボン

ニュートラル促進を支援できる人材を育成し、設計や機

器開発の展開への取り組みを進めていく。④工業会の

ホームページを、業界や工業会の活動を一般に理解さ

れやすいようにリニューアルした。このように、本年も主

要事業を中心に、活動していく。広く会員の声を集め、提

言していきたい。薄く、広くのご協力をお願いしたい。本

年も工業会はさまざまな事業活動を推進し、広く国民の

食を支え発展させる役割を果たすよう取り組んでいく。

皆さまのご支援ご協力を賜りたい、一日も早く疫病が収

まり、皆さまが発展し良い年となるよう祈念する」旨を述

べた。

　続いて、原田富雄・経済産業省製造産業局 生活製品

課 住宅産業室室長から新年の挨拶が述べられ「昨年は

ロシアによるウクライナ軍事侵攻を背景とする国際的原

油・物価高騰や歴史的な円安などの危機に直面した。わ

が国の製造業は半導体をはじめとした部素材の供給途

絶やエネルギー価格高騰に影響を受けていると承知し

ている。そんな中、国内企業の設備投資意欲が高まって

いるのは明るいニュースだ。昨年には国内の成長投資を

拡大していくための官民連携フォーラムが開催され、産

業界からは令和9年には毎年100兆円の設備投資とい

う見通しも示されている。昨年成立した第二次補正予算

で7兆円規模の複数年の戦略的投資支援が盛り込まれ

ており、投資・イノベーション・所得向上の好循環を図る

としている。取り引き適正化や価格転嫁の実現も重要な

課題だ。そのためにパートナーシップ構築宣言推進を通

じ、下請け取り引きの適正化にも全力を挙げる。外食産

業は回復の兆しが見え始めていると認識している。厨房

従業者の安全安心・省エネ化・生産性向上などを考慮し

た厨房設備機器の開発および標準化の促進、厨房設備

士資格認定など業務用厨房のプロフェッショナルの育

成、厨房女子会などの業界活性化の活動、厨房の作業

効率化、厨房設備機器の販路開拓などを期待している。

福島復興について、昨年「魅力発見！三陸・常磐もの

ネットワーク」を立ち上げたので、活用・協力・参加をお願

いしたい。今年は干支のうさぎにあやかり、勢い良く成長

し飛躍する年にしたい。工業会ならびに業界の発展と繁

栄、皆さんのご健勝を祈念する」旨、挨拶が述べられた。

　次いで、須永新平・農林水産省 大臣官房 新事業・食

品産業部 外食・食文化課 課長から新年の挨拶と日頃

の協力への謝辞と各種活動による貢献への敬意が述べ

られ、「飲食業は人の動きが大きく影響する、本日のよう

に多人数が集まれるようになったことは感慨深い。飲食

業界などの活況が戻りつつあると承知している。昨年は

個人のビザなし渡航が解禁され、今年5月には広島G7

サミット、2025年は大阪関西万博が開催される。今後訪

日外国人が増え、日本国内の食文化への需要が伸び、

国内の食産業と農林水産業に好況をもたらすと、毎年

言っているが、今年こそはと期待している。今後も原料

高と人手不足で舵取りの難しい経営環境が続くと思う。

今後は不透明だが、こういう時こそ厨房業界の皆さまの

出番だ。今までのような変化に対応して生き伸びられる

方 と々手を携えて、われわれの食文化を次の世代につな

いで行ってほしい。ニーズに対応したバラエティに富んだ

商品開発、生産性向上につながる機器・設備の開発に

よって飲食店の努力を支え押し上げてほしい。企業物価

は上がっているが消費者物価は上がっていない。消費者

の財布をこじ開けるために、皆さまの協力で飲食店の需

要を元に戻すのが何よりだ。昨年の予備費に続き、補正

予算、来年度予算で、機器の導入、原材料の切り替え、

新商品の開発等の対策を織り込んでいる。補助金に頼

るだけでなくいろいろなチャレンジをしてもらいたいので、

気軽にお声がけいただきたい。そして輸入食料・輸入原

材料に過度に依存せず、日本にあるもので効率良く生産

する産業構造が大切だと思う。身近にあるものの付加価

値を引き出して諸外国にアピールしていくことが需要拡

大への近道だ。そういった構造転換を進めていきたい、

皆さんと手を携えていきたいと思っている。工業会の

益々の発展と、皆さまにとって発展の年になることを祈念

する」旨、挨拶が述べられた。

　そして岡田望副会長からは「本日は3年ぶりのビュッ

フェスタイルなので、思う存分情報交換と懇親を行って

いただきたい。皆さまのご活躍と企業さま発展を祈念す

る」旨の挨拶の後、乾杯が行

われ、歓談の時間となった。

　会場内では新年の挨拶と

談笑が繰り返され、活気に満

ちたひとときとなった。

　中締めは齋藤有史副会長

が行い、閉会の挨拶の後、三本締めで散会となった。

今年日本厨房工業会賀詞交歓会来賓のご挨拶をされた農林水産省外食・食文化課長須永新平氏
のセミナーです。令和５年の我国の外食産業界の光明のお話を是非にご参加ください。

「2020年以降の食品産業をめぐる事情」

サスティナブルフードによるフランス料理フルコース

日　時

ホテルメトロポリタンエドモントご賞味会  限定30名様

2023年2月22日(水) 14:30～18:30（予定）
会　場 ホテルメトロポリタンエドモント

〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号　

会　費 協会会員 12,000円 ／非会員 15,000円
セミナー参加費・フルコース・飲み放題付き

詳細・お申し込みは
協会HPをご覧下さい

新調理システム推進協会

令和５年の外食産業界の食品インフレ、食糧危機にそなえて
ビジネスセミナー＆情報交換会 新調理システム推進協会　主催

工業会関係

齋藤有史副会長

関連団体情報

セミナー

持続可能な社会に向けた取り組みの重要性が、世界的にますます高まっている今日。「食」の分野では「食
品ロス」削減の取り組みをはじめ、自然環境や社会にできる限り負荷をかけずに生産される「サステナブル
フード」が注目されています。この度のご賞味会では、本格的なフランス料理をお召し上がりいただきなが
ら、食のサステナビリティを身近に感じていただける特別コースにて開催いたします。

ご賞味会

農林水産省 外食・食文化課長｠
須永 新平氏 「日本の食料安全保障を考える」

資源・食糧問題研究所 代表｠
柴田 明夫氏
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■2月8日（水）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：㈱フジマック
講演者：営業本部　市場開発部　プロダクトマネジ
メント部　部長　青木　仁
概要：厨房業界、つまり飲食業界・ホテルレストラン
業界・病院介護施設等は、昨今の社会情勢より人手不
足が深刻化している業界の一つであり、今後益々の省
人化・省力化が課題となってきております。当社が提供
するロボット・IOTを使ったソリューションで、厨房のみ
ならず、フードサービスをトータルでサポートしている事
例をご紹介します。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：タニコー㈱
講演者：官需部　係長　森下　由美子
演題：実は間違っている！？日常のちょっとしたその作
業 ～正しい衛生管理３つのポイント～
概要：「手袋をしたままの会計」「店先に仕入れ食材を
置きっぱなし」など、そのちょっとした作業が衛生管理の
観点から考えるとNGかもしれません！
セミナーでは、日々の作業に潜む危険性を、実例を踏ま
えてわかりやすく解説。制度化されたHACCPへの取り
組み方も含め、衛生管理の「これでいいのかな？」を解決
いたします。

■2月9日（木）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：フクシマガリレイ㈱
講演者：エンジニアリング事業部　東日本営業課　
主任　山森　悠示、東京営業六部　営業二課　主査
　重藤　桜子
演題：高品質を生む「凍結・保管・解凍」～食品、用
途に合った最適な方法～
概要：冷凍食品は、現在あらゆる分野で高い注目を集め
ていますが、その凍結方法や保存、解凍方法により製品
の品質に大きな違いが生まれます。今回はいくつか食品
の例をあげながら、その特徴についてご紹介させて頂きま
す。外食や中食、大規模の食品工場まで、ユーザーの皆
様のお役に立てる情報発信の場になれば幸いです。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：㈱コメットカトウ
講演者：ソリューション営業課　主任　野中　彩菜
演題：業務用厨房機器を活用したアレルギー対応食
概要：入社後、150以上のアレルギー対応レシピを開
発した、管理栄養士・クッキングアドバイザーが、業務
用厨房機器、主にスチコンを活用したアレルギー対応食
の調理法や小麦・乳・卵の代替えレシピを作成する際
の考え方やコツをお伝えします。

■2月10日（金）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：東京ガス㈱
講演者：都市エネルギー営業部　ビジネスカスタ
マー営業部　課長　荻原　靖、都市エネルギー営業
部　厨房相談室　室長　加瀬　富美二
演題：脱炭素社会の実現に向けた取り組みと、業務
用厨房で今できること
概要：東京ガスからは、全世界的に大きな課題となって
いる脱炭素について講演いたします。まず前編では脱炭
素についてカーボンニュートラル（CN）という考え方の
内容をそして、主にガス業界で取り組んでいるCNにつ
いてご案内いたします。後編では、実際の厨房実務にお
いてまずできる手法についてご説明いたします。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：㈱CSｓT、㈱ノムラアークス、㈱ハイサー
ブウエノ
講演者：㈱CSｓT 執行役員　藤田　宗彦、㈱ノムラ
アークス　営業推進1部部長　植田　素希、㈱ハイ
サーブウエノ　代表取締役　小越　元晴
演題：店舗から３Ｋをなくす！
概要：「食堂業の産業化」を進めるためには、店舗の３
K作業、「汚い」「危険」「きつい・臭い」をなくす必要が
ある。従業員が最も嫌がる「グリストラップ清掃」を楽に
することに成功。厨房と客席の段差をなくすことにより、
従業員は働きやすくなり、配膳ロボットにも対応した店舗
設計も可能に。チェーン店の導入実例をお伝えします。

③13:20 ～ 14:00
講演企業：㈱マルゼン
講演者：研究開発センター　部長　石川　智行
演題：更なる効率化を追求したIH調理機器、及びIH
加熱の応用を御紹介！
概要：昨今の社会情勢下、更にもまして調理機器に対
する一層の効率化が求められている。弊社では早くに
IH加熱原理の技術取得を図ったことで、調理メニュー
や加熱体に応じたIH機器開発を活発化している。当セ
ミナーでは、IH加熱を応用したトレンドな調理機器等も
紹介し、皆様にとっての効率化の一助となることを願い
たい。

④14:30 ～ 15:10
講演企業：服部工業㈱
講演者：営業部　エリア長　山元　薫、厨房主任　
近藤 真紀
演題： 作業効率を上げる最新機器の購入→使いこな
せない現実
概要：コロナショック・人手不足・カーボンニュートラ
ルと時代の変化に伴い、補助金を利用して自動化の設備
投資された企業が増えました。しかし、導入後本当に高価
な機器の性能を使いこなせているでしょうか。弊社クック
チルセンターの失敗事例を参考に今後の運営に我々を
ご活用ください。

　（一社）日本厨房工業会は、国内最大規模の業務用
厨房機器・フードサービス設備機器展示会「第23回厨
房設備機器展」を、東京ビッグサイトにて、2月7日（火）～
10日（金）の日程で開催する。
　この展示会は「第51回国際ホテル・レストラン・
ショー」、「第44回フード・ケータリングショー」と三展を
合同開催するもので、HCJ 2023と総称され、ホテル・
レストラン・給食業界をはじめとした、各業界の有力バ
イヤーや専門家約2万8千名強（HCJ2022）が集うア
ジア最大規模の展示会として広く知られている。
　「第23回厨房設備機器展」のテーマは、「新しい日常
を支える ニッポン厨房最前線」である。製品や資料・デ
モンストレーションをご用意した各会員企業のブースの
他、工業会ブースも設置される。
　また、本年度についても、工業会主催のセミナーを開

催する。

●日本厨房工業会主催セミナー
◆講義内容：各企業より講師をお招きして講演を行い
ます。全来場者を対象とした無料のセミナーですので、
是非お申し込みください。
◆開催日：2023年2月7日（火）～10日（金）
◆場所：東1ホール特設会場
◆受講料：無料
◆定員：200名
◆申込方法：事前登録制（定員になり次第締め切りま
す）。HCJ三展合同事務局ホームページ（https://
jma-hcj.com/）よりお申し込みください。
◆申込締め切り：2023年2月3日（金）正午まで※定
員に余裕がある場合は、当日受付も致します。

●催事内容・来場方法、イベント等についてのお問
い合わせ窓口
HCJ三展合同事務局
(一社)日本能率協会　来場者ヘルプデスク
9:30～18:00（土日・祝日を除く）
TEL：03-6809-2707
https://jma-hcj.com/
※最初に展示会名をお伝えください。

第23回厨房設備機器展開催に当たって
 展示会実行委員会

 委員長　古口 博之
　2022年は、新型コロナが猛威を振るい続け、年末の第八波では世界有数の感染者・死者数となりましたが、行動
制限などが行われなかったことで、飲食店はゆるやかに回復した年となりました。
　とはいえ、従来からの人手不足に加え、円安やウクライナ事変などによる、ガソリンや食品価格の高騰は留まると
ころを知らず、今後はインボイス制度や増税など、業界のみならずわれわれの生活を脅かす課題が続きます。
　新型コロナウイルスにより亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表すとともに、御遺族の方には衷心よりお悔やみ
申し上げます。また医療・介護関係者の皆様のご尽力に対し心より感謝申し上げます。
　2023年の第23回厨房設備機器展では、そういった現状課題に対応し、SDGs、HACCP、IoT、省力化やロボッ
トといった人手不足対策など、外食・中食業界の再生につながる、会員企業の新製品やサービスなどが数多く展示
される予定です。
　また、日本厨房工業会主催セミナーでは、会員企業10社が講演をさせていただく予定です。　魅力的な製品・
サービスに満ちた各出展企業のブースと共に、厨房業界の最新動向を本展示会でご覧いただければと存じます。
皆さまには是非ご来場いただきますよう、お願い申し上げます。

■2月7日（火）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：ニチワ電機㈱
講演者：営業本部　コンサルティング部　専務取締
役　西　耕平
演題：激変する外食産業界、これから求められる厨房
概要：2008年度の調理師免許交付数は42,000名、
2020年は28,000名に激減した。この深刻な調理師不
足に世界的なコストプッシュ型インフレがもたらす食材や
建築資材はじめエネルギーコストの高騰は、厨房におい
ても未だかつて経験のない厳しい時代を迎えました。こ
の度のセミナーでは「これから求められる厨房」と題し、
SDGsへの転換含め生き残りに導く厨房システムをご
提案します。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：（一社）日本エレクトロヒートセンター
講演者：電化厨房委員会　インターネット オブ キッ
チン プラットフォーム運営WG委員　村田　昇、吉岡
克己、北川　貴博
演題：誰でも簡単導入！インターネット オブ キッチ
ン プラットフォーム活用ガイド
概要：HACCP制度化に対応した業務用厨房機器デー
タのオープンデータベース「インターネット オブ キッチン
プラットフォーム」の導入により、複数厨房機器メーカーが
混在する厨房施設の一元管理が可能となり、記録業務の
負担軽減、施設運営の効率化などが期待されます。　講
演では、本システムの概論から新規参入のための具体
的な開発のポイントまで解り易く解説します。

第23回厨房設備機器展　（一社）日本厨房工業会主催セミナースケジュール

　HCJ2023は、日本展示会協会「展示会業界におけ
るCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」および国
際見本市連盟（UFI：The Global Association of 
the Exhibition industry）「国際見本市連盟の指
針」、および展示会場が定める「展示会における新型
コロナウイルス感染防止のための対応指針」に基づ
き、ご参加される皆様の安全を確保するため、感染対
策に関する取り組みを定め、運用してまいります。展示
会は所管官庁、自治体、展示会場など、関係各所と緊
密な連携を取りながら開催して参ります。　

工業会関係
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■2月8日（水）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：㈱フジマック
講演者：営業本部　市場開発部　プロダクトマネジ
メント部　部長　青木　仁
概要：厨房業界、つまり飲食業界・ホテルレストラン
業界・病院介護施設等は、昨今の社会情勢より人手不
足が深刻化している業界の一つであり、今後益々の省
人化・省力化が課題となってきております。当社が提供
するロボット・IOTを使ったソリューションで、厨房のみ
ならず、フードサービスをトータルでサポートしている事
例をご紹介します。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：タニコー㈱
講演者：官需部　係長　森下　由美子
演題：実は間違っている！？日常のちょっとしたその作
業 ～正しい衛生管理３つのポイント～
概要：「手袋をしたままの会計」「店先に仕入れ食材を
置きっぱなし」など、そのちょっとした作業が衛生管理の
観点から考えるとNGかもしれません！
セミナーでは、日々の作業に潜む危険性を、実例を踏ま
えてわかりやすく解説。制度化されたHACCPへの取り
組み方も含め、衛生管理の「これでいいのかな？」を解決
いたします。

■2月9日（木）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：フクシマガリレイ㈱
講演者：エンジニアリング事業部　東日本営業課　
主任　山森　悠示、東京営業六部　営業二課　主査
　重藤　桜子
演題：高品質を生む「凍結・保管・解凍」～食品、用
途に合った最適な方法～
概要：冷凍食品は、現在あらゆる分野で高い注目を集め
ていますが、その凍結方法や保存、解凍方法により製品
の品質に大きな違いが生まれます。今回はいくつか食品
の例をあげながら、その特徴についてご紹介させて頂きま
す。外食や中食、大規模の食品工場まで、ユーザーの皆
様のお役に立てる情報発信の場になれば幸いです。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：㈱コメットカトウ
講演者：ソリューション営業課　主任　野中　彩菜
演題：業務用厨房機器を活用したアレルギー対応食
概要：入社後、150以上のアレルギー対応レシピを開
発した、管理栄養士・クッキングアドバイザーが、業務
用厨房機器、主にスチコンを活用したアレルギー対応食
の調理法や小麦・乳・卵の代替えレシピを作成する際
の考え方やコツをお伝えします。

■2月10日（金）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：東京ガス㈱
講演者：都市エネルギー営業部　ビジネスカスタ
マー営業部　課長　荻原　靖、都市エネルギー営業
部　厨房相談室　室長　加瀬　富美二
演題：脱炭素社会の実現に向けた取り組みと、業務
用厨房で今できること
概要：東京ガスからは、全世界的に大きな課題となって
いる脱炭素について講演いたします。まず前編では脱炭
素についてカーボンニュートラル（CN）という考え方の
内容をそして、主にガス業界で取り組んでいるCNにつ
いてご案内いたします。後編では、実際の厨房実務にお
いてまずできる手法についてご説明いたします。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：㈱CSｓT、㈱ノムラアークス、㈱ハイサー
ブウエノ
講演者：㈱CSｓT 執行役員　藤田　宗彦、㈱ノムラ
アークス　営業推進1部部長　植田　素希、㈱ハイ
サーブウエノ　代表取締役　小越　元晴
演題：店舗から３Ｋをなくす！
概要：「食堂業の産業化」を進めるためには、店舗の３
K作業、「汚い」「危険」「きつい・臭い」をなくす必要が
ある。従業員が最も嫌がる「グリストラップ清掃」を楽に
することに成功。厨房と客席の段差をなくすことにより、
従業員は働きやすくなり、配膳ロボットにも対応した店舗
設計も可能に。チェーン店の導入実例をお伝えします。

③13:20 ～ 14:00
講演企業：㈱マルゼン
講演者：研究開発センター　部長　石川　智行
演題：更なる効率化を追求したIH調理機器、及びIH
加熱の応用を御紹介！
概要：昨今の社会情勢下、更にもまして調理機器に対
する一層の効率化が求められている。弊社では早くに
IH加熱原理の技術取得を図ったことで、調理メニュー
や加熱体に応じたIH機器開発を活発化している。当セ
ミナーでは、IH加熱を応用したトレンドな調理機器等も
紹介し、皆様にとっての効率化の一助となることを願い
たい。

④14:30 ～ 15:10
講演企業：服部工業㈱
講演者：営業部　エリア長　山元　薫、厨房主任　
近藤 真紀
演題： 作業効率を上げる最新機器の購入→使いこな
せない現実
概要：コロナショック・人手不足・カーボンニュートラ
ルと時代の変化に伴い、補助金を利用して自動化の設備
投資された企業が増えました。しかし、導入後本当に高価
な機器の性能を使いこなせているでしょうか。弊社クック
チルセンターの失敗事例を参考に今後の運営に我々を
ご活用ください。

■2月7日（火）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：ニチワ電機㈱
講演者：営業本部　コンサルティング部　専務取締
役　西　耕平
演題：激変する外食産業界、これから求められる厨房
概要：2008年度の調理師免許交付数は42,000名、
2020年は28,000名に激減した。この深刻な調理師不
足に世界的なコストプッシュ型インフレがもたらす食材や
建築資材はじめエネルギーコストの高騰は、厨房におい
ても未だかつて経験のない厳しい時代を迎えました。こ
の度のセミナーでは「これから求められる厨房」と題し、
SDGsへの転換含め生き残りに導く厨房システムをご
提案します。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：（一社）日本エレクトロヒートセンター
講演者：電化厨房委員会　インターネット オブ キッ
チン プラットフォーム運営WG委員　村田　昇、吉岡
克己、北川　貴博
演題：誰でも簡単導入！インターネット オブ キッチ
ン プラットフォーム活用ガイド
概要：HACCP制度化に対応した業務用厨房機器デー
タのオープンデータベース「インターネット オブ キッチン
プラットフォーム」の導入により、複数厨房機器メーカーが
混在する厨房施設の一元管理が可能となり、記録業務の
負担軽減、施設運営の効率化などが期待されます。　講
演では、本システムの概論から新規参入のための具体
的な開発のポイントまで解り易く解説します。
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■2月8日（水）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：㈱フジマック
講演者：営業本部　市場開発部　プロダクトマネジ
メント部　部長　青木　仁
概要：厨房業界、つまり飲食業界・ホテルレストラン
業界・病院介護施設等は、昨今の社会情勢より人手不
足が深刻化している業界の一つであり、今後益々の省
人化・省力化が課題となってきております。当社が提供
するロボット・IOTを使ったソリューションで、厨房のみ
ならず、フードサービスをトータルでサポートしている事
例をご紹介します。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：タニコー㈱
講演者：官需部　係長　森下　由美子
演題：実は間違っている！？日常のちょっとしたその作
業 ～正しい衛生管理３つのポイント～
概要：「手袋をしたままの会計」「店先に仕入れ食材を
置きっぱなし」など、そのちょっとした作業が衛生管理の
観点から考えるとNGかもしれません！
セミナーでは、日々の作業に潜む危険性を、実例を踏ま
えてわかりやすく解説。制度化されたHACCPへの取り
組み方も含め、衛生管理の「これでいいのかな？」を解決
いたします。

■2月9日（木）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：フクシマガリレイ㈱
講演者：エンジニアリング事業部　東日本営業課　
主任　山森　悠示、東京営業六部　営業二課　主査
　重藤　桜子
演題：高品質を生む「凍結・保管・解凍」～食品、用
途に合った最適な方法～
概要：冷凍食品は、現在あらゆる分野で高い注目を集め
ていますが、その凍結方法や保存、解凍方法により製品
の品質に大きな違いが生まれます。今回はいくつか食品
の例をあげながら、その特徴についてご紹介させて頂きま
す。外食や中食、大規模の食品工場まで、ユーザーの皆
様のお役に立てる情報発信の場になれば幸いです。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：㈱コメットカトウ
講演者：ソリューション営業課　主任　野中　彩菜
演題：業務用厨房機器を活用したアレルギー対応食
概要：入社後、150以上のアレルギー対応レシピを開
発した、管理栄養士・クッキングアドバイザーが、業務
用厨房機器、主にスチコンを活用したアレルギー対応食
の調理法や小麦・乳・卵の代替えレシピを作成する際
の考え方やコツをお伝えします。

■2月10日（金）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：東京ガス㈱
講演者：都市エネルギー営業部　ビジネスカスタ
マー営業部　課長　荻原　靖、都市エネルギー営業
部　厨房相談室　室長　加瀬　富美二
演題：脱炭素社会の実現に向けた取り組みと、業務
用厨房で今できること
概要：東京ガスからは、全世界的に大きな課題となって
いる脱炭素について講演いたします。まず前編では脱炭
素についてカーボンニュートラル（CN）という考え方の
内容をそして、主にガス業界で取り組んでいるCNにつ
いてご案内いたします。後編では、実際の厨房実務にお
いてまずできる手法についてご説明いたします。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：㈱CSｓT、㈱ノムラアークス、㈱ハイサー
ブウエノ
講演者：㈱CSｓT 執行役員　藤田　宗彦、㈱ノムラ
アークス　営業推進1部部長　植田　素希、㈱ハイ
サーブウエノ　代表取締役　小越　元晴
演題：店舗から３Ｋをなくす！
概要：「食堂業の産業化」を進めるためには、店舗の３
K作業、「汚い」「危険」「きつい・臭い」をなくす必要が
ある。従業員が最も嫌がる「グリストラップ清掃」を楽に
することに成功。厨房と客席の段差をなくすことにより、
従業員は働きやすくなり、配膳ロボットにも対応した店舗
設計も可能に。チェーン店の導入実例をお伝えします。

③13:20 ～ 14:00
講演企業：㈱マルゼン
講演者：研究開発センター　部長　石川　智行
演題：更なる効率化を追求したIH調理機器、及びIH
加熱の応用を御紹介！
概要：昨今の社会情勢下、更にもまして調理機器に対
する一層の効率化が求められている。弊社では早くに
IH加熱原理の技術取得を図ったことで、調理メニュー
や加熱体に応じたIH機器開発を活発化している。当セ
ミナーでは、IH加熱を応用したトレンドな調理機器等も
紹介し、皆様にとっての効率化の一助となることを願い
たい。

④14:30 ～ 15:10
講演企業：服部工業㈱
講演者：営業部　エリア長　山元　薫、厨房主任　
近藤 真紀
演題： 作業効率を上げる最新機器の購入→使いこな
せない現実
概要：コロナショック・人手不足・カーボンニュートラ
ルと時代の変化に伴い、補助金を利用して自動化の設備
投資された企業が増えました。しかし、導入後本当に高価
な機器の性能を使いこなせているでしょうか。弊社クック
チルセンターの失敗事例を参考に今後の運営に我々を
ご活用ください。

　（一社）日本厨房工業会は、国内最大規模の業務用
厨房機器・フードサービス設備機器展示会「第23回厨
房設備機器展」を、東京ビッグサイトにて、2月7日（火）～
10日（金）の日程で開催する。
　この展示会は「第51回国際ホテル・レストラン・
ショー」、「第44回フード・ケータリングショー」と三展を
合同開催するもので、HCJ 2023と総称され、ホテル・
レストラン・給食業界をはじめとした、各業界の有力バ
イヤーや専門家約2万8千名強（HCJ2022）が集うア
ジア最大規模の展示会として広く知られている。
　「第23回厨房設備機器展」のテーマは、「新しい日常
を支える ニッポン厨房最前線」である。製品や資料・デ
モンストレーションをご用意した各会員企業のブースの
他、工業会ブースも設置される。
　また、本年度についても、工業会主催のセミナーを開

催する。

●日本厨房工業会主催セミナー
◆講義内容：各企業より講師をお招きして講演を行い
ます。全来場者を対象とした無料のセミナーですので、
是非お申し込みください。
◆開催日：2023年2月7日（火）～10日（金）
◆場所：東1ホール特設会場
◆受講料：無料
◆定員：200名
◆申込方法：事前登録制（定員になり次第締め切りま
す）。HCJ三展合同事務局ホームページ（https://
jma-hcj.com/）よりお申し込みください。
◆申込締め切り：2023年2月3日（金）正午まで※定
員に余裕がある場合は、当日受付も致します。

●催事内容・来場方法、イベント等についてのお問
い合わせ窓口
HCJ三展合同事務局
(一社)日本能率協会　来場者ヘルプデスク
9:30～18:00（土日・祝日を除く）
TEL：03-6809-2707
https://jma-hcj.com/
※最初に展示会名をお伝えください。

第23回厨房設備機器展開催に当たって
 展示会実行委員会

 委員長　古口 博之
　2022年は、新型コロナが猛威を振るい続け、年末の第八波では世界有数の感染者・死者数となりましたが、行動
制限などが行われなかったことで、飲食店はゆるやかに回復した年となりました。
　とはいえ、従来からの人手不足に加え、円安やウクライナ事変などによる、ガソリンや食品価格の高騰は留まると
ころを知らず、今後はインボイス制度や増税など、業界のみならずわれわれの生活を脅かす課題が続きます。
　新型コロナウイルスにより亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表すとともに、御遺族の方には衷心よりお悔やみ
申し上げます。また医療・介護関係者の皆様のご尽力に対し心より感謝申し上げます。
　2023年の第23回厨房設備機器展では、そういった現状課題に対応し、SDGs、HACCP、IoT、省力化やロボッ
トといった人手不足対策など、外食・中食業界の再生につながる、会員企業の新製品やサービスなどが数多く展示
される予定です。
　また、日本厨房工業会主催セミナーでは、会員企業10社が講演をさせていただく予定です。　魅力的な製品・
サービスに満ちた各出展企業のブースと共に、厨房業界の最新動向を本展示会でご覧いただければと存じます。
皆さまには是非ご来場いただきますよう、お願い申し上げます。

■2月7日（火）
①11:00 ～ 11:40
講演企業：ニチワ電機㈱
講演者：営業本部　コンサルティング部　専務取締
役　西　耕平
演題：激変する外食産業界、これから求められる厨房
概要：2008年度の調理師免許交付数は42,000名、
2020年は28,000名に激減した。この深刻な調理師不
足に世界的なコストプッシュ型インフレがもたらす食材や
建築資材はじめエネルギーコストの高騰は、厨房におい
ても未だかつて経験のない厳しい時代を迎えました。こ
の度のセミナーでは「これから求められる厨房」と題し、
SDGsへの転換含め生き残りに導く厨房システムをご
提案します。

②12:10 ～ 12:50
講演企業：（一社）日本エレクトロヒートセンター
講演者：電化厨房委員会　インターネット オブ キッ
チン プラットフォーム運営WG委員　村田　昇、吉岡
克己、北川　貴博
演題：誰でも簡単導入！インターネット オブ キッチ
ン プラットフォーム活用ガイド
概要：HACCP制度化に対応した業務用厨房機器デー
タのオープンデータベース「インターネット オブ キッチン
プラットフォーム」の導入により、複数厨房機器メーカーが
混在する厨房施設の一元管理が可能となり、記録業務の
負担軽減、施設運営の効率化などが期待されます。　講
演では、本システムの概論から新規参入のための具体
的な開発のポイントまで解り易く解説します。

第23回厨房設備機器展　（一社）日本厨房工業会主催セミナースケジュール

　HCJ2023は、日本展示会協会「展示会業界におけ
るCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」および国
際見本市連盟（UFI：The Global Association of 
the Exhibition industry）「国際見本市連盟の指
針」、および展示会場が定める「展示会における新型
コロナウイルス感染防止のための対応指針」に基づ
き、ご参加される皆様の安全を確保するため、感染対
策に関する取り組みを定め、運用してまいります。展示
会は所管官庁、自治体、展示会場など、関係各所と緊
密な連携を取りながら開催して参ります。　

工業会関係
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業務用厨房の関連業務に従事する者の基礎的識能や専門技術とその応用能力向上を図り、もっ
て厨房業界の発展に寄与することを目的とする。

⑴厨房設備通信教育コース
　業務用厨房の関連業務に従事する者。

⑴２０２3 年４月から２０２4 年１月までの１０回のレポート提出。
⑵スクーリング（２日間日帰り）は必修とする。
　ただし、設計実務経験者は２日目（試験）のみ参加でも可。
⑶提出期日を経過したレポートは減点とする。

 

第 5・6回、第 7・8回、第 9・10 回レポート問題は同時に発送する。
スクーリングの内容：２月に各会場にて行う、講習会（１日目）と試験（２日目）。

東京・名古屋・大阪・福岡に実施会場を設定する。
（参加者が定員に満たなかった場合は最寄り会場での受講となる。）

  1． 目 的

  2． 受 講 資 格

  3． 受 験 科 目

  4． 科 目 表

  5． スクーリング会場

⑴修了評価基準を満たした者に対し修了証書を授与する。
　２級厨房設備士の受験資格について実務経験（３年以上）が不要となる。

⑵全課程において優秀な成績により修了した者については、２級厨房設備士資格認定試験が免
除される。 ただし、レポート提出が期日より遅れた者は除く。

厨房設備通信教育コース　　定員２００名

２０２3年 １月12日（木） ～ ２月8日（水）まで　（厳守）

⑴工業会ホームページの記入フォームに記入のうえ、送信すること。
　送信後、すぐに登録したメールアドレスに受付完了メールが届くので、メール受信設定を確認す
ること。　　https://www.jfea.or.jp/

　ＷＥＢ申込のみとする。企業一括申込希望の場合は、別途事務局まで連絡すること。

⑴工業会会員企業の従業者。
　55，000 円（内、消費税 5，000 円）
⑵上記以外の者。　　 
　71，500 円（内、消費税 6，500 円）
　（いずれも納入後の受講料は原則として返戻は行なわない。)

受講申込者には同委員会において資格審査の後、本人又は、担当者へ請求書を送付する｡
請求書が２月16日を過ぎても届かない場合は、事務局まで連絡をすること。
請求を受けた者は２０２3 年３月8日（水）までに下記口座へ振込むものとする｡

三井住友銀行　三田通支店（623)　普通 7143043
一般社団法人　日本厨房工業会

　振込期日（3／8）厳守 （振込手数料は各自負担）

上記手続きが完了した者には、受講承認書、テキスト、レポート問題等を3月下旬に随時送付する。
4月 6日（木）を過ぎても送付物が届かない場合は、事務局まで連絡をすること。

申請に際し、ご記入していただく情報は、本会の厨房設備通信教育事業の他、各種ご案内等をお
送りする場合に使用いたします。

受講申込事項等に関する不明の点は事務局にお問い合わせください。　

  6． 修 了 特 典
 

  7． 募 集 定 員

  8． 受 付 期 間

  9． 受 講 申 込 み

10． 受 講 料

11．受 講 料 の
 請 求 支 払 込

12． 振 込 先

13．  受 講 承 認 書

14．  個 人 情 報

15． そ の 他

２０２3年度
第４4回厨房設備通信教育 受講者募集要項

工業会関係

新入社員の方、「厨房設備士」の資格取得を目指す方、「厨房設備士」は取得済だが業務用厨房に関す
る知識・技能の向上を再度図りたい方、などの幅広いニーズを満たす内容となっておりますので、
奮って受講いただけますようお願いします。

締切迫る!

レポート回数
第１回
第2回
第3回
第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回
第10回

スクーリング

実施月
4月
5月
6月
7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月

2月

業務用厨房と厨房機器（１）
業務用厨房と厨房機器（２）
関連設備（１）
関連設備（２）
業務用厨房設計・厨房設備施工と関連知識（１）
機器作図 ①
作図課題（１）
厨房作図 ①
業務用厨房設計・厨房設備施工と関連知識（２）
作図課題（２）
厨房作図 ②
衛生と保守管理
関係法規
筆記試験
厨房設計実技

科　目
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業務用厨房の関連業務に従事する者の基礎的識能や専門技術とその応用能力向上を図り、もっ
て厨房業界の発展に寄与することを目的とする。

⑴厨房設備通信教育コース
　業務用厨房の関連業務に従事する者。

⑴２０２3 年４月から２０２4 年１月までの１０回のレポート提出。
⑵スクーリング（２日間日帰り）は必修とする。
　ただし、設計実務経験者は２日目（試験）のみ参加でも可。
⑶提出期日を経過したレポートは減点とする。

 

第 5・6回、第 7・8回、第 9・10 回レポート問題は同時に発送する。
スクーリングの内容：２月に各会場にて行う、講習会（１日目）と試験（２日目）。

東京・名古屋・大阪・福岡に実施会場を設定する。
（参加者が定員に満たなかった場合は最寄り会場での受講となる。）

  1． 目 的

  2． 受 講 資 格

  3． 受 験 科 目

  4． 科 目 表

  5． スクーリング会場

⑴修了評価基準を満たした者に対し修了証書を授与する。
　２級厨房設備士の受験資格について実務経験（３年以上）が不要となる。

⑵全課程において優秀な成績により修了した者については、２級厨房設備士資格認定試験が免
除される。 ただし、レポート提出が期日より遅れた者は除く。

厨房設備通信教育コース　　定員２００名

２０２3年 １月12日（木） ～ ２月8日（水）まで　（厳守）

⑴工業会ホームページの記入フォームに記入のうえ、送信すること。
　送信後、すぐに登録したメールアドレスに受付完了メールが届くので、メール受信設定を確認す
ること。　　https://www.jfea.or.jp/

　ＷＥＢ申込のみとする。企業一括申込希望の場合は、別途事務局まで連絡すること。

⑴工業会会員企業の従業者。
　55，000 円（内、消費税 5，000 円）
⑵上記以外の者。　　 
　71，500 円（内、消費税 6，500 円）
　（いずれも納入後の受講料は原則として返戻は行なわない。)

受講申込者には同委員会において資格審査の後、本人又は、担当者へ請求書を送付する｡
請求書が２月16日を過ぎても届かない場合は、事務局まで連絡をすること。
請求を受けた者は２０２3 年３月8日（水）までに下記口座へ振込むものとする｡

三井住友銀行　三田通支店（623)　普通 7143043
一般社団法人　日本厨房工業会

　振込期日（3／8）厳守 （振込手数料は各自負担）

上記手続きが完了した者には、受講承認書、テキスト、レポート問題等を3月下旬に随時送付する。
4月 6日（木）を過ぎても送付物が届かない場合は、事務局まで連絡をすること。

申請に際し、ご記入していただく情報は、本会の厨房設備通信教育事業の他、各種ご案内等をお
送りする場合に使用いたします。

受講申込事項等に関する不明の点は事務局にお問い合わせください。　

  6． 修 了 特 典
 

  7． 募 集 定 員

  8． 受 付 期 間

  9． 受 講 申 込 み

10． 受 講 料

11．受 講 料 の
 請 求 支 払 込

12． 振 込 先

13．  受 講 承 認 書

14．  個 人 情 報

15． そ の 他

一　般　社　団　法　人　　日　本　厨　房　工　業　会
〒101-0041  東京都千代田区神田須田町 2-2-5  翔和須田町ビルⅡ 8 階

TEL  03-5244-4834　FAX 03-5244-4835　通信教育担当

工業会関係

業務用厨房の関連業務に従事する者の基礎的識能や専門技術とその応用能力向上を図り、もっ
て厨房業界の発展に寄与することを目的とする。

⑴厨房設備通信教育コース
　業務用厨房の関連業務に従事する者。

⑴２０２3 年４月から２０２4 年１月までの１０回のレポート提出。
⑵スクーリング（２日間日帰り）は必修とする。
　ただし、設計実務経験者は２日目（試験）のみ参加でも可。
⑶提出期日を経過したレポートは減点とする。

 

第 5・6回、第 7・8回、第 9・10 回レポート問題は同時に発送する。
スクーリングの内容：２月に各会場にて行う、講習会（１日目）と試験（２日目）。

東京・名古屋・大阪・福岡に実施会場を設定する。
（参加者が定員に満たなかった場合は最寄り会場での受講となる。）

  1． 目 的

  2． 受 講 資 格

  3． 受 験 科 目

  4． 科 目 表

  5． スクーリング会場

⑴修了評価基準を満たした者に対し修了証書を授与する。
　２級厨房設備士の受験資格について実務経験（３年以上）が不要となる。

⑵全課程において優秀な成績により修了した者については、２級厨房設備士資格認定試験が免
除される。 ただし、レポート提出が期日より遅れた者は除く。

厨房設備通信教育コース　　定員２００名

２０２3年 １月12日（木） ～ ２月8日（水）まで　（厳守）

⑴工業会ホームページの記入フォームに記入のうえ、送信すること。
　送信後、すぐに登録したメールアドレスに受付完了メールが届くので、メール受信設定を確認す
ること。　　https://www.jfea.or.jp/

　ＷＥＢ申込のみとする。企業一括申込希望の場合は、別途事務局まで連絡すること。

⑴工業会会員企業の従業者。
　55，000 円（内、消費税 5，000 円）
⑵上記以外の者。　　 
　71，500 円（内、消費税 6，500 円）
　（いずれも納入後の受講料は原則として返戻は行なわない。)

受講申込者には同委員会において資格審査の後、本人又は、担当者へ請求書を送付する｡
請求書が２月16日を過ぎても届かない場合は、事務局まで連絡をすること。
請求を受けた者は２０２3 年３月8日（水）までに下記口座へ振込むものとする｡

三井住友銀行　三田通支店（623)　普通 7143043
一般社団法人　日本厨房工業会

　振込期日（3／8）厳守 （振込手数料は各自負担）

上記手続きが完了した者には、受講承認書、テキスト、レポート問題等を3月下旬に随時送付する。
4月 6日（木）を過ぎても送付物が届かない場合は、事務局まで連絡をすること。

申請に際し、ご記入していただく情報は、本会の厨房設備通信教育事業の他、各種ご案内等をお
送りする場合に使用いたします。

受講申込事項等に関する不明の点は事務局にお問い合わせください。　

  6． 修 了 特 典
 

  7． 募 集 定 員

  8． 受 付 期 間

  9． 受 講 申 込 み

10． 受 講 料

11．受 講 料 の
 請 求 支 払 込

12． 振 込 先

13．  受 講 承 認 書

14．  個 人 情 報

15． そ の 他

２０２3年度
第４4回厨房設備通信教育 受講者募集要項

工業会関係

新入社員の方、「厨房設備士」の資格取得を目指す方、「厨房設備士」は取得済だが業務用厨房に関す
る知識・技能の向上を再度図りたい方、などの幅広いニーズを満たす内容となっておりますので、
奮って受講いただけますようお願いします。

締切迫る!

レポート回数
第１回
第2回
第3回
第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回
第10回

スクーリング

実施月
4月
5月
6月
7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月

2月

業務用厨房と厨房機器（１）
業務用厨房と厨房機器（２）
関連設備（１）
関連設備（２）
業務用厨房設計・厨房設備施工と関連知識（１）
機器作図 ①
作図課題（１）
厨房作図 ①
業務用厨房設計・厨房設備施工と関連知識（２）
作図課題（２）
厨房作図 ②
衛生と保守管理
関係法規
筆記試験
厨房設計実技

科　目
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工業会関係

回答 率(%) 回答 率(%) 回答 率(%)
北海道 6 3 50.0% 5 3 60.0% 0.0%

東北 15 10 66.7% 10 7 70.0% 60.0%

関東 140 96 68.6% 99 78 78.8% 43.9%

東海北陸 51 31 60.8% 43 29 67.4% 25.0%

関西 43 30 69.8% 34 27 79.4% 33.3%

中国 17 8 47.1% 14 8 57.2% 0.0%

四国 8 3 37.5% 5 2 40.0% 33.3%

九州 18 14 77.8% 11 9 81.8% 71.4%

合計 298 195 65.4% 221 163 73.8%
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32 41.6%

調　査　票
合　　　　　計 会　　　　　員 非　　会　　員

調査対象 調査対象調　査　票調査対象 調　査　票

2022年版

調査の概要

「業務用厨房機器に関する実態調査」報告書要旨
流通企画委員会

１．調査の目的
　わが国の業務用厨房機器業界の実態を継続的に調
査することにより、今後の厨房業界に係る施策の基礎資
料とし、もってその振興に資することを目的とする。
２．調査項目の設定
　調査項目の設定や調査票の監修及び作成は当工業
会流通企画委員会が担当し、個別データの収集及び集
計業務については、機密保持の為その取扱いは工業会
事務局のみとした。個々のデータは厳秘に封緘されて保
管している。
３．調査対象企業の選定
　過去の調査・回答状況などを勘案し、工業会会員企
業219社・会員外企業79社、合計298社を調査対象と
した。
４．調査方法
　調査票は所定の用紙を発送し、2022年8～10月にか
けて郵送、FAXないしはメールにて回収した。
５．調査対象期間
　本調査は、2022年8～10月における各企業の直前営
業年度決算時のものである。
6．調査票回収実態（表1）
７．集計結果のまとめ方
　前回に引き続き、機器分類ごとの生産台数、輸出入台
数を表・グラフで示し、全体的な動向が俯瞰でき、かつ
データとの関連がとれるよう配慮した。20頁の機器類別
の出荷額については、当工業会が独自に推定した機器

(製品)の平均価格を乗じた数値を示した。また、売上比
率、機器取扱比率については、一部当工業会の推定値
を含んでいる。
８．調査項目
　本調査の主たる調査項目は以下のとおりである。
（1） 回答企業の概要

・従業者数　・創立年月日　・資本金
・売上高　　・売上比率 　  ・機器取扱比率
・業種別売上高比率

（2） 厨房機器生産台数
1） 熱調理機器類
　・レンジ　  ・煮炊釜　・炊飯器　・ 焼物器
　・ 揚物器　・蒸し器　 ・麺類機器　
　・その他の熱調理器
2） 下調理用機器類
　・皮むき機　    ・切さい機      ・かくはん混合機
　・食品成型機類・その他の下調理用機器
3） 低温機器類
　・冷凍･冷蔵庫類･サービス用低温機器
　・製氷器　　　　 ・ブラストチラー
　・真空冷却機　    ・その他の低温機器
4） 洗浄消毒機器類
　・食器洗浄機　・特殊洗浄機　・消毒機器
　・その他の洗浄消毒器
5） 板金製品類
　・台　・シンク　・戸棚　・ラック

　・その他の板金製品
6） 給湯関連機器類
　・瞬間湯沸器　・貯蔵湯沸器　・給湯ボイラー
　・その他の給湯関連機器
7） サービス機器類
　・料理保温機器　　・器具保温器
　・保温器　　　　　・コーヒー関連機器
　・飲用ディスペンサー　・その他のディスペンサー
　・浄水器・軟水器・整水器
　・その他のサービス機器
8） 搬送機器
　・ワゴン　　　・配膳車　　　・再加熱カート
　・その他の搬送機器
9） その他の業務用厨房装置類
　・厨芥処理機　　 ・防災防虫機器･装置
　・真空包装機　　・食用油ろ過機
　・グリス除去装置　
　・他に分類されない業務用厨房装置
10） 厨房機器輸出入台数

第２章　回答企業の調査内容
１．調査集計参考資料・・・・・・・・・回答全企業１９5社対象
（1）機器取扱企業別売上高（単位：百万円）
① 自社生産のみ(自)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39，222 （6.6％・51社）
② 輸入のみ(輸)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5，562 （0.9％・5社）
③ 仕入のみ(仕)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28，339 （4.8％・73社）
④ 自社生産＋輸入(自・輸)・・・・・・・・・・・・・・・・11，318 （1.9％・4社）
⑤ 自社生産＋仕入(自・仕)・・・・・・・・・・・・・・・362，581 （61.3％・42社）
⑥ 輸入＋仕入(輸・仕)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10，293 （1.7％・6社）
⑦ 自社生産＋輸入＋仕入(自・輸・仕)・・・・133，936 （22.7％・14社）
（2）総従業者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25，216人
① 生産部門関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6，261人 （24.8％）
② 設備工事関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2，326人 （9.2％）
③ 機器販売関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13，385人 （53.1％）
④ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3，244人 （12.9％）
（3）総売上〈図1〉（単位：百万円）・・・・・・591，253
① 機器単品販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・394，805  （66.8％）
② 設備工事を伴う機器販売・・・・・・・・・・・・・134，409  （22.7％）
③ 他の厨房事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62，039  （10.5％）
※売上非公開の企業は0円として計上しています。

（4）業種別売上高比率
 　　　　　　回答企業172社対象（単位：百万円）
① 飲食店 …………………………… 70，380 （34.7％）
　※食堂・レストラン、そば・うどん・ラーメン店、すし店、
　ファーストフード、喫茶店、酒場等
② 宿泊施設……………………………8，107 （4.0％）
　※ホテル・旅館等
③ 学校・保育所給食 ……………… 52，675 （25.8％）
④ 弁当給食 ……………………………6，743 （3.3％）
⑤ 病院給食………………………… 15，465 （7.6％）
⑥ 福祉施設………………………… 10，176 （5.0％）
⑦ その他 …………………………… 40，256 （19.7％）
　※食品工場、セントラルキッチン等

（5）輸出売上〈表2-1〉

(6)同一企業の売上推移〈表2-2〉 （単位：百万円）

(7)就業者数別企業数〈表2-3〉

表1 調査票回収実態
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対象企業 2019年 2020年 2021年 2022年
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１．調査の目的
　わが国の業務用厨房機器業界の実態を継続的に調
査することにより、今後の厨房業界に係る施策の基礎資
料とし、もってその振興に資することを目的とする。
２．調査項目の設定
　調査項目の設定や調査票の監修及び作成は当工業
会流通企画委員会が担当し、個別データの収集及び集
計業務については、機密保持の為その取扱いは工業会
事務局のみとした。個々のデータは厳秘に封緘されて保
管している。
３．調査対象企業の選定
　過去の調査・回答状況などを勘案し、工業会会員企
業219社・会員外企業79社、合計298社を調査対象と
した。
４．調査方法
　調査票は所定の用紙を発送し、2022年8～10月にか
けて郵送、FAXないしはメールにて回収した。
５．調査対象期間
　本調査は、2022年8～10月における各企業の直前営
業年度決算時のものである。
6．調査票回収実態（表1）
７．集計結果のまとめ方
　前回に引き続き、機器分類ごとの生産台数、輸出入台
数を表・グラフで示し、全体的な動向が俯瞰でき、かつ
データとの関連がとれるよう配慮した。20頁の機器類別
の出荷額については、当工業会が独自に推定した機器

(製品)の平均価格を乗じた数値を示した。また、売上比
率、機器取扱比率については、一部当工業会の推定値
を含んでいる。
８．調査項目
　本調査の主たる調査項目は以下のとおりである。
（1） 回答企業の概要

・従業者数　・創立年月日　・資本金
・売上高　　・売上比率 　  ・機器取扱比率
・業種別売上高比率

（2） 厨房機器生産台数
1） 熱調理機器類
　・レンジ　  ・煮炊釜　・炊飯器　・ 焼物器
　・ 揚物器　・蒸し器　 ・麺類機器　
　・その他の熱調理器
2） 下調理用機器類
　・皮むき機　    ・切さい機      ・かくはん混合機
　・食品成型機類・その他の下調理用機器
3） 低温機器類
　・冷凍･冷蔵庫類･サービス用低温機器
　・製氷器　　　　 ・ブラストチラー
　・真空冷却機　    ・その他の低温機器
4） 洗浄消毒機器類
　・食器洗浄機　・特殊洗浄機　・消毒機器
　・その他の洗浄消毒器
5） 板金製品類
　・台　・シンク　・戸棚　・ラック

　・その他の板金製品
6） 給湯関連機器類
　・瞬間湯沸器　・貯蔵湯沸器　・給湯ボイラー
　・その他の給湯関連機器
7） サービス機器類
　・料理保温機器　　・器具保温器
　・保温器　　　　　・コーヒー関連機器
　・飲用ディスペンサー　・その他のディスペンサー
　・浄水器・軟水器・整水器
　・その他のサービス機器
8） 搬送機器
　・ワゴン　　　・配膳車　　　・再加熱カート
　・その他の搬送機器
9） その他の業務用厨房装置類
　・厨芥処理機　　 ・防災防虫機器･装置
　・真空包装機　　・食用油ろ過機
　・グリス除去装置　
　・他に分類されない業務用厨房装置
10） 厨房機器輸出入台数

第２章　回答企業の調査内容
１．調査集計参考資料・・・・・・・・・回答全企業１９5社対象
（1）機器取扱企業別売上高（単位：百万円）
① 自社生産のみ(自)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39，222 （6.6％・51社）
② 輸入のみ(輸)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5，562 （0.9％・5社）
③ 仕入のみ(仕)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28，339 （4.8％・73社）
④ 自社生産＋輸入(自・輸)・・・・・・・・・・・・・・・・11，318 （1.9％・4社）
⑤ 自社生産＋仕入(自・仕)・・・・・・・・・・・・・・・362，581 （61.3％・42社）
⑥ 輸入＋仕入(輸・仕)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10，293 （1.7％・6社）
⑦ 自社生産＋輸入＋仕入(自・輸・仕)・・・・133，936 （22.7％・14社）
（2）総従業者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25，216人
① 生産部門関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6，261人 （24.8％）
② 設備工事関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2，326人 （9.2％）
③ 機器販売関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13，385人 （53.1％）
④ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3，244人 （12.9％）
（3）総売上〈図1〉（単位：百万円）・・・・・・591，253
① 機器単品販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・394，805  （66.8％）
② 設備工事を伴う機器販売・・・・・・・・・・・・・134，409  （22.7％）
③ 他の厨房事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62，039  （10.5％）
※売上非公開の企業は0円として計上しています。

（4）業種別売上高比率
 　　　　　　回答企業172社対象（単位：百万円）
① 飲食店 …………………………… 70，380 （34.7％）
　※食堂・レストラン、そば・うどん・ラーメン店、すし店、
　ファーストフード、喫茶店、酒場等
② 宿泊施設……………………………8，107 （4.0％）
　※ホテル・旅館等
③ 学校・保育所給食 ……………… 52，675 （25.8％）
④ 弁当給食 ……………………………6，743 （3.3％）
⑤ 病院給食………………………… 15，465 （7.6％）
⑥ 福祉施設………………………… 10，176 （5.0％）
⑦ その他 …………………………… 40，256 （19.7％）
　※食品工場、セントラルキッチン等

（5）輸出売上〈表2-1〉

(6)同一企業の売上推移〈表2-2〉 （単位：百万円）

(7)就業者数別企業数〈表2-3〉

工業会関係工業会関係

（　）は2021年版

（％）は前年比

図1　過去10年間の総売上推移

工業会関係

回答 率(%) 回答 率(%) 回答 率(%)
北海道 6 3 50.0% 5 3 60.0% 0.0%

東北 15 10 66.7% 10 7 70.0% 60.0%

関東 140 96 68.6% 99 78 78.8% 43.9%

東海北陸 51 31 60.8% 43 29 67.4% 25.0%

関西 43 30 69.8% 34 27 79.4% 33.3%

中国 17 8 47.1% 14 8 57.2% 0.0%

四国 8 3 37.5% 5 2 40.0% 33.3%

九州 18 14 77.8% 11 9 81.8% 71.4%

合計 298 195 65.4% 221 163 73.8%

1

5

41

8

9

3

3

7

77

0

3

18

2

3

0

1

5

32 41.6%

調　査　票
合　　　　　計 会　　　　　員 非　　会　　員

調査対象 調査対象調　査　票調査対象 調　査　票

2022年版

調査の概要

「業務用厨房機器に関する実態調査」報告書要旨
流通企画委員会

１．調査の目的
　わが国の業務用厨房機器業界の実態を継続的に調
査することにより、今後の厨房業界に係る施策の基礎資
料とし、もってその振興に資することを目的とする。
２．調査項目の設定
　調査項目の設定や調査票の監修及び作成は当工業
会流通企画委員会が担当し、個別データの収集及び集
計業務については、機密保持の為その取扱いは工業会
事務局のみとした。個々のデータは厳秘に封緘されて保
管している。
３．調査対象企業の選定
　過去の調査・回答状況などを勘案し、工業会会員企
業219社・会員外企業79社、合計298社を調査対象と
した。
４．調査方法
　調査票は所定の用紙を発送し、2022年8～10月にか
けて郵送、FAXないしはメールにて回収した。
５．調査対象期間
　本調査は、2022年8～10月における各企業の直前営
業年度決算時のものである。
6．調査票回収実態（表1）
７．集計結果のまとめ方
　前回に引き続き、機器分類ごとの生産台数、輸出入台
数を表・グラフで示し、全体的な動向が俯瞰でき、かつ
データとの関連がとれるよう配慮した。20頁の機器類別
の出荷額については、当工業会が独自に推定した機器

(製品)の平均価格を乗じた数値を示した。また、売上比
率、機器取扱比率については、一部当工業会の推定値
を含んでいる。
８．調査項目
　本調査の主たる調査項目は以下のとおりである。
（1） 回答企業の概要

・従業者数　・創立年月日　・資本金
・売上高　　・売上比率 　  ・機器取扱比率
・業種別売上高比率

（2） 厨房機器生産台数
1） 熱調理機器類
　・レンジ　  ・煮炊釜　・炊飯器　・ 焼物器
　・ 揚物器　・蒸し器　 ・麺類機器　
　・その他の熱調理器
2） 下調理用機器類
　・皮むき機　    ・切さい機      ・かくはん混合機
　・食品成型機類・その他の下調理用機器
3） 低温機器類
　・冷凍･冷蔵庫類･サービス用低温機器
　・製氷器　　　　 ・ブラストチラー
　・真空冷却機　    ・その他の低温機器
4） 洗浄消毒機器類
　・食器洗浄機　・特殊洗浄機　・消毒機器
　・その他の洗浄消毒器
5） 板金製品類
　・台　・シンク　・戸棚　・ラック

　・その他の板金製品
6） 給湯関連機器類
　・瞬間湯沸器　・貯蔵湯沸器　・給湯ボイラー
　・その他の給湯関連機器
7） サービス機器類
　・料理保温機器　　・器具保温器
　・保温器　　　　　・コーヒー関連機器
　・飲用ディスペンサー　・その他のディスペンサー
　・浄水器・軟水器・整水器
　・その他のサービス機器
8） 搬送機器
　・ワゴン　　　・配膳車　　　・再加熱カート
　・その他の搬送機器
9） その他の業務用厨房装置類
　・厨芥処理機　　 ・防災防虫機器･装置
　・真空包装機　　・食用油ろ過機
　・グリス除去装置　
　・他に分類されない業務用厨房装置
10） 厨房機器輸出入台数

第２章　回答企業の調査内容
１．調査集計参考資料・・・・・・・・・回答全企業１９5社対象
（1）機器取扱企業別売上高（単位：百万円）
① 自社生産のみ(自)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39，222 （6.6％・51社）
② 輸入のみ(輸)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5，562 （0.9％・5社）
③ 仕入のみ(仕)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28，339 （4.8％・73社）
④ 自社生産＋輸入(自・輸)・・・・・・・・・・・・・・・・11，318 （1.9％・4社）
⑤ 自社生産＋仕入(自・仕)・・・・・・・・・・・・・・・362，581 （61.3％・42社）
⑥ 輸入＋仕入(輸・仕)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10，293 （1.7％・6社）
⑦ 自社生産＋輸入＋仕入(自・輸・仕)・・・・133，936 （22.7％・14社）
（2）総従業者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25，216人
① 生産部門関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6，261人 （24.8％）
② 設備工事関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2，326人 （9.2％）
③ 機器販売関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13，385人 （53.1％）
④ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3，244人 （12.9％）
（3）総売上〈図1〉（単位：百万円）・・・・・・591，253
① 機器単品販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・394，805  （66.8％）
② 設備工事を伴う機器販売・・・・・・・・・・・・・134，409  （22.7％）
③ 他の厨房事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62，039  （10.5％）
※売上非公開の企業は0円として計上しています。

（4）業種別売上高比率
 　　　　　　回答企業172社対象（単位：百万円）
① 飲食店 …………………………… 70，380 （34.7％）
　※食堂・レストラン、そば・うどん・ラーメン店、すし店、
　ファーストフード、喫茶店、酒場等
② 宿泊施設……………………………8，107 （4.0％）
　※ホテル・旅館等
③ 学校・保育所給食 ……………… 52，675 （25.8％）
④ 弁当給食 ……………………………6，743 （3.3％）
⑤ 病院給食………………………… 15，465 （7.6％）
⑥ 福祉施設………………………… 10，176 （5.0％）
⑦ その他 …………………………… 40，256 （19.7％）
　※食品工場、セントラルキッチン等

（5）輸出売上〈表2-1〉

(6)同一企業の売上推移〈表2-2〉 （単位：百万円）

(7)就業者数別企業数〈表2-3〉

表1 調査票回収実態
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表
3　
資
本
金
別
売
上

（
単
位
：
社
、百
万
円
）

資
本
金

１
千
万
円
未
満

売
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前
年
対
比
率

対
象
企
業
数

20
21
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20
22
年

前
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対
比
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9
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万
円
未
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満

3～
5千
万
円
未
満

5千
万
円
～
1億
円
未
満

1億
円
以
上

全
体

平
均

企
業
数

1,
49
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１
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３
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５
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表
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上

（
単
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：
社
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）

（
単
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社
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万
円
）

（
単
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万
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）

売
上
高

１
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未
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売
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上
高

対
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企
業
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年

前
年
対
比
率

1億
円
未
満

1～
2億
円
未
満

2～
5億
円
未
満

5～
10
億
円
未
満

10
～
20
億
円
未
満

20
～
50
億
円
未
満

50
～
10
0億
円
未
満

10
0億
円
以
上

49
1,
83
0

1,
66
5

90
.9
8%

17
2,
67
2

2,
74
7

10
2.
81
%

40
11
,7
21

12
,8
34

10
9.
50
%

18
11
,3
28

12
,2
12

10
7.
80
%

19
21
,8
72

25
,3
18

11
5.
76
%

13
32
,4
33

39
,3
57

12
1.
35
%

5
22
,6
98

33
,9
36

14
9.
51
%

10
40
9,
66
9

45
1,
21
0

11
0.
14
%

平
均
企
業
数

89
3

39
1

45
0

1,
73
4

25 15 15 30

36 26 30 57

１
～
２
億
円
未
満

売
上
平
均
企
業
数

2,
00
6

72
2

76
7

3,
49
5

91 52 40 15
9

22 14 19 22

２
～
５
億
円
未
満

売
上
平
均
企
業
数

7,
38
1

3,
36
8

3,
17
9

13
,9
28

18
9

11
2 79 31
7

39 30 40 44

５
～
10
億
円
未
満

売
上
平
均
企
業
数

5,
86
0

4,
77
8

3,
89
3

14
,5
31

32
6

29
9

19
5

69
2

18 16 20 21

10
～
20
億
円
未
満

売
上

平
均
企
業
数

17
,5
59

5,
51
7

4,
47
3

27
,5
49

92
4

46
0

28
0

1,
31
2

19 12 16 21

20
～
50
億
円
未
満

売
上

平
均
企
業
数

25
,9
90

10
,1
25

8,
75
5

44
,8
70

1,
85
6

1,
26
6

67
3

2,
99
1

14 8 13 15

50
～
10
0億
円
未
満

売
上

平
均
企
業
数

17
,1
95

12
,0
28

4,
71
3

33
,9
36

3,
43
9

4,
00
9

94
3

6,
78
7

5 3 5 5

10
0億
円
以
上

売
上

平
均

企
業
数

31
7,9
21

97
,48
0

35
,80
9

45
1,2
10

31
,7
92

12
,1
85

5,
11
6

45
,1
21

10 8 7 10

部
門
別

機
器
単
品
販
売

設備
工事

を伴
う機
器販

売
他
の
厨
房
事
業

全
　
　
体

1千
万
円
未
満

1～
3千
万
円
未
満

3～
5千
万
円
未
満
5千
万
円
～
1億
円
未
満

1億
円
以
上

1千
万
円
未
満

0.
4%

1～
3千
万
円
未
満

5.
9%

5千
万
円

～
1億
円

未
満

7.
3%

3～
5千
万
円
未
満

3.
5%

1億
円

以
上

83
.0
%

他
の

厨
房
事
業

10
.5
%

設
備
工
事

を
伴
う

機
器
販
売

22
.7
%

機
器
単
品

販
売

66
.8
%

21
.2
8

34
7,
88

20
5,
69

42
9,
09

4,
90
8.
59

0

1,
00
0

2,
00
0

3,
00
0

4,
00
0

5,
00
0

6,
00
0

億
円

工業会関係

2023.2　厨  房　42



図
5　
売
上
高
別
売
上

図
6　
売
上
高
別
売
上
割
合

前
年
対
比
率

表
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就
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上

（
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万
円
）

（
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位
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万
円
）
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業
数
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前
年
対
比
率

1～
9人
57
 

6,
90
4

6,
74
4

97
.6
8%

10
～
19
人

35
 

10
,7
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表
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資
本
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万
円
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満
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企
業
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年
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年
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万
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高
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億
円
未
満
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高

対
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企
業
数
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年
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年
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円
未
満
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未
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円
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億
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億
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%
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%
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%
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２
億
円
未
満

売
上
平
均
企
業
数

2,
00
6

72
2

76
7

3,
49
5

91 52 40 15
9

22 14 19 22

２
～
５
億
円
未
満

売
上
平
均
企
業
数

7,
38
1

3,
36
8

3,
17
9

13
,9
28

18
9

11
2 79 31
7

39 30 40 44

５
～
10
億
円
未
満

売
上
平
均
企
業
数

5,
86
0

4,
77
8

3,
89
3

14
,5
31

32
6

29
9

19
5

69
2

18 16 20 21

10
～
20
億
円
未
満

売
上

平
均
企
業
数

17
,5
59

5,
51
7

4,
47
3

27
,5
49

92
4

46
0

28
0

1,
31
2

19 12 16 21

20
～
50
億
円
未
満

売
上

平
均
企
業
数

25
,9
90

10
,1
25

8,
75
5

44
,8
70

1,
85
6

1,
26
6

67
3

2,
99
1

14 8 13 15

50
～
10
0億
円
未
満

売
上

平
均
企
業
数

17
,1
95

12
,0
28

4,
71
3

33
,9
36

3,
43
9

4,
00
9

94
3

6,
78
7

5 3 5 5

10
0億
円
以
上

売
上

平
均

企
業
数

31
7,9
21

97
,48
0

35
,80
9

45
1,2
10

31
,7
92

12
,1
85

5,
11
6

45
,1
21

10 8 7 10

部
門
別

機
器
単
品
販
売

設備
工事

を伴
う機
器販

売
他
の
厨
房
事
業

全
　
　
体

1千
万
円
未
満

1～
3千
万
円
未
満

3～
5千
万
円
未
満
5千
万
円
～
1億
円
未
満

1億
円
以
上

1千
万
円
未
満

0.
4%

1～
3千
万
円
未
満

5.
9%

5千
万
円

～
1億
円

未
満

7.
3%

3～
5千
万
円
未
満

3.
5%

1億
円

以
上

83
.0
%

他
の

厨
房
事
業

10
.5
%

設
備
工
事

を
伴
う

機
器
販
売

22
.7
%

機
器
単
品

販
売

66
.8
%

21
.2
8

34
7,
88

20
5,
69

42
9,
09

4,
90
8.
59

0

1,
00
0

2,
00
0

3,
00
0

4,
00
0

5,
00
0

6,
00
0

億
円

工業会関係

43　厨  房　2023.2



　諸般の事情により、2023年4月1日から図書および送料の価格を下記の通り改定させ
ていただきます。なお、現行の販売価格および送料が適用されるのは、3月24日（金）ま
でにお申込みおよびご入金が完了した場合となります。
　上記につきましてご理解賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
　その他、ご不明な点は下記フォームよりお問い合わせください。
　https://www.jfea.or.jp/contact/contact.html

1. 図書の価格について（税込価格）

※「月刊厨房誌」の価格に変更はございません。
※「厨房設備工学入門 第９版」は、2023年4月1日より販売を開始いたします。
　それに伴い、「厨房設備工学入門 第8版」は3月24日で販売を終了いたします。
※2023年度厨房設備士資格認定試験では、「厨房設備工学入門 第9版」から出題予
　定です。

2. 送料について
　変更前：2冊までは￥500（税込）、3冊以上の場合は実費（要問合せ）
　変更後：送料無料（ただし、海外への発送は別途送料を頂戴します）

図書および送料の価格改定のお知らせ

記

工業会関係

業務用厨房関係法令集2021年版
　　　　　　　　（会員企業価格）
厨房設備工学入門 第9版
　　　　　　　　（会員企業価格）
会員名簿
業務用厨房機器に関する実態調査
　　　　　　　　（会員企業価格）

図書名 変更前
￥5,500
￥4,400
－
－

￥2,500
￥5,500
￥3,300

変更後
 ￥6,600 （内、消費税   ￥600）
 ￥5,500 （内、消費税   ￥500）
 ￥13,200 （内、消費税￥1,200）
 ￥8,800 （内、消費税   ￥800）
 ￥8,800 （内、消費税   ￥800）
 ￥11,000 （内、消費税￥1,000）
 ￥5,500 （内、消費税   ￥500）
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12.23
【「プラスセーフティ」マークの表示依頼につきまして】
　東京ガス・大阪ガス・東邦ガスの都市ガス３社様から「プラスセーフティ」マークの表示に関する情報提供がござい
ました。
　ご興味のある会員様は、資料をご覧になり、資料中のメールアドレスにお問い合わせいただけますようお願いいたし
ます。

------------------　安全高度化ガス機器に対する「プラスセーフティ」マークの表示依頼について ------------------

　東京ガス株式会社・大阪ガス株式会社・東邦ガス株式会社の都市ガス3社は、安全性の高いガス厨房機器の普及
促進のために、「プラスセーフティ」マークを製作し、現在、カタログ等PRツールやショールームにて「プラスセーフ
ティマーク」の紹介や対象機器への表示をし、PRを行っています。
　既に実施いただいている会員メーカー様もいらっしゃいますが、お客さまへの安全性の訴求・一層の普及推進を図
るため、本マークの対象機器への表示を改めて依頼させていただきます。ご検討・ご協力のほど何卒よろしくお願いい
たします。

記

１．「プラスセーフティ」マーク概要

　日本ガス機器検査協会（JIA）認証を受けた業務用ガス厨房機器の内、
　◆JIA業務用ガス厨房機器検査規定の立ち消え安全装置基準に適合するコンロ・レンジ
　◆JIA業務用ガス厨房機器不完全燃焼防止装置検査基準適合機器
　◆換気扇連動機能を有する機器
　のいずれかに該当する機器に表示することが可能です。

２．ご依頼事項
◆カタログ等の該当機器への本マーク表示
◆該当機器への本マーク表示（シール等による貼付）

　上記により、お客さまへの営業機会等で安全性の高い機器であるという付加価値を加えた提案をしやすくすること
　により、安全性の高いガス機器の普及を目指します。

３．マーク使用申込みについて
下記宛先に、メールにてお申込みをくださいますようお願いいたします。
東京ガス株式会社 荻原
ogiwaray@tokyo-gas.co.jp

※お申込み頂ける場合、東京ガス株式会社（幹事会社）と使用許諾契約を締結していただく予定としていることか
ら、上記宛先にご連絡頂戴できれば幸いです。使用許諾契約締結後、本マークの画像データをお渡しさせていただ
きます。

工業会回覧板

　諸般の事情により、2023年4月1日から図書および送料の価格を下記の通り改定させ
ていただきます。なお、現行の販売価格および送料が適用されるのは、3月24日（金）ま
でにお申込みおよびご入金が完了した場合となります。
　上記につきましてご理解賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
　その他、ご不明な点は下記フォームよりお問い合わせください。
　https://www.jfea.or.jp/contact/contact.html

1. 図書の価格について（税込価格）

※「月刊厨房誌」の価格に変更はございません。
※「厨房設備工学入門 第９版」は、2023年4月1日より販売を開始いたします。
　それに伴い、「厨房設備工学入門 第8版」は3月24日で販売を終了いたします。
※2023年度厨房設備士資格認定試験では、「厨房設備工学入門 第9版」から出題予
　定です。

2. 送料について
　変更前：2冊までは￥500（税込）、3冊以上の場合は実費（要問合せ）
　変更後：送料無料（ただし、海外への発送は別途送料を頂戴します）

図書および送料の価格改定のお知らせ

記

工業会関係

業務用厨房関係法令集2021年版
　　　　　　　　（会員企業価格）
厨房設備工学入門 第9版
　　　　　　　　（会員企業価格）
会員名簿
業務用厨房機器に関する実態調査
　　　　　　　　（会員企業価格）

図書名 変更前
￥5,500
￥4,400
－
－

￥2,500
￥5,500
￥3,300

変更後
 ￥6,600 （内、消費税   ￥600）
 ￥5,500 （内、消費税   ￥500）
 ￥13,200 （内、消費税￥1,200）
 ￥8,800 （内、消費税   ￥800）
 ￥8,800 （内、消費税   ￥800）
 ￥11,000 （内、消費税￥1,000）
 ￥5,500 （内、消費税   ￥500）
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2023 年 1月27日2 校

022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _仕事に役立つ法律相談所

■ 1.総論

　初回の前回に引き続き、民法の物権変動に関す
る事例である。相続との関係について触れる。

■ 2.事例①

　Aは、不動産（土地と建物）を有している。Aは亡
くなり、長男Bと次男Cが、Aの相続となった。
　Aの配偶者は既に死亡しており、法定相続分は、
BとCで2分の1ずつである。しかし、Bが当該不動
産を自己名義にして、Dに売却してしまった。
　Cは、自己の持ち分である2分の1を、Dに対し
て、登記なくして対抗することができるのかが問題
となる。

■ 3.解説①

　この点、判例は、共同相続人の一人は他の共同
相続人に対して、自己の持ち分を登記なくして対抗
することができると解釈している。
　その理由は、Bは、Cの共有持ち分について、まっ
たくの無権利者であるから、Dは、Cの共有持ち分
について、無権利者から購入したことになる。そし
て、無権利者であるから、CとDは、対抗関係に立
たないからである。
　この点、遺産共有状態は、共有物に完全な所有

権を持っていることを重視し、CがDに対抗するた
めには、登記を必要とするという反対説もある。

■ 4.事例②

　事例①の事例で、Aの相続人は、BとCである。
　Bは、Aから生前に援助を受けているということ
をCから指摘されたため、相続放棄を行った。しか
し相続放棄をしているにもかかわらず、当該不動産
を自己名義にしてDに売却してしまった。
　Cは、Bの相続放棄により、相続人は自分一人で
あると思っていたものの、Dに売却が済んでしまっ
ていた。CはDに対して、登記なくして対抗すること
ができるか。

■ 5.解説②

　この点、対抗要件の問題であり、登記の先後で
決するとも思える事実関係である。
　しかしながら、判例は、相続放棄の遡及効（相続
発生時、被相続人の死亡時に初めから相続人でな
かったことになる）は絶対的な効力であり、登記等
なくしてその効力を発生できることを理由に、他の
共同相続人は、相続放棄者から持分権を譲り受け
た第三者に対して、登記なくして相続財産の主張
をすることができると判断した。
　学説も、相続放棄の有無は、家庭裁判所で確認

することができるから、この点からも第三者（今回
の事例のD）を保護する必要性が低いことを理由
としている。

■ 6.結語

　次回も、同様に事例に沿った説明をする。

坂本廣身法律事務所
弁護士：松岡正高
　同　：安本　樹

事例で学ぶ！　仕事に役立つ法律相談所

坂本廣身法律事務所

「物権変動に関する事例（3）」「物権変動に関する事例（3）」
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2023 年 1月27日2 校

022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _仕事に役立つ法律相談所

■ 1.総論

　初回の前回に引き続き、民法の物権変動に関す
る事例である。相続との関係について触れる。

■ 2.事例①

　Aは、不動産（土地と建物）を有している。Aは亡
くなり、長男Bと次男Cが、Aの相続となった。
　Aの配偶者は既に死亡しており、法定相続分は、
BとCで2分の1ずつである。しかし、Bが当該不動
産を自己名義にして、Dに売却してしまった。
　Cは、自己の持ち分である2分の1を、Dに対し
て、登記なくして対抗することができるのかが問題
となる。

■ 3.解説①

　この点、判例は、共同相続人の一人は他の共同
相続人に対して、自己の持ち分を登記なくして対抗
することができると解釈している。
　その理由は、Bは、Cの共有持ち分について、まっ
たくの無権利者であるから、Dは、Cの共有持ち分
について、無権利者から購入したことになる。そし
て、無権利者であるから、CとDは、対抗関係に立
たないからである。
　この点、遺産共有状態は、共有物に完全な所有

権を持っていることを重視し、CがDに対抗するた
めには、登記を必要とするという反対説もある。

■ 4.事例②

　事例①の事例で、Aの相続人は、BとCである。
　Bは、Aから生前に援助を受けているということ
をCから指摘されたため、相続放棄を行った。しか
し相続放棄をしているにもかかわらず、当該不動産
を自己名義にしてDに売却してしまった。
　Cは、Bの相続放棄により、相続人は自分一人で
あると思っていたものの、Dに売却が済んでしまっ
ていた。CはDに対して、登記なくして対抗すること
ができるか。

■ 5.解説②

　この点、対抗要件の問題であり、登記の先後で
決するとも思える事実関係である。
　しかしながら、判例は、相続放棄の遡及効（相続
発生時、被相続人の死亡時に初めから相続人でな
かったことになる）は絶対的な効力であり、登記等
なくしてその効力を発生できることを理由に、他の
共同相続人は、相続放棄者から持分権を譲り受け
た第三者に対して、登記なくして相続財産の主張
をすることができると判断した。
　学説も、相続放棄の有無は、家庭裁判所で確認

することができるから、この点からも第三者（今回
の事例のD）を保護する必要性が低いことを理由
としている。

■ 6.結語

　次回も、同様に事例に沿った説明をする。

【顧問契約先】
坂本廣身法律事務所
〒104-0061  東京都中央区銀座6丁目13番4号  長山ビル5階
電話番号：03-3542-3661（代表）FAX番号：03-3546-0443
 ホームページ：http://www.sakamotohiromi.com

【相談内容例】

従業員の個人的な相談等、法的な知識を必要とする相談であればどのような
相談も可能です。
ただし、渉外事務所ではないので、外国法にかかわる案件については回答で
きない場合があります。

【相談方法】
Eメール、電話、訪問による面対相談等、制限はありません。

【費用】

　その都度、弁護士事務所で契約書を作成いたします。

【法律相談の手順】
手順①（一社）日本厨房工業会 事務局担当者に相談依頼の連絡を入れる。

※各ご相談案件の初回のみ事務局へご連絡願います。（会員確認及び法律事務所への紹介のため）
※事務局担当者　水野　電話番号：03-5244-4834　E-Mail：mizuno@jfea.or.jp

手順② 手順①の後、直接、法律事務所にご相談いただきます。
※手順②以降は、工業会は一切係わることはありません。

弁護士  松岡 正高

弁護士  安本 樹

A

C B D

2023 年 1月27日2 校

022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _仕事に役立つ法律相談所

■ 1.総論

　初回の前回に引き続き、民法の物権変動に関す
る事例である。相続との関係について触れる。

■ 2.事例①

　Aは、不動産（土地と建物）を有している。Aは亡
くなり、長男Bと次男Cが、Aの相続となった。
　Aの配偶者は既に死亡しており、法定相続分は、
BとCで2分の1ずつである。しかし、Bが当該不動
産を自己名義にして、Dに売却してしまった。
　Cは、自己の持ち分である2分の1を、Dに対し
て、登記なくして対抗することができるのかが問題
となる。

■ 3.解説①

　この点、判例は、共同相続人の一人は他の共同
相続人に対して、自己の持ち分を登記なくして対抗
することができると解釈している。
　その理由は、Bは、Cの共有持ち分について、まっ
たくの無権利者であるから、Dは、Cの共有持ち分
について、無権利者から購入したことになる。そし
て、無権利者であるから、CとDは、対抗関係に立
たないからである。
　この点、遺産共有状態は、共有物に完全な所有

権を持っていることを重視し、CがDに対抗するた
めには、登記を必要とするという反対説もある。

■ 4.事例②

　事例①の事例で、Aの相続人は、BとCである。
　Bは、Aから生前に援助を受けているということ
をCから指摘されたため、相続放棄を行った。しか
し相続放棄をしているにもかかわらず、当該不動産
を自己名義にしてDに売却してしまった。
　Cは、Bの相続放棄により、相続人は自分一人で
あると思っていたものの、Dに売却が済んでしまっ
ていた。CはDに対して、登記なくして対抗すること
ができるか。

■ 5.解説②

　この点、対抗要件の問題であり、登記の先後で
決するとも思える事実関係である。
　しかしながら、判例は、相続放棄の遡及効（相続
発生時、被相続人の死亡時に初めから相続人でな
かったことになる）は絶対的な効力であり、登記等
なくしてその効力を発生できることを理由に、他の
共同相続人は、相続放棄者から持分権を譲り受け
た第三者に対して、登記なくして相続財産の主張
をすることができると判断した。
　学説も、相続放棄の有無は、家庭裁判所で確認

することができるから、この点からも第三者（今回
の事例のD）を保護する必要性が低いことを理由
としている。

■ 6.結語

　次回も、同様に事例に沿った説明をする。

坂本廣身法律事務所
弁護士：松岡正高
　同　：安本　樹

事例で学ぶ！　仕事に役立つ法律相談所

「物権変動に関する事例（3）」「物権変動に関する事例（3）」
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2023 年 1月26日2 校 2校

022935-01_月刊厨房2023年 2月号 _部外者が 来る !! 022935-01_月刊厨房2023年 2月号 _部外者が 来る !!
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2023 年 1月26日2 校

022935-01_月刊厨房2023年 2月号 _部外者が 来る !!

2023 年 1月26日2 校 2校

022935-01_月刊厨房2023年 2月号 _部外者が 来る !! 022935-01_月刊厨房2023年 2月号 _部外者が 来る !!
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Essay

映画史・
食文化研究家

斉田育秀

映画の見どころ・台所
第104回『メン・イン・ブラック』

（1997年：アメリカ）

K

2 校 2023 年 1月26日

022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _映画のみど ころ 022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _映画のみど ころ

　缶コーヒーBOSSのCMでおなじみ、宇宙人ジョーン
ズこと“トミー・リー・ジョーンズ”と、ドル箱スター“ウィ
ル・スミス”のコンビが、悪漢のエイリアンと闘う大活劇
コメディーである。強

こわもて
面だがハーバード大学卒というイ

ンテリ男優のトミーと、2022年のアカデミー賞授賞式で
司会者を平手打ちし、「10年間アカデミー賞の行事に
は出席不可」の罰を食らったウィルは、共に何度も来日
している“日本大好き俳優”という共通点がある。
　“エイリアン”ものというと、一見グロテスクで怖いと
いうイメージが先に立つが、どっこい ！ 　本作ではグ
ロは笑いの中に封じ込められる場合が多く、さほど気に
ならない。スピーディーな運びのドンパチ映画だが、アイ
デア満載の上、映像処理がハイレベルで、見応え十分
だ。アカデミー賞にも美術・作曲・メイクアップ（受賞）賞
でノミネートされている。
　スタートは、星空をトンボが飛んでいる。これが走行
中のトラックのフロントガラスに当たり、破体し ？ 　体
液がガラスに付着する。「バグ（虫けら）め！」との台詞
が吐かれるが、これが映画全体のキーワードになる。本
作は虫のエイリアンと人間との、壮絶な戦いを描いた
物語なのだ。トラックはメキシコからアメリカへの密入
国者を10人ほど乗せており、国境警備隊に制止を食ら
う。すると大型の乗用車がやって来て「移民局員」を名
乗る二人が、密入国者の一人を隔離。隔離されたのは

何とエイリアン（宇宙人）で、即退治される。「移民局」
の二人は、「M・I・B（メン・イン・ブラック）：地球でのエ
イリアンの動きを監視する機関」のK（トミー・リー・ジョ
ーンズ）とD（リチャード・ハミルトン）であった。
　話は一転 ！ 　ジェームズ・エドワード（ウィル・スミ
ス）は、抜群の身体能力・口撃力を持つニューヨーク市
警の刑事である。ある日、建物の壁を容易によじ登り、
人間とは思えない瞬発力や反撃力を持つ男（エイリア
ン）を追うが、その男は墜死する。この話はなかなか信
じてもらえないが、Dの後釜として新たな相棒を探して
いるKが、彼にアプローチをかけて来る。
　その後、Z（リップ・トーン）が統率する「M・I・B」の選
抜試験を通過したジェームズは、過去を消され“J”とい
う名をもらい、Kとコンビを組んで活動を始める。まるで

『48時間』（1982年）のニック・ノルティとエディ・マーフ
ィのコンビのようだ。地球上には亡命宇宙人が1,500ほ
ど潜んでおり、大半はマンハッタンで（人間の姿で）真
面目に生活し、「M・I・B」では本来の姿をしたエイリア
ンが、人間と共に働いているという設定だ。
　並行して、とある田舎の一軒家の庭に飛行物体が激
突。亭主（ヴィンセント・ドノフリオ）ができた穴を覗くと、
一瞬で引きずり込まれ皮膚以外を食べられ？、皮膚の
服を着たエイリアンにとって代わられる。「まるで漫画
だ ！ 」。それもそのはず、本作の原作はエアセル・コミ
ック（現マーベル・コミック）から刊行された『The Men 
in Black』（1990～91年：ローウェル・J・カニンガム）
なのだ。

　亭主エドガーになったのはバグ（ゴキブリ）で、まさに
「ゴキブリ亭主」だ ！ 　このバグ（エドガー）が、宝石
商に化けているある星の要人を殺害し、彼が守っていた

「銀河」を略奪したことで戦争が予告される。「銀河」
は原子エネルギーの宝庫であり、バグに奪われたので
万事休す ！ 　地球は攻撃の対象となった。「銀河」を
取り戻すのに与えられた時間は、1時間である。バグは
エイリアンの存在を確信している女性検視官・ローレル

（リンダ・フィオレンティーノ）を、宇宙逃亡時の食料にし
ようと誘拐。二人を追うKとJのコンビとの間で奇想天
外で壮絶な闘争が繰り広げられるが、「後は観てのお楽
しみ ！ 」ということになる。
　ではここで、厨房から映画を観てみよう。まずはエド
ガー家のキッチンである。田舎のボロい一軒家では、雑
然とした一部屋がダイニング兼キッチンである。ここで
は亭主の皮膚をまとったバグが、まるでゾンビのような
顔と歩き方で侵入。妻に大量の砂糖を入れた「砂糖
水」を作らせ飲んでいる。カブト虫などの昆虫を飼った
方なら一目瞭然 ！ 　「砂糖水」は昆虫のエネルギー
源であり、バグ・エイリアンがそれを踏襲しているのがバ
カバカしくておかしい。
　続いて「M・I・B」のオフィスのキッチンだが、観客は
ビックリ ！ 　70㎝ほどの細身のエイリアンが数匹で、
コーヒーを入れて飲んでいる。電子レンジや洒落たコー
ヒーメーカーがあり、CG処理されたエイリアンのリアル
な動きに、観客は2度ビックリである。彼らのサイズに合
わせたコーヒーの紙コップなど、細部にまで行き届いた
このキッチン作りには感心する。
　さて、殺された異星の要人の顔の中には瀕死のエイ
リアンがおり、「銀河系の場所はオリオンのベルト？」と
言い残す。「大銀河」はオリオン座のベルトラインかと
思われたが、飼い猫オリオンの首ベルトの「首飾り」の
中にあり、超大宇宙が極小域に閉じ込められた哲学的
アイデアは見事だ。一方、バグは「劣等感が強く気性が
激しい」という設定である。地球脱出用円盤に逃げよう
とするバグに、「てめえらは新聞紙のシミになるのがオ
チだ」と罵声を浴びせ、仲間のゴキブリを踏み潰すと、
逃げるのを中断して襲いかかってくるのが面白い。
　ところでSF映画でエイリアン（宇宙人・異星人）とい
う言葉が定着するのは、リドリー・スコット監督の『エイリ
アン』（1979年）からである。スイスの前衛画家“H・R・
ギーガー”が創作した異様な生命体の造形が、“エイリ
アン＝グロテスク”のイメージを決定付けた。
　本作の起点はこの辺りにあり、SF映画史上の名作の

ハラルの上を行く多様性？
異星人向けに活躍する台所
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何とエイリアン（宇宙人）で、即退治される。「移民局」
の二人は、「M・I・B（メン・イン・ブラック）：地球でのエ
イリアンの動きを監視する機関」のK（トミー・リー・ジョ
ーンズ）とD（リチャード・ハミルトン）であった。
　話は一転 ！ 　ジェームズ・エドワード（ウィル・スミ
ス）は、抜群の身体能力・口撃力を持つニューヨーク市
警の刑事である。ある日、建物の壁を容易によじ登り、
人間とは思えない瞬発力や反撃力を持つ男（エイリア
ン）を追うが、その男は墜死する。この話はなかなか信
じてもらえないが、Dの後釜として新たな相棒を探して
いるKが、彼にアプローチをかけて来る。
　その後、Z（リップ・トーン）が統率する「M・I・B」の選
抜試験を通過したジェームズは、過去を消され“J”とい
う名をもらい、Kとコンビを組んで活動を始める。まるで

『48時間』（1982年）のニック・ノルティとエディ・マーフ
ィのコンビのようだ。地球上には亡命宇宙人が1,500ほ
ど潜んでおり、大半はマンハッタンで（人間の姿で）真
面目に生活し、「M・I・B」では本来の姿をしたエイリア
ンが、人間と共に働いているという設定だ。
　並行して、とある田舎の一軒家の庭に飛行物体が激
突。亭主（ヴィンセント・ドノフリオ）ができた穴を覗くと、
一瞬で引きずり込まれ皮膚以外を食べられ？、皮膚の
服を着たエイリアンにとって代わられる。「まるで漫画
だ ！ 」。それもそのはず、本作の原作はエアセル・コミ
ック（現マーベル・コミック）から刊行された『The Men 
in Black』（1990～91年：ローウェル・J・カニンガム）
なのだ。

　亭主エドガーになったのはバグ（ゴキブリ）で、まさに
「ゴキブリ亭主」だ ！ 　このバグ（エドガー）が、宝石
商に化けているある星の要人を殺害し、彼が守っていた

「銀河」を略奪したことで戦争が予告される。「銀河」
は原子エネルギーの宝庫であり、バグに奪われたので
万事休す ！ 　地球は攻撃の対象となった。「銀河」を
取り戻すのに与えられた時間は、1時間である。バグは
エイリアンの存在を確信している女性検視官・ローレル

（リンダ・フィオレンティーノ）を、宇宙逃亡時の食料にし
ようと誘拐。二人を追うKとJのコンビとの間で奇想天
外で壮絶な闘争が繰り広げられるが、「後は観てのお楽
しみ ！ 」ということになる。
　ではここで、厨房から映画を観てみよう。まずはエド
ガー家のキッチンである。田舎のボロい一軒家では、雑
然とした一部屋がダイニング兼キッチンである。ここで
は亭主の皮膚をまとったバグが、まるでゾンビのような
顔と歩き方で侵入。妻に大量の砂糖を入れた「砂糖
水」を作らせ飲んでいる。カブト虫などの昆虫を飼った
方なら一目瞭然 ！ 　「砂糖水」は昆虫のエネルギー
源であり、バグ・エイリアンがそれを踏襲しているのがバ
カバカしくておかしい。
　続いて「M・I・B」のオフィスのキッチンだが、観客は
ビックリ ！ 　70㎝ほどの細身のエイリアンが数匹で、
コーヒーを入れて飲んでいる。電子レンジや洒落たコー
ヒーメーカーがあり、CG処理されたエイリアンのリアル
な動きに、観客は2度ビックリである。彼らのサイズに合
わせたコーヒーの紙コップなど、細部にまで行き届いた
このキッチン作りには感心する。
　さて、殺された異星の要人の顔の中には瀕死のエイ
リアンがおり、「銀河系の場所はオリオンのベルト？」と
言い残す。「大銀河」はオリオン座のベルトラインかと
思われたが、飼い猫オリオンの首ベルトの「首飾り」の
中にあり、超大宇宙が極小域に閉じ込められた哲学的
アイデアは見事だ。一方、バグは「劣等感が強く気性が
激しい」という設定である。地球脱出用円盤に逃げよう
とするバグに、「てめえらは新聞紙のシミになるのがオ
チだ」と罵声を浴びせ、仲間のゴキブリを踏み潰すと、
逃げるのを中断して襲いかかってくるのが面白い。
　ところでSF映画でエイリアン（宇宙人・異星人）とい
う言葉が定着するのは、リドリー・スコット監督の『エイリ
アン』（1979年）からである。スイスの前衛画家“H・R・
ギーガー”が創作した異様な生命体の造形が、“エイリ
アン＝グロテスク”のイメージを決定付けた。
　本作の起点はこの辺りにあり、SF映画史上の名作の

影響を受けながら完成に至ったと考えられる。まず具体
的には原作本自体に、リドリー・スコット監督のレプリカ
ント（人造人間）の専任捜査官の話、『ブレードランナー』

（1982年）からのアイデア借用がうかがえる。また、本
作の総指揮を執ったスティーブン・スピルバーグ監督の、

『未知との遭遇』（1977年）や『E.T.』（1982年：友好
的異星人）、さらにティム・バートン監督の『エド・ウッド』

（1994年）や『マーズ・アタック！』（1996年：反友好
的残虐異星人）などの影響も見られる。
　トンボが大きな月を横切るのは『E.T.』が意識されて
おり、大イカの足にJが巻き込まれるのは『エド・ウッド』

（大タコ）や、その元ネタ映画『怪物の花嫁』（1955年：
エド・ウッド監督）へのリスペクトであり、パロディーにな
っている。なお、アメリカでは1950年代から「U・F・O」
や「異星人」の話題が真剣に検討され始め、都市伝説
ではそれを監視する組織が実際にあり、その制服が黒
のスーツで「メン・イン・ブラック」とのことだ。
　なお、本作は世界中で大ヒットし、続編の『2』『3』と
スピンオフの『インターナショナル』が製作され、日本で
は東洋水産が“イカスミ”入りの「麺・イン・ブラック」と
いうカップ麺を発売し、話題を呼んだ。最後に本作の小
道具で最高傑作は、“記憶を瞬時で消せる”大型ペン
シル様の「ニューラライザー」である。私も使いたいが、
まずウクライナで戦火にあった人々に使いたい。いや！　
それより戦争を始めた当人に使うのが一番効果的だ。
戦争前のプーと膨らんだ野望を“チン（鎮）静化”させ
るのには最適のようだからね。

『メン・イン・ブラック』
監督：バリー・ソネンフェルド
原作：ローウェル・J・カニンガム
脚本：エド・ソロモン
撮影：ドン・ピーターマン
音楽：ダニー・エルフマン
出演：トミー・リー・ジョーンズ、

ウィル・スミス、リンダ・
フィオレンティーノ、ヴィン
セント・ドノフリオ、リップ・
トーン、トニー・シャルーブ、
シオバン・ファロン、マイク・
ナスバウム

デジタル配信中
Blu-ray：2,619 円（税込）、DVD：1,551 円（税込）
発売・販売元：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
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　缶コーヒーBOSSのCMでおなじみ、宇宙人ジョーン
ズこと“トミー・リー・ジョーンズ”と、ドル箱スター“ウィ
ル・スミス”のコンビが、悪漢のエイリアンと闘う大活劇
コメディーである。強

こわもて
面だがハーバード大学卒というイ

ンテリ男優のトミーと、2022年のアカデミー賞授賞式で
司会者を平手打ちし、「10年間アカデミー賞の行事に
は出席不可」の罰を食らったウィルは、共に何度も来日
している“日本大好き俳優”という共通点がある。
　“エイリアン”ものというと、一見グロテスクで怖いと
いうイメージが先に立つが、どっこい ！ 　本作ではグ
ロは笑いの中に封じ込められる場合が多く、さほど気に
ならない。スピーディーな運びのドンパチ映画だが、アイ
デア満載の上、映像処理がハイレベルで、見応え十分
だ。アカデミー賞にも美術・作曲・メイクアップ（受賞）賞
でノミネートされている。
　スタートは、星空をトンボが飛んでいる。これが走行
中のトラックのフロントガラスに当たり、破体し ？ 　体
液がガラスに付着する。「バグ（虫けら）め！」との台詞
が吐かれるが、これが映画全体のキーワードになる。本
作は虫のエイリアンと人間との、壮絶な戦いを描いた
物語なのだ。トラックはメキシコからアメリカへの密入
国者を10人ほど乗せており、国境警備隊に制止を食ら
う。すると大型の乗用車がやって来て「移民局員」を名
乗る二人が、密入国者の一人を隔離。隔離されたのは

何とエイリアン（宇宙人）で、即退治される。「移民局」
の二人は、「M・I・B（メン・イン・ブラック）：地球でのエ
イリアンの動きを監視する機関」のK（トミー・リー・ジョ
ーンズ）とD（リチャード・ハミルトン）であった。
　話は一転 ！ 　ジェームズ・エドワード（ウィル・スミ
ス）は、抜群の身体能力・口撃力を持つニューヨーク市
警の刑事である。ある日、建物の壁を容易によじ登り、
人間とは思えない瞬発力や反撃力を持つ男（エイリア
ン）を追うが、その男は墜死する。この話はなかなか信
じてもらえないが、Dの後釜として新たな相棒を探して
いるKが、彼にアプローチをかけて来る。
　その後、Z（リップ・トーン）が統率する「M・I・B」の選
抜試験を通過したジェームズは、過去を消され“J”とい
う名をもらい、Kとコンビを組んで活動を始める。まるで

『48時間』（1982年）のニック・ノルティとエディ・マーフ
ィのコンビのようだ。地球上には亡命宇宙人が1,500ほ
ど潜んでおり、大半はマンハッタンで（人間の姿で）真
面目に生活し、「M・I・B」では本来の姿をしたエイリア
ンが、人間と共に働いているという設定だ。
　並行して、とある田舎の一軒家の庭に飛行物体が激
突。亭主（ヴィンセント・ドノフリオ）ができた穴を覗くと、
一瞬で引きずり込まれ皮膚以外を食べられ？、皮膚の
服を着たエイリアンにとって代わられる。「まるで漫画
だ ！ 」。それもそのはず、本作の原作はエアセル・コミ
ック（現マーベル・コミック）から刊行された『The Men 
in Black』（1990～91年：ローウェル・J・カニンガム）
なのだ。

　亭主エドガーになったのはバグ（ゴキブリ）で、まさに
「ゴキブリ亭主」だ ！ 　このバグ（エドガー）が、宝石
商に化けているある星の要人を殺害し、彼が守っていた

「銀河」を略奪したことで戦争が予告される。「銀河」
は原子エネルギーの宝庫であり、バグに奪われたので
万事休す ！ 　地球は攻撃の対象となった。「銀河」を
取り戻すのに与えられた時間は、1時間である。バグは
エイリアンの存在を確信している女性検視官・ローレル

（リンダ・フィオレンティーノ）を、宇宙逃亡時の食料にし
ようと誘拐。二人を追うKとJのコンビとの間で奇想天
外で壮絶な闘争が繰り広げられるが、「後は観てのお楽
しみ ！ 」ということになる。
　ではここで、厨房から映画を観てみよう。まずはエド
ガー家のキッチンである。田舎のボロい一軒家では、雑
然とした一部屋がダイニング兼キッチンである。ここで
は亭主の皮膚をまとったバグが、まるでゾンビのような
顔と歩き方で侵入。妻に大量の砂糖を入れた「砂糖
水」を作らせ飲んでいる。カブト虫などの昆虫を飼った
方なら一目瞭然 ！ 　「砂糖水」は昆虫のエネルギー
源であり、バグ・エイリアンがそれを踏襲しているのがバ
カバカしくておかしい。
　続いて「M・I・B」のオフィスのキッチンだが、観客は
ビックリ ！ 　70㎝ほどの細身のエイリアンが数匹で、
コーヒーを入れて飲んでいる。電子レンジや洒落たコー
ヒーメーカーがあり、CG処理されたエイリアンのリアル
な動きに、観客は2度ビックリである。彼らのサイズに合
わせたコーヒーの紙コップなど、細部にまで行き届いた
このキッチン作りには感心する。
　さて、殺された異星の要人の顔の中には瀕死のエイ
リアンがおり、「銀河系の場所はオリオンのベルト？」と
言い残す。「大銀河」はオリオン座のベルトラインかと
思われたが、飼い猫オリオンの首ベルトの「首飾り」の
中にあり、超大宇宙が極小域に閉じ込められた哲学的
アイデアは見事だ。一方、バグは「劣等感が強く気性が
激しい」という設定である。地球脱出用円盤に逃げよう
とするバグに、「てめえらは新聞紙のシミになるのがオ
チだ」と罵声を浴びせ、仲間のゴキブリを踏み潰すと、
逃げるのを中断して襲いかかってくるのが面白い。
　ところでSF映画でエイリアン（宇宙人・異星人）とい
う言葉が定着するのは、リドリー・スコット監督の『エイリ
アン』（1979年）からである。スイスの前衛画家“H・R・
ギーガー”が創作した異様な生命体の造形が、“エイリ
アン＝グロテスク”のイメージを決定付けた。
　本作の起点はこの辺りにあり、SF映画史上の名作の

ハラルの上を行く多様性？
異星人向けに活躍する台所
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㈱トータルフード代表
食の総合コンサルタント

小倉朋子

　世界には数多くの鍋があり、海外のお鍋も個性豊か

です。ヨーロッパでいうと、例えばスイス料理の「チー

ズフォンデュ」は乳製品がおいしい国ならではの鍋で、

鍋の中で加熱して溶けた状態のチーズに好きな食材

を絡めて食べます。スイスには「オイルフォンデュ」もあ

り、これは水の代わりに油を鍋で熱する油鍋です。食

材を素揚げさせてスパイシーなソースを付けて食べま

す。フランスの鍋の中で日本でも知られているのは、ポ

トフとブイヤベースではないでしょうか。ポトフはバラ肉

やソーセージなど肉類や野菜を大きく切って入れて、

コトコト時間をかけて煮込みます。火にかけたらそのま

ま食材が柔らかくなるまで煮込むだけなので、手間の

かからない冬の定番料理です。昔は暖炉の上で加熱し

たそうです。ブイヤベースは海老や貝類など多くの魚

介類をつゆで軽く煮て、たっぷりのつゆごと具だくさん

スープのように食べる料理です。ポトフには香草、ブイ

ヤベースにはサフランを入れるのも特徴で、香りを重ん

じるフランスならではの鍋だと思います。フランスは

シェアをする食習慣はありませんから、鍋と言っても、

最初から各自にサーブされます。

　日本では、鍋料理は水分が伴うと考えられています

が、海外はそうではありません。ブルガリアの「ギュヴェ

チ」は、同名の鍋の中に野菜や肉類を入れて蒸らし焼

きをさせます。スペインやポルトガルなども、専用の鍋

で蒸し煮や蒸し焼きにした料理が鍋です。ヨーロッパで

は「水なし」鍋の国が大半です。水が豊富な国とそう

ではない国があり、料理はその土地の環境を背景に生

まれることが分かります。

　アジアにもさまざまな個性あふれる鍋があります。韓

国の参鶏湯は、一羽の鶏肉の中に黒米やナツメなど

薬膳に通じる食材を詰めて煮込むので、滋養強壮に良

いとされ、夏バテ防止のために真夏の暑い時期に食べ

ます。鍋が冬の定番料理である日本とは、違う視点で

すね。

　その他、韓国は、チゲ鍋などの辛味の効いた鍋や、

日本のすき焼きのようなプルコギなど、多くの鍋が存

在します。鍋料理の最後に、ご飯ではなくラーメンを入

れることも珍しくありません。それは、ダシに辛い味噌

やニンニクなどのインパクトのある薬味を入れるため、

中華麺でも対応できるのです。日本の鍋だと、ラーメン

の方がつゆに勝ってしまうので、やはりご飯やうどんの

方が合いますね。韓国の一般の家庭に伺った時に、

ラーメンと共に、鍋全体を覆うほどに大量なノリを投入

していていて、驚いた記憶があります。シェアをする食

習慣ですが、取り箸を使用するのはマナ―違反で、じ

か箸がエチケットになるのも、日本とは真逆です。

　中国は大国なので、地域ごとにさまざまな鍋があり

ます。四川の主な地域は良い食材があまりないので家

畜を使ったり、冬が極寒なので、辛味の効いた鍋を食

べたりして体を温めます。

　その国の鍋料理を食べると、その国の風景にも触れ

た気がします。元は地域の食材廃棄を減らす料理とし

て生まれた側面もある料理なので、冷蔵庫にある食材

を入れてもおいしくできますから、家庭の食品ロス軽減

にも役立ちます。

2022年は新型コロナ禍の影響で、自宅用の鍋つゆ

が豊富に発売されました。ヒットの一つに焼肉味の鍋汁

があり、鍋ではない料理の味を鍋に転換することでヒッ

トとなっています。自宅用の鍋つゆは一人用からあり、

利便性に富むものが主流です。もはや、鍋料理は「皆

で食べる料理」ではなくなっているのかもしれません。

小倉朋子の小倉朋子の
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一般社団法人日本厨房工業会
　広報編集委員会

一般社団法人 日本厨房工業会
東京都千代田区神田須田町2‐2‐5

翔和須田町ビルⅡ8階
TEL　03-5244-4834　FAX　03-5244-4835

　その他ご不明な点は、事務局まで、お問い合わせください。

「工業会会員による点検・買い換え
促進キャンペーン」ポスター配布のご案内

　一般社団法人日本厨房工業会では、「工業会会員に
よる点検・買い換え促進キャンペーン」のポスター
を作成致しました。これは、
●工業会会員さまと工業会の知名度の向上
●定期メンテナンスの実施による買い換え需要の掘
り起こしまたは買い換え計画の提案
●クライアント/ユーザーさまが提供する商品の品質
の安定・生産性の向上・機器の安全と安心・清掃
することによる事故防止
　を目的とし、工業会会員のクライアント並びにユ
ーザーさまに厨房機器の定期点検を促進し、食の安
全・安心の意識を高めていただくことを旨としてお
り、今後官公庁等へPRして行く予定です。
　会員の皆さまには現在厨房機器を使用されている
クライアント/ユーザーさまにこのポスターを頒布し
ていただき、是非今後のビジネスにお役立ていただ
ければと存じます。
　ポスターのデータはPDF形式です。工業会のホー
ムページ（https://www.jfea.or.jp/）からダウンロー
ドし、印刷してお使いください。A4判・カラーでの
印刷を推奨しておりますが、モノクロ印刷でも利用
できるデザインとなっております。

　本ポスターの著作権並びにキャラクター肖像権は、一
般社団法人日本厨房工業会に属します。使用・配布形態
に関しては、特に制限はございません。ただしポスター
右下の「会員名記入・刻印欄」に貴社名を入れる以外の
改変を行っての配布、有償での配布や商品化等の二次使
用についてはご遠慮くださるようお願い申し上げます。

※使用例
●印刷したポスターをクライアント/ユーザー様にお渡しし、厨房機器や従業員室等に貼るようにお勧め
してください。
●応接室等、外部の方に見える所に貼ってください。
●チラシとして、商品カタログやマニュアル等に折り込んでください。

㈱トータルフード代表
食の総合コンサルタント

小倉朋子

　世界には数多くの鍋があり、海外のお鍋も個性豊か

です。ヨーロッパでいうと、例えばスイス料理の「チー

ズフォンデュ」は乳製品がおいしい国ならではの鍋で、

鍋の中で加熱して溶けた状態のチーズに好きな食材

を絡めて食べます。スイスには「オイルフォンデュ」もあ

り、これは水の代わりに油を鍋で熱する油鍋です。食

材を素揚げさせてスパイシーなソースを付けて食べま

す。フランスの鍋の中で日本でも知られているのは、ポ

トフとブイヤベースではないでしょうか。ポトフはバラ肉

やソーセージなど肉類や野菜を大きく切って入れて、

コトコト時間をかけて煮込みます。火にかけたらそのま

ま食材が柔らかくなるまで煮込むだけなので、手間の

かからない冬の定番料理です。昔は暖炉の上で加熱し

たそうです。ブイヤベースは海老や貝類など多くの魚

介類をつゆで軽く煮て、たっぷりのつゆごと具だくさん

スープのように食べる料理です。ポトフには香草、ブイ

ヤベースにはサフランを入れるのも特徴で、香りを重ん

じるフランスならではの鍋だと思います。フランスは

シェアをする食習慣はありませんから、鍋と言っても、

最初から各自にサーブされます。

　日本では、鍋料理は水分が伴うと考えられています

が、海外はそうではありません。ブルガリアの「ギュヴェ

チ」は、同名の鍋の中に野菜や肉類を入れて蒸らし焼

きをさせます。スペインやポルトガルなども、専用の鍋

で蒸し煮や蒸し焼きにした料理が鍋です。ヨーロッパで

は「水なし」鍋の国が大半です。水が豊富な国とそう

ではない国があり、料理はその土地の環境を背景に生

まれることが分かります。

　アジアにもさまざまな個性あふれる鍋があります。韓

国の参鶏湯は、一羽の鶏肉の中に黒米やナツメなど

薬膳に通じる食材を詰めて煮込むので、滋養強壮に良

いとされ、夏バテ防止のために真夏の暑い時期に食べ

ます。鍋が冬の定番料理である日本とは、違う視点で

すね。

　その他、韓国は、チゲ鍋などの辛味の効いた鍋や、

日本のすき焼きのようなプルコギなど、多くの鍋が存

在します。鍋料理の最後に、ご飯ではなくラーメンを入

れることも珍しくありません。それは、ダシに辛い味噌
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第11回　SDGsに関連する用語
＆情報解説（後編）

　今回も前回に引き続き、SDGsに関連する用語と情報
についての解説、ご紹介をしていきます。

    ダイバーシティ/インクルージョン

　ダイバーシティ（Diversity）は、日本語では主に「多様
性」と翻訳される言葉です。経営に関わる用語としては、
人種、国籍、信仰、思想信条、性別/性的指向、年齢、心身
障がいの有無等の違いを持つさまざまな人材を採用し活
用することで自由な発想を生み出し、競争力を向上させよ
うとする「ダイバーシティ経営」の文脈で使われます。
　インクルージョン（Inclusion）は、日本語では「包含」
「包括」等と翻訳される言葉ですが、SDGsに関しては、
主に「包摂（包摂性）」という表現で使われます。多様性
を持つ人 を々否定せず受け入れ、尊重し、差別することな
く協働することを目指す考え方として、ダイバーシティと
統合的に使われます。
　ダイバーシティとインクルージョンは共に、SDGsとその
大元である国連の持続可能な開発に関する実施計画
「2030アジェンダ」（連載第1回参照）の思想的な支柱と
なっている考え方です。

    DX/GX/SX

　「DX」という言葉は、おそらくほとんどの方が聞いたこ

とがあるのではないでしょうか。「デジタル・トランスフォー
メーション（Digital Transformation）」の略で、経済
産業省の定義では「企業がビジネス環境の激しい変化に
対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会の
ニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革す
るとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・
風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされる
考え方です。
　Digital Transformationがなぜ「DX」と略される
かですが、「移動」や「移行」を意味する“trance”が、交
差するという意味を持つ「cross」と語源を同じくするた
め、慣用的に「X」が使用されています。
　同じく「X」＝Transformationを使う言葉として
「GX」と「SX」がありますので、併せて覚えておきま
しょう。
　「GX」は「グリーン・トランスフォーメーション（Green 
Transformation）の略で、気候変動対策のための取り
組みを成長の機会としてとらえ、温室効果ガス排出量の
削減と競争力の向上を両立させるために経済や社会の
仕組みの変革を目指す考え方です。
　「SX」は（サステナビリティ・トランスフォーション
（Sustainability Transformation）の略で、企業の持
続可能性（収益性）と社会の持続可能性を同期化させる
ための経営や対話を行っていくことが重要であると考え、
それを実現するための変革を目指す考え方になります。

　一つ一つの用語に関わる運用の詳細は省略しますが、
理解の方向性としては「X」すなわちTransformation
という言葉に注目していただくとよいでしょう。
　Transformationは、日本語の「変身」「変化」等に翻
訳される言葉ですが、元の姿を残さないくらいの「完全な
変化」という意味合いを持っています。したがって、これら
の用語は、ただ単に「デジタル」「グリーン」「サステナビ
リティ」の取り組みを求めているのではなく、これらの価
値観を主軸としてかつ複合的に取り組むことによって、
組織や社会のありかたそのものをまったく新しいものに
作り替えることを企図するものとなっています。

    “新しい考え方”への接し方

　「X」が象徴するように、ダイバーシティ、インクルージョ
ン、DX、GX、SXといった新しい考え方に共通するのは、
社会の価値観の変容を機会と捉え、経営や事業、ひいて
は社会そのもののあり方を変革すると共に、経済的な成
長との両立を図るという考え方です。
　本連載を通じて、SDGsが政治的機能や経済的機能
（連載第1回参照）を有しており、私たちの経営環境を大き
く変えるものであるとお伝えしてきましたが、これらの新し
い考え方も、持続可能性という観点で方向性を同じくする
ものであることは言うまでもありません。
　したがって、SDGsの取り組みに際しては、これらの新し
い考え方を避けて通ることは不可能と考えていただくべき
です。
　もちろん、厨房設備事業者さま、特に中小企業さまの事
業形態を鑑みると、これらの価値観や施策を取り入れると
いうことへの難しさも多々あると考えられますが、これらの
言葉、または、おそらく今後も登場する新しい言葉が内包
する考え方や価値観を注視し、自社のSDGs戦略に反映
することが望まれます。

    SDGsの取り組みに関わる
　 公的認定制度（例）

①えるぼし認定制度（厚労省）
　女性活躍推進法に基づき女性活用に関する行動計画
を提出した企業のうち、優良な取り組みを行っている企
業を認定する制度です。認定は「えるぼし」3ランクと、特

に優れた成果を生んでいる企業に与えられる「プラチナ
えるぼし」があります。えるぼしの「える」には、Lady（女
性）、Labor（働く）、Lead（手本）等の意味があり、女性
が星のように輝く社会の実現への願いを込めて「えるぼ
し」とネーミングされています。

②くるみん認定制度（厚労省）
次世代育成支援対策推進法に基づき仕事と子育ての

両立を図るための行動計画を策定した企業のうち、一定の
目標を達成した企業を認定する制度です。子どもを包む
「おくるみ」と、会社「ぐるみ」で仕事と子育ての両立を推進
するという二つの意味で、「くるみん」とネーミングされてい
ます。認定には、取り組みの達成状況に応じた「トライくるみ
ん」「くるみん」「プラチナくるみん」の3ランクがあります。

③ユースエール（厚労省）
　若者雇用促進法に基づき新卒・第2新卒者の採用・育
成を積極的・計画的に行っており、離職率、労働時間等に
おいて一定の要件を満たしている企業を認定する制度で
す。若者（ユース）を応援する（エール）という意味で、
「ユースエール」とネーミングされています。
　若年者の雇用に関わる施策ではありますが、有給休暇、
育児休業、キャリアコンサルティング、女性管理職割合等
についても評価の対象となりますので、全年齢層にとって
働きやすい環境を整備することが求められる制度となって
います。

　えるぼし認定、くるみん認定、ユースエールの各制度は
基本的な考え方や認定スキームが共通していますので、
統合的に取り組むことも有効でしょう。

④安全衛生優良企業公表制度（厚労省）
　従業員の安全確保や健康増進のための施策に積極的
に取り組み、法令遵守や労働災害の発生状況等において
一定の基準を満たしている企業を認定する制度です。健
康増進とある通り、安全面に限らず、過重労働や受動喫
煙対策といった要素も考慮されますので、企業における安
全で快適な職場環境・労働環境作りを総合的に評価する
施策となっています。

⑤健康経営顕彰制度（経産省）
　「健康経営」とは、経営の重要な要素として従業員の健
康管理を位置付け、従業員の健康増進のための取り組み
を戦略的に実践することを意味しています。この制度は、
「日本再興戦略」等の一環として、健康経営に関して優れ
た取り組みを行っている企業を選定・認定するものです。
　東証上場企業から選定される「健康経営銘柄」とそれ
以外の企業を認定対象とする「健康経営優良法人」の二
つの制度があり、それぞれの選定・認定フローも異なってい
ます。

⑥事業継続力強化計画（経産省）
 　中小企業強靱化法に基づき自然災害、パンデミック、サ
イバー攻撃等に関わるリスクについて防災・減災のための
事前計画を策定した企業を認定する制度です。いわゆる
BCPの考え方に基づく施策ですが、事業継続“力”という
ネーミングは、東日本大震災の経験を踏まえ、計画よりも実
際に何らかの行動をする実行力に重きが置かれているこ
とが理由となっています。そのため、従来型のBCPで求め
られていたマニュアル作成等の要件はなく、中小企業での
取り組みやすさが重視された施策となっています。

⑦DX認定制度（経産省）
　情報処理の促進に関する法律に基づき、DXに関して
経営者に求められる対応を取りまとめた「デジタルガバナ
ンス・コード」を基にした取り組みを推進する体制が整っ
ている企業を認定する制度です。
　「体制が整っている」と書きましたが、この制度は取り
組みの実績ではなく、DXにより自社の事業を変革させる
「準備ができている」企業を認定するものとなっていま
す。この状態を「DX-Ready」と呼び、上位制度として、
認定企業の中から優れた取り組み実績のある企業を選
定する「DXセレクション」「DX銘柄」制度も用意されて
います。

    認定制度の活用の仕方

今回ご紹介した各制度は、各省庁が積極的に普及に取
り組んでいますので、工業会会員企業さまにおいても、既
に認定を取得されている企業さま、検討されている企業さ
まも多いことかと思います。

　これらの制度は、「SDGs認証登録等制度」（連載第9
回参照）とは異なり、SDGsやサステナビリティといった価
値観を直接的にうたうものではありませんが、SDGsを構
成する17の目標のどれか、または複数に資する施策であ
るということはご理解いただけることでしょう。既に認定を
取得されている企業さまであればSDGsに関する立派な
実績となりますし、これから取り組まれるのであれば、
SDGsに関する目標となり得ることも、本連載を通じてお
伝えしてきた通りです。
　認定マーク等の使用により、自社の取り組みに関する客
観的な評価を外部に示すことができますので、SDGsに関
わる説明責任やコミュニケーション（本連載第8・9回参照）
の観点からも有効な施策と言えます。
　とはいえ、どの施策も中小企業を対象に含んではいます
が、前述の新しい考え方への取り組み同様、組織形態や
事業規模により、認定取得まで取り組むことは難しいとい
う企業さまも決して少なくないでしょう。
　そのような場合であっても、これらの制度を参照するこ
とや、SDGsの取り組みの手引き、マニュアル等として使っ
ていただくことをおススメします。
　前述の通り、これらの制度は、SDGsの17の目標に関
わる要素を必ず持っています。したがって、これらの施策
の認定要件や求められる成果は、SDGsの取り組みにつ
いての「型」を構成するものとなっています。例えば総合
評価として認定には至らないとしても、各制度で評価の
対象となる要素やその基準を参考にして自社のSDGsの
取り組みを決定していただくだけでも、非常に有用である
ことは間違いありません。
　また、「SDGs認証登録等制度」のご紹介の際にもお伝
えしたように、公的制度を活用する経営上のメリットとし
て、公共調達での加点評価、税制上の優遇措置、補助金/
助成金の支給、低金利での融資/保証枠の拡大等の支援
施策を活用できることが挙げられます。
　今回ご紹介したすべての制度にも、何らかのインセン
ティブが用意されています。
　本連載では「SDGs実装型経営」としてお伝えしてきま
したが、SDGsへの取り組みにおいては、企業に求められ
る新しい価値観への対応を通じて事業の体質強化を図る
と共に、働きやすい環境を作ることを積極的に推進すべき
です。SDGsの取り組みの「経済的目的」（本連載第3回～
参照）として位置付けて、認定制度と優遇措置を積極的に

SDGs実践講座
社会貢献 今から始める企業のための今から始める企業のための 活用することを考えてみましょう。
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　今回も前回に引き続き、SDGsに関連する用語と情報
についての解説、ご紹介をしていきます。

    ダイバーシティ/インクルージョン

　ダイバーシティ（Diversity）は、日本語では主に「多様
性」と翻訳される言葉です。経営に関わる用語としては、
人種、国籍、信仰、思想信条、性別/性的指向、年齢、心身
障がいの有無等の違いを持つさまざまな人材を採用し活
用することで自由な発想を生み出し、競争力を向上させよ
うとする「ダイバーシティ経営」の文脈で使われます。
　インクルージョン（Inclusion）は、日本語では「包含」
「包括」等と翻訳される言葉ですが、SDGsに関しては、
主に「包摂（包摂性）」という表現で使われます。多様性
を持つ人 を々否定せず受け入れ、尊重し、差別することな
く協働することを目指す考え方として、ダイバーシティと
統合的に使われます。
　ダイバーシティとインクルージョンは共に、SDGsとその
大元である国連の持続可能な開発に関する実施計画
「2030アジェンダ」（連載第1回参照）の思想的な支柱と
なっている考え方です。

    DX/GX/SX

　「DX」という言葉は、おそらくほとんどの方が聞いたこ

とがあるのではないでしょうか。「デジタル・トランスフォー
メーション（Digital Transformation）」の略で、経済
産業省の定義では「企業がビジネス環境の激しい変化に
対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会の
ニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革す
るとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・
風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされる
考え方です。
　Digital Transformationがなぜ「DX」と略される
かですが、「移動」や「移行」を意味する“trance”が、交
差するという意味を持つ「cross」と語源を同じくするた
め、慣用的に「X」が使用されています。
　同じく「X」＝Transformationを使う言葉として
「GX」と「SX」がありますので、併せて覚えておきま
しょう。
　「GX」は「グリーン・トランスフォーメーション（Green 
Transformation）の略で、気候変動対策のための取り
組みを成長の機会としてとらえ、温室効果ガス排出量の
削減と競争力の向上を両立させるために経済や社会の
仕組みの変革を目指す考え方です。
　「SX」は（サステナビリティ・トランスフォーション
（Sustainability Transformation）の略で、企業の持
続可能性（収益性）と社会の持続可能性を同期化させる
ための経営や対話を行っていくことが重要であると考え、
それを実現するための変革を目指す考え方になります。

　一つ一つの用語に関わる運用の詳細は省略しますが、
理解の方向性としては「X」すなわちTransformation
という言葉に注目していただくとよいでしょう。
　Transformationは、日本語の「変身」「変化」等に翻
訳される言葉ですが、元の姿を残さないくらいの「完全な
変化」という意味合いを持っています。したがって、これら
の用語は、ただ単に「デジタル」「グリーン」「サステナビ
リティ」の取り組みを求めているのではなく、これらの価
値観を主軸としてかつ複合的に取り組むことによって、
組織や社会のありかたそのものをまったく新しいものに
作り替えることを企図するものとなっています。

    “新しい考え方”への接し方

　「X」が象徴するように、ダイバーシティ、インクルージョ
ン、DX、GX、SXといった新しい考え方に共通するのは、
社会の価値観の変容を機会と捉え、経営や事業、ひいて
は社会そのもののあり方を変革すると共に、経済的な成
長との両立を図るという考え方です。
　本連載を通じて、SDGsが政治的機能や経済的機能
（連載第1回参照）を有しており、私たちの経営環境を大き
く変えるものであるとお伝えしてきましたが、これらの新し
い考え方も、持続可能性という観点で方向性を同じくする
ものであることは言うまでもありません。
　したがって、SDGsの取り組みに際しては、これらの新し
い考え方を避けて通ることは不可能と考えていただくべき
です。
　もちろん、厨房設備事業者さま、特に中小企業さまの事
業形態を鑑みると、これらの価値観や施策を取り入れると
いうことへの難しさも多々あると考えられますが、これらの
言葉、または、おそらく今後も登場する新しい言葉が内包
する考え方や価値観を注視し、自社のSDGs戦略に反映
することが望まれます。

    SDGsの取り組みに関わる
　 公的認定制度（例）

①えるぼし認定制度（厚労省）
　女性活躍推進法に基づき女性活用に関する行動計画
を提出した企業のうち、優良な取り組みを行っている企
業を認定する制度です。認定は「えるぼし」3ランクと、特

に優れた成果を生んでいる企業に与えられる「プラチナ
えるぼし」があります。えるぼしの「える」には、Lady（女
性）、Labor（働く）、Lead（手本）等の意味があり、女性
が星のように輝く社会の実現への願いを込めて「えるぼ
し」とネーミングされています。

②くるみん認定制度（厚労省）
次世代育成支援対策推進法に基づき仕事と子育ての

両立を図るための行動計画を策定した企業のうち、一定の
目標を達成した企業を認定する制度です。子どもを包む
「おくるみ」と、会社「ぐるみ」で仕事と子育ての両立を推進
するという二つの意味で、「くるみん」とネーミングされてい
ます。認定には、取り組みの達成状況に応じた「トライくるみ
ん」「くるみん」「プラチナくるみん」の3ランクがあります。

③ユースエール（厚労省）
　若者雇用促進法に基づき新卒・第2新卒者の採用・育
成を積極的・計画的に行っており、離職率、労働時間等に
おいて一定の要件を満たしている企業を認定する制度で
す。若者（ユース）を応援する（エール）という意味で、
「ユースエール」とネーミングされています。
　若年者の雇用に関わる施策ではありますが、有給休暇、
育児休業、キャリアコンサルティング、女性管理職割合等
についても評価の対象となりますので、全年齢層にとって
働きやすい環境を整備することが求められる制度となって
います。

　えるぼし認定、くるみん認定、ユースエールの各制度は
基本的な考え方や認定スキームが共通していますので、
統合的に取り組むことも有効でしょう。

④安全衛生優良企業公表制度（厚労省）
　従業員の安全確保や健康増進のための施策に積極的
に取り組み、法令遵守や労働災害の発生状況等において
一定の基準を満たしている企業を認定する制度です。健
康増進とある通り、安全面に限らず、過重労働や受動喫
煙対策といった要素も考慮されますので、企業における安
全で快適な職場環境・労働環境作りを総合的に評価する
施策となっています。

⑤健康経営顕彰制度（経産省）
　「健康経営」とは、経営の重要な要素として従業員の健
康管理を位置付け、従業員の健康増進のための取り組み
を戦略的に実践することを意味しています。この制度は、
「日本再興戦略」等の一環として、健康経営に関して優れ
た取り組みを行っている企業を選定・認定するものです。
　東証上場企業から選定される「健康経営銘柄」とそれ
以外の企業を認定対象とする「健康経営優良法人」の二
つの制度があり、それぞれの選定・認定フローも異なってい
ます。

⑥事業継続力強化計画（経産省）
 　中小企業強靱化法に基づき自然災害、パンデミック、サ
イバー攻撃等に関わるリスクについて防災・減災のための
事前計画を策定した企業を認定する制度です。いわゆる
BCPの考え方に基づく施策ですが、事業継続“力”という
ネーミングは、東日本大震災の経験を踏まえ、計画よりも実
際に何らかの行動をする実行力に重きが置かれているこ
とが理由となっています。そのため、従来型のBCPで求め
られていたマニュアル作成等の要件はなく、中小企業での
取り組みやすさが重視された施策となっています。

⑦DX認定制度（経産省）
　情報処理の促進に関する法律に基づき、DXに関して
経営者に求められる対応を取りまとめた「デジタルガバナ
ンス・コード」を基にした取り組みを推進する体制が整っ
ている企業を認定する制度です。
　「体制が整っている」と書きましたが、この制度は取り
組みの実績ではなく、DXにより自社の事業を変革させる
「準備ができている」企業を認定するものとなっていま
す。この状態を「DX-Ready」と呼び、上位制度として、
認定企業の中から優れた取り組み実績のある企業を選
定する「DXセレクション」「DX銘柄」制度も用意されて
います。

    認定制度の活用の仕方

今回ご紹介した各制度は、各省庁が積極的に普及に取
り組んでいますので、工業会会員企業さまにおいても、既
に認定を取得されている企業さま、検討されている企業さ
まも多いことかと思います。

　これらの制度は、「SDGs認証登録等制度」（連載第9
回参照）とは異なり、SDGsやサステナビリティといった価
値観を直接的にうたうものではありませんが、SDGsを構
成する17の目標のどれか、または複数に資する施策であ
るということはご理解いただけることでしょう。既に認定を
取得されている企業さまであればSDGsに関する立派な
実績となりますし、これから取り組まれるのであれば、
SDGsに関する目標となり得ることも、本連載を通じてお
伝えしてきた通りです。
　認定マーク等の使用により、自社の取り組みに関する客
観的な評価を外部に示すことができますので、SDGsに関
わる説明責任やコミュニケーション（本連載第8・9回参照）
の観点からも有効な施策と言えます。
　とはいえ、どの施策も中小企業を対象に含んではいます
が、前述の新しい考え方への取り組み同様、組織形態や
事業規模により、認定取得まで取り組むことは難しいとい
う企業さまも決して少なくないでしょう。
　そのような場合であっても、これらの制度を参照するこ
とや、SDGsの取り組みの手引き、マニュアル等として使っ
ていただくことをおススメします。
　前述の通り、これらの制度は、SDGsの17の目標に関
わる要素を必ず持っています。したがって、これらの施策
の認定要件や求められる成果は、SDGsの取り組みにつ
いての「型」を構成するものとなっています。例えば総合
評価として認定には至らないとしても、各制度で評価の
対象となる要素やその基準を参考にして自社のSDGsの
取り組みを決定していただくだけでも、非常に有用である
ことは間違いありません。
　また、「SDGs認証登録等制度」のご紹介の際にもお伝
えしたように、公的制度を活用する経営上のメリットとし
て、公共調達での加点評価、税制上の優遇措置、補助金/
助成金の支給、低金利での融資/保証枠の拡大等の支援
施策を活用できることが挙げられます。
　今回ご紹介したすべての制度にも、何らかのインセン
ティブが用意されています。
　本連載では「SDGs実装型経営」としてお伝えしてきま
したが、SDGsへの取り組みにおいては、企業に求められ
る新しい価値観への対応を通じて事業の体質強化を図る
と共に、働きやすい環境を作ることを積極的に推進すべき
です。SDGsの取り組みの「経済的目的」（本連載第3回～
参照）として位置付けて、認定制度と優遇措置を積極的に
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第11回　SDGsに関連する用語
＆情報解説（後編）

　今回も前回に引き続き、SDGsに関連する用語と情報
についての解説、ご紹介をしていきます。

    ダイバーシティ/インクルージョン

　ダイバーシティ（Diversity）は、日本語では主に「多様
性」と翻訳される言葉です。経営に関わる用語としては、
人種、国籍、信仰、思想信条、性別/性的指向、年齢、心身
障がいの有無等の違いを持つさまざまな人材を採用し活
用することで自由な発想を生み出し、競争力を向上させよ
うとする「ダイバーシティ経営」の文脈で使われます。
　インクルージョン（Inclusion）は、日本語では「包含」
「包括」等と翻訳される言葉ですが、SDGsに関しては、
主に「包摂（包摂性）」という表現で使われます。多様性
を持つ人 を々否定せず受け入れ、尊重し、差別することな
く協働することを目指す考え方として、ダイバーシティと
統合的に使われます。
　ダイバーシティとインクルージョンは共に、SDGsとその
大元である国連の持続可能な開発に関する実施計画
「2030アジェンダ」（連載第1回参照）の思想的な支柱と
なっている考え方です。

    DX/GX/SX

　「DX」という言葉は、おそらくほとんどの方が聞いたこ

とがあるのではないでしょうか。「デジタル・トランスフォー
メーション（Digital Transformation）」の略で、経済
産業省の定義では「企業がビジネス環境の激しい変化に
対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会の
ニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革す
るとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・
風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされる
考え方です。
　Digital Transformationがなぜ「DX」と略される
かですが、「移動」や「移行」を意味する“trance”が、交
差するという意味を持つ「cross」と語源を同じくするた
め、慣用的に「X」が使用されています。
　同じく「X」＝Transformationを使う言葉として
「GX」と「SX」がありますので、併せて覚えておきま
しょう。
　「GX」は「グリーン・トランスフォーメーション（Green 
Transformation）の略で、気候変動対策のための取り
組みを成長の機会としてとらえ、温室効果ガス排出量の
削減と競争力の向上を両立させるために経済や社会の
仕組みの変革を目指す考え方です。
　「SX」は（サステナビリティ・トランスフォーション
（Sustainability Transformation）の略で、企業の持
続可能性（収益性）と社会の持続可能性を同期化させる
ための経営や対話を行っていくことが重要であると考え、
それを実現するための変革を目指す考え方になります。

　一つ一つの用語に関わる運用の詳細は省略しますが、
理解の方向性としては「X」すなわちTransformation
という言葉に注目していただくとよいでしょう。
　Transformationは、日本語の「変身」「変化」等に翻
訳される言葉ですが、元の姿を残さないくらいの「完全な
変化」という意味合いを持っています。したがって、これら
の用語は、ただ単に「デジタル」「グリーン」「サステナビ
リティ」の取り組みを求めているのではなく、これらの価
値観を主軸としてかつ複合的に取り組むことによって、
組織や社会のありかたそのものをまったく新しいものに
作り替えることを企図するものとなっています。

    “新しい考え方”への接し方

　「X」が象徴するように、ダイバーシティ、インクルージョ
ン、DX、GX、SXといった新しい考え方に共通するのは、
社会の価値観の変容を機会と捉え、経営や事業、ひいて
は社会そのもののあり方を変革すると共に、経済的な成
長との両立を図るという考え方です。
　本連載を通じて、SDGsが政治的機能や経済的機能
（連載第1回参照）を有しており、私たちの経営環境を大き
く変えるものであるとお伝えしてきましたが、これらの新し
い考え方も、持続可能性という観点で方向性を同じくする
ものであることは言うまでもありません。
　したがって、SDGsの取り組みに際しては、これらの新し
い考え方を避けて通ることは不可能と考えていただくべき
です。
　もちろん、厨房設備事業者さま、特に中小企業さまの事
業形態を鑑みると、これらの価値観や施策を取り入れると
いうことへの難しさも多々あると考えられますが、これらの
言葉、または、おそらく今後も登場する新しい言葉が内包
する考え方や価値観を注視し、自社のSDGs戦略に反映
することが望まれます。

    SDGsの取り組みに関わる
　 公的認定制度（例）

①えるぼし認定制度（厚労省）
　女性活躍推進法に基づき女性活用に関する行動計画
を提出した企業のうち、優良な取り組みを行っている企
業を認定する制度です。認定は「えるぼし」3ランクと、特

に優れた成果を生んでいる企業に与えられる「プラチナ
えるぼし」があります。えるぼしの「える」には、Lady（女
性）、Labor（働く）、Lead（手本）等の意味があり、女性
が星のように輝く社会の実現への願いを込めて「えるぼ
し」とネーミングされています。

②くるみん認定制度（厚労省）
次世代育成支援対策推進法に基づき仕事と子育ての

両立を図るための行動計画を策定した企業のうち、一定の
目標を達成した企業を認定する制度です。子どもを包む
「おくるみ」と、会社「ぐるみ」で仕事と子育ての両立を推進
するという二つの意味で、「くるみん」とネーミングされてい
ます。認定には、取り組みの達成状況に応じた「トライくるみ
ん」「くるみん」「プラチナくるみん」の3ランクがあります。

③ユースエール（厚労省）
　若者雇用促進法に基づき新卒・第2新卒者の採用・育
成を積極的・計画的に行っており、離職率、労働時間等に
おいて一定の要件を満たしている企業を認定する制度で
す。若者（ユース）を応援する（エール）という意味で、
「ユースエール」とネーミングされています。
　若年者の雇用に関わる施策ではありますが、有給休暇、
育児休業、キャリアコンサルティング、女性管理職割合等
についても評価の対象となりますので、全年齢層にとって
働きやすい環境を整備することが求められる制度となって
います。

　えるぼし認定、くるみん認定、ユースエールの各制度は
基本的な考え方や認定スキームが共通していますので、
統合的に取り組むことも有効でしょう。

④安全衛生優良企業公表制度（厚労省）
　従業員の安全確保や健康増進のための施策に積極的
に取り組み、法令遵守や労働災害の発生状況等において
一定の基準を満たしている企業を認定する制度です。健
康増進とある通り、安全面に限らず、過重労働や受動喫
煙対策といった要素も考慮されますので、企業における安
全で快適な職場環境・労働環境作りを総合的に評価する
施策となっています。

⑤健康経営顕彰制度（経産省）
　「健康経営」とは、経営の重要な要素として従業員の健
康管理を位置付け、従業員の健康増進のための取り組み
を戦略的に実践することを意味しています。この制度は、
「日本再興戦略」等の一環として、健康経営に関して優れ
た取り組みを行っている企業を選定・認定するものです。
　東証上場企業から選定される「健康経営銘柄」とそれ
以外の企業を認定対象とする「健康経営優良法人」の二
つの制度があり、それぞれの選定・認定フローも異なってい
ます。

⑥事業継続力強化計画（経産省）
 　中小企業強靱化法に基づき自然災害、パンデミック、サ
イバー攻撃等に関わるリスクについて防災・減災のための
事前計画を策定した企業を認定する制度です。いわゆる
BCPの考え方に基づく施策ですが、事業継続“力”という
ネーミングは、東日本大震災の経験を踏まえ、計画よりも実
際に何らかの行動をする実行力に重きが置かれているこ
とが理由となっています。そのため、従来型のBCPで求め
られていたマニュアル作成等の要件はなく、中小企業での
取り組みやすさが重視された施策となっています。

⑦DX認定制度（経産省）
　情報処理の促進に関する法律に基づき、DXに関して
経営者に求められる対応を取りまとめた「デジタルガバナ
ンス・コード」を基にした取り組みを推進する体制が整っ
ている企業を認定する制度です。
　「体制が整っている」と書きましたが、この制度は取り
組みの実績ではなく、DXにより自社の事業を変革させる
「準備ができている」企業を認定するものとなっていま
す。この状態を「DX-Ready」と呼び、上位制度として、
認定企業の中から優れた取り組み実績のある企業を選
定する「DXセレクション」「DX銘柄」制度も用意されて
います。

    認定制度の活用の仕方

今回ご紹介した各制度は、各省庁が積極的に普及に取
り組んでいますので、工業会会員企業さまにおいても、既
に認定を取得されている企業さま、検討されている企業さ
まも多いことかと思います。

　これらの制度は、「SDGs認証登録等制度」（連載第9
回参照）とは異なり、SDGsやサステナビリティといった価
値観を直接的にうたうものではありませんが、SDGsを構
成する17の目標のどれか、または複数に資する施策であ
るということはご理解いただけることでしょう。既に認定を
取得されている企業さまであればSDGsに関する立派な
実績となりますし、これから取り組まれるのであれば、
SDGsに関する目標となり得ることも、本連載を通じてお
伝えしてきた通りです。
　認定マーク等の使用により、自社の取り組みに関する客
観的な評価を外部に示すことができますので、SDGsに関
わる説明責任やコミュニケーション（本連載第8・9回参照）
の観点からも有効な施策と言えます。
　とはいえ、どの施策も中小企業を対象に含んではいます
が、前述の新しい考え方への取り組み同様、組織形態や
事業規模により、認定取得まで取り組むことは難しいとい
う企業さまも決して少なくないでしょう。
　そのような場合であっても、これらの制度を参照するこ
とや、SDGsの取り組みの手引き、マニュアル等として使っ
ていただくことをおススメします。
　前述の通り、これらの制度は、SDGsの17の目標に関
わる要素を必ず持っています。したがって、これらの施策
の認定要件や求められる成果は、SDGsの取り組みにつ
いての「型」を構成するものとなっています。例えば総合
評価として認定には至らないとしても、各制度で評価の
対象となる要素やその基準を参考にして自社のSDGsの
取り組みを決定していただくだけでも、非常に有用である
ことは間違いありません。
　また、「SDGs認証登録等制度」のご紹介の際にもお伝
えしたように、公的制度を活用する経営上のメリットとし
て、公共調達での加点評価、税制上の優遇措置、補助金/
助成金の支給、低金利での融資/保証枠の拡大等の支援
施策を活用できることが挙げられます。
　今回ご紹介したすべての制度にも、何らかのインセン
ティブが用意されています。
　本連載では「SDGs実装型経営」としてお伝えしてきま
したが、SDGsへの取り組みにおいては、企業に求められ
る新しい価値観への対応を通じて事業の体質強化を図る
と共に、働きやすい環境を作ることを積極的に推進すべき
です。SDGsの取り組みの「経済的目的」（本連載第3回～
参照）として位置付けて、認定制度と優遇措置を積極的に

活用することを考えてみましょう。
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　今回も前回に引き続き、SDGsに関連する用語と情報
についての解説、ご紹介をしていきます。

    ダイバーシティ/インクルージョン

　ダイバーシティ（Diversity）は、日本語では主に「多様
性」と翻訳される言葉です。経営に関わる用語としては、
人種、国籍、信仰、思想信条、性別/性的指向、年齢、心身
障がいの有無等の違いを持つさまざまな人材を採用し活
用することで自由な発想を生み出し、競争力を向上させよ
うとする「ダイバーシティ経営」の文脈で使われます。
　インクルージョン（Inclusion）は、日本語では「包含」
「包括」等と翻訳される言葉ですが、SDGsに関しては、
主に「包摂（包摂性）」という表現で使われます。多様性
を持つ人 を々否定せず受け入れ、尊重し、差別することな
く協働することを目指す考え方として、ダイバーシティと
統合的に使われます。
　ダイバーシティとインクルージョンは共に、SDGsとその
大元である国連の持続可能な開発に関する実施計画
「2030アジェンダ」（連載第1回参照）の思想的な支柱と
なっている考え方です。

    DX/GX/SX

　「DX」という言葉は、おそらくほとんどの方が聞いたこ

とがあるのではないでしょうか。「デジタル・トランスフォー
メーション（Digital Transformation）」の略で、経済
産業省の定義では「企業がビジネス環境の激しい変化に
対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会の
ニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革す
るとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・
風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされる
考え方です。
　Digital Transformationがなぜ「DX」と略される
かですが、「移動」や「移行」を意味する“trance”が、交
差するという意味を持つ「cross」と語源を同じくするた
め、慣用的に「X」が使用されています。
　同じく「X」＝Transformationを使う言葉として
「GX」と「SX」がありますので、併せて覚えておきま
しょう。
　「GX」は「グリーン・トランスフォーメーション（Green 
Transformation）の略で、気候変動対策のための取り
組みを成長の機会としてとらえ、温室効果ガス排出量の
削減と競争力の向上を両立させるために経済や社会の
仕組みの変革を目指す考え方です。
　「SX」は（サステナビリティ・トランスフォーション
（Sustainability Transformation）の略で、企業の持
続可能性（収益性）と社会の持続可能性を同期化させる
ための経営や対話を行っていくことが重要であると考え、
それを実現するための変革を目指す考え方になります。

　一つ一つの用語に関わる運用の詳細は省略しますが、
理解の方向性としては「X」すなわちTransformation
という言葉に注目していただくとよいでしょう。
　Transformationは、日本語の「変身」「変化」等に翻
訳される言葉ですが、元の姿を残さないくらいの「完全な
変化」という意味合いを持っています。したがって、これら
の用語は、ただ単に「デジタル」「グリーン」「サステナビ
リティ」の取り組みを求めているのではなく、これらの価
値観を主軸としてかつ複合的に取り組むことによって、
組織や社会のありかたそのものをまったく新しいものに
作り替えることを企図するものとなっています。

    “新しい考え方”への接し方

　「X」が象徴するように、ダイバーシティ、インクルージョ
ン、DX、GX、SXといった新しい考え方に共通するのは、
社会の価値観の変容を機会と捉え、経営や事業、ひいて
は社会そのもののあり方を変革すると共に、経済的な成
長との両立を図るという考え方です。
　本連載を通じて、SDGsが政治的機能や経済的機能
（連載第1回参照）を有しており、私たちの経営環境を大き
く変えるものであるとお伝えしてきましたが、これらの新し
い考え方も、持続可能性という観点で方向性を同じくする
ものであることは言うまでもありません。
　したがって、SDGsの取り組みに際しては、これらの新し
い考え方を避けて通ることは不可能と考えていただくべき
です。
　もちろん、厨房設備事業者さま、特に中小企業さまの事
業形態を鑑みると、これらの価値観や施策を取り入れると
いうことへの難しさも多々あると考えられますが、これらの
言葉、または、おそらく今後も登場する新しい言葉が内包
する考え方や価値観を注視し、自社のSDGs戦略に反映
することが望まれます。

    SDGsの取り組みに関わる
　 公的認定制度（例）

①えるぼし認定制度（厚労省）
　女性活躍推進法に基づき女性活用に関する行動計画
を提出した企業のうち、優良な取り組みを行っている企
業を認定する制度です。認定は「えるぼし」3ランクと、特

に優れた成果を生んでいる企業に与えられる「プラチナ
えるぼし」があります。えるぼしの「える」には、Lady（女
性）、Labor（働く）、Lead（手本）等の意味があり、女性
が星のように輝く社会の実現への願いを込めて「えるぼ
し」とネーミングされています。

②くるみん認定制度（厚労省）
次世代育成支援対策推進法に基づき仕事と子育ての

両立を図るための行動計画を策定した企業のうち、一定の
目標を達成した企業を認定する制度です。子どもを包む
「おくるみ」と、会社「ぐるみ」で仕事と子育ての両立を推進
するという二つの意味で、「くるみん」とネーミングされてい
ます。認定には、取り組みの達成状況に応じた「トライくるみ
ん」「くるみん」「プラチナくるみん」の3ランクがあります。

③ユースエール（厚労省）
　若者雇用促進法に基づき新卒・第2新卒者の採用・育
成を積極的・計画的に行っており、離職率、労働時間等に
おいて一定の要件を満たしている企業を認定する制度で
す。若者（ユース）を応援する（エール）という意味で、
「ユースエール」とネーミングされています。
　若年者の雇用に関わる施策ではありますが、有給休暇、
育児休業、キャリアコンサルティング、女性管理職割合等
についても評価の対象となりますので、全年齢層にとって
働きやすい環境を整備することが求められる制度となって
います。

　えるぼし認定、くるみん認定、ユースエールの各制度は
基本的な考え方や認定スキームが共通していますので、
統合的に取り組むことも有効でしょう。

④安全衛生優良企業公表制度（厚労省）
　従業員の安全確保や健康増進のための施策に積極的
に取り組み、法令遵守や労働災害の発生状況等において
一定の基準を満たしている企業を認定する制度です。健
康増進とある通り、安全面に限らず、過重労働や受動喫
煙対策といった要素も考慮されますので、企業における安
全で快適な職場環境・労働環境作りを総合的に評価する
施策となっています。

⑤健康経営顕彰制度（経産省）
　「健康経営」とは、経営の重要な要素として従業員の健
康管理を位置付け、従業員の健康増進のための取り組み
を戦略的に実践することを意味しています。この制度は、
「日本再興戦略」等の一環として、健康経営に関して優れ
た取り組みを行っている企業を選定・認定するものです。
　東証上場企業から選定される「健康経営銘柄」とそれ
以外の企業を認定対象とする「健康経営優良法人」の二
つの制度があり、それぞれの選定・認定フローも異なってい
ます。

⑥事業継続力強化計画（経産省）
 　中小企業強靱化法に基づき自然災害、パンデミック、サ
イバー攻撃等に関わるリスクについて防災・減災のための
事前計画を策定した企業を認定する制度です。いわゆる
BCPの考え方に基づく施策ですが、事業継続“力”という
ネーミングは、東日本大震災の経験を踏まえ、計画よりも実
際に何らかの行動をする実行力に重きが置かれているこ
とが理由となっています。そのため、従来型のBCPで求め
られていたマニュアル作成等の要件はなく、中小企業での
取り組みやすさが重視された施策となっています。

⑦DX認定制度（経産省）
　情報処理の促進に関する法律に基づき、DXに関して
経営者に求められる対応を取りまとめた「デジタルガバナ
ンス・コード」を基にした取り組みを推進する体制が整っ
ている企業を認定する制度です。
　「体制が整っている」と書きましたが、この制度は取り
組みの実績ではなく、DXにより自社の事業を変革させる
「準備ができている」企業を認定するものとなっていま
す。この状態を「DX-Ready」と呼び、上位制度として、
認定企業の中から優れた取り組み実績のある企業を選
定する「DXセレクション」「DX銘柄」制度も用意されて
います。

    認定制度の活用の仕方

今回ご紹介した各制度は、各省庁が積極的に普及に取
り組んでいますので、工業会会員企業さまにおいても、既
に認定を取得されている企業さま、検討されている企業さ
まも多いことかと思います。

　これらの制度は、「SDGs認証登録等制度」（連載第9
回参照）とは異なり、SDGsやサステナビリティといった価
値観を直接的にうたうものではありませんが、SDGsを構
成する17の目標のどれか、または複数に資する施策であ
るということはご理解いただけることでしょう。既に認定を
取得されている企業さまであればSDGsに関する立派な
実績となりますし、これから取り組まれるのであれば、
SDGsに関する目標となり得ることも、本連載を通じてお
伝えしてきた通りです。
　認定マーク等の使用により、自社の取り組みに関する客
観的な評価を外部に示すことができますので、SDGsに関
わる説明責任やコミュニケーション（本連載第8・9回参照）
の観点からも有効な施策と言えます。
　とはいえ、どの施策も中小企業を対象に含んではいます
が、前述の新しい考え方への取り組み同様、組織形態や
事業規模により、認定取得まで取り組むことは難しいとい
う企業さまも決して少なくないでしょう。
　そのような場合であっても、これらの制度を参照するこ
とや、SDGsの取り組みの手引き、マニュアル等として使っ
ていただくことをおススメします。
　前述の通り、これらの制度は、SDGsの17の目標に関
わる要素を必ず持っています。したがって、これらの施策
の認定要件や求められる成果は、SDGsの取り組みにつ
いての「型」を構成するものとなっています。例えば総合
評価として認定には至らないとしても、各制度で評価の
対象となる要素やその基準を参考にして自社のSDGsの
取り組みを決定していただくだけでも、非常に有用である
ことは間違いありません。
　また、「SDGs認証登録等制度」のご紹介の際にもお伝
えしたように、公的制度を活用する経営上のメリットとし
て、公共調達での加点評価、税制上の優遇措置、補助金/
助成金の支給、低金利での融資/保証枠の拡大等の支援
施策を活用できることが挙げられます。
　今回ご紹介したすべての制度にも、何らかのインセン
ティブが用意されています。
　本連載では「SDGs実装型経営」としてお伝えしてきま
したが、SDGsへの取り組みにおいては、企業に求められ
る新しい価値観への対応を通じて事業の体質強化を図る
と共に、働きやすい環境を作ることを積極的に推進すべき
です。SDGsの取り組みの「経済的目的」（本連載第3回～
参照）として位置付けて、認定制度と優遇措置を積極的に

活用することを考えてみましょう。
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　今回も前回に引き続き、SDGsに関連する用語と情報
についての解説、ご紹介をしていきます。

    ダイバーシティ/インクルージョン

　ダイバーシティ（Diversity）は、日本語では主に「多様
性」と翻訳される言葉です。経営に関わる用語としては、
人種、国籍、信仰、思想信条、性別/性的指向、年齢、心身
障がいの有無等の違いを持つさまざまな人材を採用し活
用することで自由な発想を生み出し、競争力を向上させよ
うとする「ダイバーシティ経営」の文脈で使われます。
　インクルージョン（Inclusion）は、日本語では「包含」
「包括」等と翻訳される言葉ですが、SDGsに関しては、
主に「包摂（包摂性）」という表現で使われます。多様性
を持つ人 を々否定せず受け入れ、尊重し、差別することな
く協働することを目指す考え方として、ダイバーシティと
統合的に使われます。
　ダイバーシティとインクルージョンは共に、SDGsとその
大元である国連の持続可能な開発に関する実施計画
「2030アジェンダ」（連載第1回参照）の思想的な支柱と
なっている考え方です。

    DX/GX/SX

　「DX」という言葉は、おそらくほとんどの方が聞いたこ

とがあるのではないでしょうか。「デジタル・トランスフォー
メーション（Digital Transformation）」の略で、経済
産業省の定義では「企業がビジネス環境の激しい変化に
対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会の
ニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革す
るとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・
風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされる
考え方です。
　Digital Transformationがなぜ「DX」と略される
かですが、「移動」や「移行」を意味する“trance”が、交
差するという意味を持つ「cross」と語源を同じくするた
め、慣用的に「X」が使用されています。
　同じく「X」＝Transformationを使う言葉として
「GX」と「SX」がありますので、併せて覚えておきま
しょう。
　「GX」は「グリーン・トランスフォーメーション（Green 
Transformation）の略で、気候変動対策のための取り
組みを成長の機会としてとらえ、温室効果ガス排出量の
削減と競争力の向上を両立させるために経済や社会の
仕組みの変革を目指す考え方です。
　「SX」は（サステナビリティ・トランスフォーション
（Sustainability Transformation）の略で、企業の持
続可能性（収益性）と社会の持続可能性を同期化させる
ための経営や対話を行っていくことが重要であると考え、
それを実現するための変革を目指す考え方になります。

　一つ一つの用語に関わる運用の詳細は省略しますが、
理解の方向性としては「X」すなわちTransformation
という言葉に注目していただくとよいでしょう。
　Transformationは、日本語の「変身」「変化」等に翻
訳される言葉ですが、元の姿を残さないくらいの「完全な
変化」という意味合いを持っています。したがって、これら
の用語は、ただ単に「デジタル」「グリーン」「サステナビ
リティ」の取り組みを求めているのではなく、これらの価
値観を主軸としてかつ複合的に取り組むことによって、
組織や社会のありかたそのものをまったく新しいものに
作り替えることを企図するものとなっています。

    “新しい考え方”への接し方

　「X」が象徴するように、ダイバーシティ、インクルージョ
ン、DX、GX、SXといった新しい考え方に共通するのは、
社会の価値観の変容を機会と捉え、経営や事業、ひいて
は社会そのもののあり方を変革すると共に、経済的な成
長との両立を図るという考え方です。
　本連載を通じて、SDGsが政治的機能や経済的機能
（連載第1回参照）を有しており、私たちの経営環境を大き
く変えるものであるとお伝えしてきましたが、これらの新し
い考え方も、持続可能性という観点で方向性を同じくする
ものであることは言うまでもありません。
　したがって、SDGsの取り組みに際しては、これらの新し
い考え方を避けて通ることは不可能と考えていただくべき
です。
　もちろん、厨房設備事業者さま、特に中小企業さまの事
業形態を鑑みると、これらの価値観や施策を取り入れると
いうことへの難しさも多々あると考えられますが、これらの
言葉、または、おそらく今後も登場する新しい言葉が内包
する考え方や価値観を注視し、自社のSDGs戦略に反映
することが望まれます。

    SDGsの取り組みに関わる
　 公的認定制度（例）

①えるぼし認定制度（厚労省）
　女性活躍推進法に基づき女性活用に関する行動計画
を提出した企業のうち、優良な取り組みを行っている企
業を認定する制度です。認定は「えるぼし」3ランクと、特

に優れた成果を生んでいる企業に与えられる「プラチナ
えるぼし」があります。えるぼしの「える」には、Lady（女
性）、Labor（働く）、Lead（手本）等の意味があり、女性
が星のように輝く社会の実現への願いを込めて「えるぼ
し」とネーミングされています。

②くるみん認定制度（厚労省）
次世代育成支援対策推進法に基づき仕事と子育ての

両立を図るための行動計画を策定した企業のうち、一定の
目標を達成した企業を認定する制度です。子どもを包む
「おくるみ」と、会社「ぐるみ」で仕事と子育ての両立を推進
するという二つの意味で、「くるみん」とネーミングされてい
ます。認定には、取り組みの達成状況に応じた「トライくるみ
ん」「くるみん」「プラチナくるみん」の3ランクがあります。

③ユースエール（厚労省）
　若者雇用促進法に基づき新卒・第2新卒者の採用・育
成を積極的・計画的に行っており、離職率、労働時間等に
おいて一定の要件を満たしている企業を認定する制度で
す。若者（ユース）を応援する（エール）という意味で、
「ユースエール」とネーミングされています。
　若年者の雇用に関わる施策ではありますが、有給休暇、
育児休業、キャリアコンサルティング、女性管理職割合等
についても評価の対象となりますので、全年齢層にとって
働きやすい環境を整備することが求められる制度となって
います。

　えるぼし認定、くるみん認定、ユースエールの各制度は
基本的な考え方や認定スキームが共通していますので、
統合的に取り組むことも有効でしょう。

④安全衛生優良企業公表制度（厚労省）
　従業員の安全確保や健康増進のための施策に積極的
に取り組み、法令遵守や労働災害の発生状況等において
一定の基準を満たしている企業を認定する制度です。健
康増進とある通り、安全面に限らず、過重労働や受動喫
煙対策といった要素も考慮されますので、企業における安
全で快適な職場環境・労働環境作りを総合的に評価する
施策となっています。

⑤健康経営顕彰制度（経産省）
　「健康経営」とは、経営の重要な要素として従業員の健
康管理を位置付け、従業員の健康増進のための取り組み
を戦略的に実践することを意味しています。この制度は、
「日本再興戦略」等の一環として、健康経営に関して優れ
た取り組みを行っている企業を選定・認定するものです。
　東証上場企業から選定される「健康経営銘柄」とそれ
以外の企業を認定対象とする「健康経営優良法人」の二
つの制度があり、それぞれの選定・認定フローも異なってい
ます。

⑥事業継続力強化計画（経産省）
 　中小企業強靱化法に基づき自然災害、パンデミック、サ
イバー攻撃等に関わるリスクについて防災・減災のための
事前計画を策定した企業を認定する制度です。いわゆる
BCPの考え方に基づく施策ですが、事業継続“力”という
ネーミングは、東日本大震災の経験を踏まえ、計画よりも実
際に何らかの行動をする実行力に重きが置かれているこ
とが理由となっています。そのため、従来型のBCPで求め
られていたマニュアル作成等の要件はなく、中小企業での
取り組みやすさが重視された施策となっています。

⑦DX認定制度（経産省）
　情報処理の促進に関する法律に基づき、DXに関して
経営者に求められる対応を取りまとめた「デジタルガバナ
ンス・コード」を基にした取り組みを推進する体制が整っ
ている企業を認定する制度です。
　「体制が整っている」と書きましたが、この制度は取り
組みの実績ではなく、DXにより自社の事業を変革させる
「準備ができている」企業を認定するものとなっていま
す。この状態を「DX-Ready」と呼び、上位制度として、
認定企業の中から優れた取り組み実績のある企業を選
定する「DXセレクション」「DX銘柄」制度も用意されて
います。

    認定制度の活用の仕方

今回ご紹介した各制度は、各省庁が積極的に普及に取
り組んでいますので、工業会会員企業さまにおいても、既
に認定を取得されている企業さま、検討されている企業さ
まも多いことかと思います。

　これらの制度は、「SDGs認証登録等制度」（連載第9
回参照）とは異なり、SDGsやサステナビリティといった価
値観を直接的にうたうものではありませんが、SDGsを構
成する17の目標のどれか、または複数に資する施策であ
るということはご理解いただけることでしょう。既に認定を
取得されている企業さまであればSDGsに関する立派な
実績となりますし、これから取り組まれるのであれば、
SDGsに関する目標となり得ることも、本連載を通じてお
伝えしてきた通りです。
　認定マーク等の使用により、自社の取り組みに関する客
観的な評価を外部に示すことができますので、SDGsに関
わる説明責任やコミュニケーション（本連載第8・9回参照）
の観点からも有効な施策と言えます。
　とはいえ、どの施策も中小企業を対象に含んではいます
が、前述の新しい考え方への取り組み同様、組織形態や
事業規模により、認定取得まで取り組むことは難しいとい
う企業さまも決して少なくないでしょう。
　そのような場合であっても、これらの制度を参照するこ
とや、SDGsの取り組みの手引き、マニュアル等として使っ
ていただくことをおススメします。
　前述の通り、これらの制度は、SDGsの17の目標に関
わる要素を必ず持っています。したがって、これらの施策
の認定要件や求められる成果は、SDGsの取り組みにつ
いての「型」を構成するものとなっています。例えば総合
評価として認定には至らないとしても、各制度で評価の
対象となる要素やその基準を参考にして自社のSDGsの
取り組みを決定していただくだけでも、非常に有用である
ことは間違いありません。
　また、「SDGs認証登録等制度」のご紹介の際にもお伝
えしたように、公的制度を活用する経営上のメリットとし
て、公共調達での加点評価、税制上の優遇措置、補助金/
助成金の支給、低金利での融資/保証枠の拡大等の支援
施策を活用できることが挙げられます。
　今回ご紹介したすべての制度にも、何らかのインセン
ティブが用意されています。
　本連載では「SDGs実装型経営」としてお伝えしてきま
したが、SDGsへの取り組みにおいては、企業に求められ
る新しい価値観への対応を通じて事業の体質強化を図る
と共に、働きやすい環境を作ることを積極的に推進すべき
です。SDGsの取り組みの「経済的目的」（本連載第3回～
参照）として位置付けて、認定制度と優遇措置を積極的に

活用することを考えてみましょう。

■SDGs実践のポイント⑪
□ SDGsや持続可能性に関わる新しい言葉、考え方について調べてみましょう。
□ 自社のSDGsの取り組みに役立つ公的認定制度がないか調べてみましょう。

【17の目標：取り組み方のヒント⑪】
身近なダイバーシティ/インクルージョンを考える
　日本企業、特に工業系企業における共通の悩みとして「人材」が挙げられます。
　日本の労働人口に関して、例えば総務省統計局「労働力調査」の結果では、2021年の60歳～69歳の就業
率は50.3％で、2011年前と比べて約14ポイント上昇しています。
　また、2020年の国勢調査結果では、就業人口における外国人比率は約1.95％となっており、2010年からの
10年間で約0.5ポイント上昇しています。外国人材の今後に関しては、在留資格「特定活動」取得者の増加によ
り、雇用の流動化が進むことも予想されます。
　この結果を見るまでもなく、日本の労働市場が変容を続けており、企業における対応が進められてきたことは、
皆さまが一番感じているところだと思いますが、SDGsへの取り組みを通じて、ダイバーシティ/インクルージョン
という観点で自社の就業環境を見直してみましょう。

図1　身近なインクルージョン/ダイバーシティを考える
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IRIS Research ＆ Service / アイリス行政書士事務所代表
　自動車関連企業等にて安全環境専門職を経験後独立。中小
企業を中心に安全環境活動・行政手続等の支援を行う。
　また、ISO 審査員として中小企業から上場企業までの審査
を担当している。SDGs 関連では「SDGs 実装経営コンサルタ
ント」としてセミナー・企業支援を軸に活動中。著書『ものづく
り中小企業のための SDGs 入門』。
■Webサイト　 https://irism.jp
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　インクルージョン（Inclusion）は、日本語では「包含」
「包括」等と翻訳される言葉ですが、SDGsに関しては、
主に「包摂（包摂性）」という表現で使われます。多様性
を持つ人 を々否定せず受け入れ、尊重し、差別することな
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大元である国連の持続可能な開発に関する実施計画
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なっている考え方です。
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　「DX」という言葉は、おそらくほとんどの方が聞いたこ

とがあるのではないでしょうか。「デジタル・トランスフォー
メーション（Digital Transformation）」の略で、経済
産業省の定義では「企業がビジネス環境の激しい変化に
対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会の
ニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革す
るとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・
風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされる
考え方です。
　Digital Transformationがなぜ「DX」と略される
かですが、「移動」や「移行」を意味する“trance”が、交
差するという意味を持つ「cross」と語源を同じくするた
め、慣用的に「X」が使用されています。
　同じく「X」＝Transformationを使う言葉として
「GX」と「SX」がありますので、併せて覚えておきま
しょう。
　「GX」は「グリーン・トランスフォーメーション（Green 
Transformation）の略で、気候変動対策のための取り
組みを成長の機会としてとらえ、温室効果ガス排出量の
削減と競争力の向上を両立させるために経済や社会の
仕組みの変革を目指す考え方です。
　「SX」は（サステナビリティ・トランスフォーション
（Sustainability Transformation）の略で、企業の持
続可能性（収益性）と社会の持続可能性を同期化させる
ための経営や対話を行っていくことが重要であると考え、
それを実現するための変革を目指す考え方になります。

　一つ一つの用語に関わる運用の詳細は省略しますが、
理解の方向性としては「X」すなわちTransformation
という言葉に注目していただくとよいでしょう。
　Transformationは、日本語の「変身」「変化」等に翻
訳される言葉ですが、元の姿を残さないくらいの「完全な
変化」という意味合いを持っています。したがって、これら
の用語は、ただ単に「デジタル」「グリーン」「サステナビ
リティ」の取り組みを求めているのではなく、これらの価
値観を主軸としてかつ複合的に取り組むことによって、
組織や社会のありかたそのものをまったく新しいものに
作り替えることを企図するものとなっています。

    “新しい考え方”への接し方

　「X」が象徴するように、ダイバーシティ、インクルージョ
ン、DX、GX、SXといった新しい考え方に共通するのは、
社会の価値観の変容を機会と捉え、経営や事業、ひいて
は社会そのもののあり方を変革すると共に、経済的な成
長との両立を図るという考え方です。
　本連載を通じて、SDGsが政治的機能や経済的機能
（連載第1回参照）を有しており、私たちの経営環境を大き
く変えるものであるとお伝えしてきましたが、これらの新し
い考え方も、持続可能性という観点で方向性を同じくする
ものであることは言うまでもありません。
　したがって、SDGsの取り組みに際しては、これらの新し
い考え方を避けて通ることは不可能と考えていただくべき
です。
　もちろん、厨房設備事業者さま、特に中小企業さまの事
業形態を鑑みると、これらの価値観や施策を取り入れると
いうことへの難しさも多々あると考えられますが、これらの
言葉、または、おそらく今後も登場する新しい言葉が内包
する考え方や価値観を注視し、自社のSDGs戦略に反映
することが望まれます。

    SDGsの取り組みに関わる
　 公的認定制度（例）

①えるぼし認定制度（厚労省）
　女性活躍推進法に基づき女性活用に関する行動計画
を提出した企業のうち、優良な取り組みを行っている企
業を認定する制度です。認定は「えるぼし」3ランクと、特

に優れた成果を生んでいる企業に与えられる「プラチナ
えるぼし」があります。えるぼしの「える」には、Lady（女
性）、Labor（働く）、Lead（手本）等の意味があり、女性
が星のように輝く社会の実現への願いを込めて「えるぼ
し」とネーミングされています。

②くるみん認定制度（厚労省）
次世代育成支援対策推進法に基づき仕事と子育ての

両立を図るための行動計画を策定した企業のうち、一定の
目標を達成した企業を認定する制度です。子どもを包む
「おくるみ」と、会社「ぐるみ」で仕事と子育ての両立を推進
するという二つの意味で、「くるみん」とネーミングされてい
ます。認定には、取り組みの達成状況に応じた「トライくるみ
ん」「くるみん」「プラチナくるみん」の3ランクがあります。

③ユースエール（厚労省）
　若者雇用促進法に基づき新卒・第2新卒者の採用・育
成を積極的・計画的に行っており、離職率、労働時間等に
おいて一定の要件を満たしている企業を認定する制度で
す。若者（ユース）を応援する（エール）という意味で、
「ユースエール」とネーミングされています。
　若年者の雇用に関わる施策ではありますが、有給休暇、
育児休業、キャリアコンサルティング、女性管理職割合等
についても評価の対象となりますので、全年齢層にとって
働きやすい環境を整備することが求められる制度となって
います。

　えるぼし認定、くるみん認定、ユースエールの各制度は
基本的な考え方や認定スキームが共通していますので、
統合的に取り組むことも有効でしょう。

④安全衛生優良企業公表制度（厚労省）
　従業員の安全確保や健康増進のための施策に積極的
に取り組み、法令遵守や労働災害の発生状況等において
一定の基準を満たしている企業を認定する制度です。健
康増進とある通り、安全面に限らず、過重労働や受動喫
煙対策といった要素も考慮されますので、企業における安
全で快適な職場環境・労働環境作りを総合的に評価する
施策となっています。

⑤健康経営顕彰制度（経産省）
　「健康経営」とは、経営の重要な要素として従業員の健
康管理を位置付け、従業員の健康増進のための取り組み
を戦略的に実践することを意味しています。この制度は、
「日本再興戦略」等の一環として、健康経営に関して優れ
た取り組みを行っている企業を選定・認定するものです。
　東証上場企業から選定される「健康経営銘柄」とそれ
以外の企業を認定対象とする「健康経営優良法人」の二
つの制度があり、それぞれの選定・認定フローも異なってい
ます。

⑥事業継続力強化計画（経産省）
 　中小企業強靱化法に基づき自然災害、パンデミック、サ
イバー攻撃等に関わるリスクについて防災・減災のための
事前計画を策定した企業を認定する制度です。いわゆる
BCPの考え方に基づく施策ですが、事業継続“力”という
ネーミングは、東日本大震災の経験を踏まえ、計画よりも実
際に何らかの行動をする実行力に重きが置かれているこ
とが理由となっています。そのため、従来型のBCPで求め
られていたマニュアル作成等の要件はなく、中小企業での
取り組みやすさが重視された施策となっています。

⑦DX認定制度（経産省）
　情報処理の促進に関する法律に基づき、DXに関して
経営者に求められる対応を取りまとめた「デジタルガバナ
ンス・コード」を基にした取り組みを推進する体制が整っ
ている企業を認定する制度です。
　「体制が整っている」と書きましたが、この制度は取り
組みの実績ではなく、DXにより自社の事業を変革させる
「準備ができている」企業を認定するものとなっていま
す。この状態を「DX-Ready」と呼び、上位制度として、
認定企業の中から優れた取り組み実績のある企業を選
定する「DXセレクション」「DX銘柄」制度も用意されて
います。

    認定制度の活用の仕方

今回ご紹介した各制度は、各省庁が積極的に普及に取
り組んでいますので、工業会会員企業さまにおいても、既
に認定を取得されている企業さま、検討されている企業さ
まも多いことかと思います。

　これらの制度は、「SDGs認証登録等制度」（連載第9
回参照）とは異なり、SDGsやサステナビリティといった価
値観を直接的にうたうものではありませんが、SDGsを構
成する17の目標のどれか、または複数に資する施策であ
るということはご理解いただけることでしょう。既に認定を
取得されている企業さまであればSDGsに関する立派な
実績となりますし、これから取り組まれるのであれば、
SDGsに関する目標となり得ることも、本連載を通じてお
伝えしてきた通りです。
　認定マーク等の使用により、自社の取り組みに関する客
観的な評価を外部に示すことができますので、SDGsに関
わる説明責任やコミュニケーション（本連載第8・9回参照）
の観点からも有効な施策と言えます。
　とはいえ、どの施策も中小企業を対象に含んではいます
が、前述の新しい考え方への取り組み同様、組織形態や
事業規模により、認定取得まで取り組むことは難しいとい
う企業さまも決して少なくないでしょう。
　そのような場合であっても、これらの制度を参照するこ
とや、SDGsの取り組みの手引き、マニュアル等として使っ
ていただくことをおススメします。
　前述の通り、これらの制度は、SDGsの17の目標に関
わる要素を必ず持っています。したがって、これらの施策
の認定要件や求められる成果は、SDGsの取り組みにつ
いての「型」を構成するものとなっています。例えば総合
評価として認定には至らないとしても、各制度で評価の
対象となる要素やその基準を参考にして自社のSDGsの
取り組みを決定していただくだけでも、非常に有用である
ことは間違いありません。
　また、「SDGs認証登録等制度」のご紹介の際にもお伝
えしたように、公的制度を活用する経営上のメリットとし
て、公共調達での加点評価、税制上の優遇措置、補助金/
助成金の支給、低金利での融資/保証枠の拡大等の支援
施策を活用できることが挙げられます。
　今回ご紹介したすべての制度にも、何らかのインセン
ティブが用意されています。
　本連載では「SDGs実装型経営」としてお伝えしてきま
したが、SDGsへの取り組みにおいては、企業に求められ
る新しい価値観への対応を通じて事業の体質強化を図る
と共に、働きやすい環境を作ることを積極的に推進すべき
です。SDGsの取り組みの「経済的目的」（本連載第3回～
参照）として位置付けて、認定制度と優遇措置を積極的に

活用することを考えてみましょう。
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が43.9％となっている。次いで、 一般そう菜（2020
年3兆4,490億円・35.1％、2021年3兆5,284億円・
34.9％）、パウチ入りポテトサラダ、肉じゃが等の袋物そ
う菜（2020年8,396億円・8.6％、2021年8,832億円・
8.7％）、調理麺（2020年7,998億円・8.1％、2021年
7,975億円・7.9％）、調理パン（2020年4,916憶円・
5.0％、2021年4,629億円・4.6％）の順となっている。
　また、2021年で伸びている品目は、袋物そう菜が
5.2％と最も高く、次いで、米飯類（対前年増減率4.8％
増加）、一般そう菜（同2.3％増加）、調理麺（同0.3％減
少）、調理パン（同5.8％減少）の順であった。
　中食マーケットの中では、やはり主食の米飯類やお
かずの一般そう菜のウエイトが高いことが分かる。ま
た、伸び率が高い袋物そう菜は注目される。

 3．そう菜類購入頻度ベスト10

　最近半年間で3回以上そう菜類を購入したベスト10の
割合を見ると、男女合計の全体では、弁当が49.8％と最
も高く、次いで、2位がおにぎり（45.5％）、3位が鶏の唐
揚げ（42.5％）、4位がにぎりずし・巻きずし（39.0％）、5
位がコロッケ（38.8％）、6位がサンドイッチ（33.8％）、7
位がうどん・そば・ラーメン（30.1％）、8位が野菜サラダ

（29.5％）、9位がギョーザ（27.1％）、10位がポテトサ
ラダ（24.5％）の順となっている。
　男性のそう菜類購入頻度ベスト10は、1位から3位ま
でと、6位のサンドイッチ（35.4％）、７位のうどん・そば・
ラーメン（35.3％）は全体順位と同じであるが、4位にコ
ロッケ（39.0％）、5位ににぎりずし・巻きずし（37.5％）、
8位にギョーザ（31.0％）、9位に野菜サラダ（29.7％）と
順位の変動があり、10位には豚カツ（26.5％）が入って
いる。
　 女 性 の そう菜 類 購 入 頻 度 ベスト1 0 は 、１位 弁
当（45 .6％）、2位おにぎり（41 .1％）、5位コロッケ

 1.はじめに

　2020年1月に日本国内で初めて新型コロナウイルス
の感染者が発生してから、3年、経過している。新型コロ
ナウイルスは変異を繰り返し、現在までに第8波を迎え
ている。ただ、2022年に入ってからは飲食店に対する
規制がなく一般的な営業を行っていることもあり、前年
より売上高は増加している企業が多くなっている。
　しかしまだ、中小の飲食店の中には廃業や倒産に追
い込まれている事例なども出てきている。
　大手外食企業でも、出店の抑制や撤退を実施してい
る企業や、新業態開発を実施しこの危機を乗り越えよう
と企業努力を行っている企業がある。
　その中にあっても、中食は外食に比べて健闘してい
る。従来から中食は、阪神・淡路大震災、東日本大震災
の自然災害では外食が低迷する中、売り上げを伸ばして
きた、今回の新型コロナウイルスのパンデミックでは5％

程度マーケットが縮小したが、外食の大幅な減少とは
なっていない。
　今回は、中食マーケットの品目構成比と消費者の中
食購買行動について、日本惣菜協会の惣菜白書を参考
に検討する。

 2．そう菜（中食）市場規模での品目別構成比

本連載でも紹介したが、日本惣菜協会推計のそう菜
市場規模は、2020年が9兆8,195億円で10兆円を割
り込み、11年ぶりに前年実績を下回り、前年より4.8％
減した。
　しかし翌2021年には10兆1,149億円と、10兆円の
大台に回復し、前年より3.0％増加している。
　この2年間のそう菜類品目の構成比が高い品目は、
両年とも米飯類であり2020年が4兆2,395億円で
構成比43.2％、2021年が4兆4,429億円で構成比

No.2 中食マーケットのそう菜品目構成比と
消費者の中食購買行動

図 1　そう菜の品目別マーケット
資料：日本惣菜協会「2022年版惣菜白書ダイジェスト版」

図2　最近半年間での男女別そう菜類購入頻度ベスト10（半年間で3回以上購入した人の割合）
資料：日本惣菜協会「2022年版惣菜白書ダイジェスト版」

    単位：比率は％
2020年 2021年 前年増減率

品目 構成比 構成比
米飯類 4兆2,395億円 43.2 4兆4,429億円 43.9 4 8
調理パン 4,916億円 5.0 4,629億円 4.6 -58
調理麺 7,998億円 8.1 7,975億円 7.9 -0 3
一般そう菜 3兆4,490億円 35.1 3兆5,284億円 34.9 2 3
袋物そう菜 8,396億円 8.6 8,832億円 8.7 5

.

.

.

.

.2
合計 9兆8,195億円 100.0 10兆1,149億円 100.0 3.0

                              単位：割合は％
順位 全体 割合 男性 割合 女性 割合
1位 弁当 49.8 弁当 54.1 弁当 45.6
2位 おにぎり 45.5 おにぎり 49.8 おにぎり 41.1
3位 鶏の唐揚げ 42.5 鶏の唐揚げ 45.0 にぎりずし、巻きずし 40.4
4位 にぎりずし、巻きずし 39.0 コロッケ 39.0 鶏の唐揚げ 40.0
5位 コロッケ 38.8 にぎりずし、巻きずし 37.5 コロッケ 38.5
6位 サンドイッチ 33.8 サンドイッチ 35.4 サンドイッチ 32.3
7位 うどん、そば、ラーメン 30.1 うどん、そば、ラーメン 35.3 野菜サラダ 29.3
8位 野菜サラダ 29.5 ギョーザ 31.0 うどん、そば、ラーメン 24.9
9位 ギョーザ 27.1 野菜サラダ 29.7 ギョーザ 23.2
10位 ポテトサラダ 24.5 豚カツ 26.5 ポテトサラダ 22.9
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が43.9％となっている。次いで、 一般そう菜（2020
年3兆4,490億円・35.1％、2021年3兆5,284億円・
34.9％）、パウチ入りポテトサラダ、肉じゃが等の袋物そ
う菜（2020年8,396億円・8.6％、2021年8,832億円・
8.7％）、調理麺（2020年7,998億円・8.1％、2021年
7,975億円・7.9％）、調理パン（2020年4,916憶円・
5.0％、2021年4,629億円・4.6％）の順となっている。
　また、2021年で伸びている品目は、袋物そう菜が
5.2％と最も高く、次いで、米飯類（対前年増減率4.8％
増加）、一般そう菜（同2.3％増加）、調理麺（同0.3％減
少）、調理パン（同5.8％減少）の順であった。
　中食マーケットの中では、やはり主食の米飯類やお
かずの一般そう菜のウエイトが高いことが分かる。ま
た、伸び率が高い袋物そう菜は注目される。

 3．そう菜類購入頻度ベスト10

　最近半年間で3回以上そう菜類を購入したベスト10の
割合を見ると、男女合計の全体では、弁当が49.8％と最
も高く、次いで、2位がおにぎり（45.5％）、3位が鶏の唐
揚げ（42.5％）、4位がにぎりずし・巻きずし（39.0％）、5
位がコロッケ（38.8％）、6位がサンドイッチ（33.8％）、7
位がうどん・そば・ラーメン（30.1％）、8位が野菜サラダ

（29.5％）、9位がギョーザ（27.1％）、10位がポテトサ
ラダ（24.5％）の順となっている。
　男性のそう菜類購入頻度ベスト10は、1位から3位ま
でと、6位のサンドイッチ（35.4％）、７位のうどん・そば・
ラーメン（35.3％）は全体順位と同じであるが、4位にコ
ロッケ（39.0％）、5位ににぎりずし・巻きずし（37.5％）、
8位にギョーザ（31.0％）、9位に野菜サラダ（29.7％）と
順位の変動があり、10位には豚カツ（26.5％）が入って
いる。
　 女 性 の そう菜 類 購 入 頻 度 ベスト1 0 は 、１位 弁
当（45 .6％）、2位おにぎり（41 .1％）、5位コロッケ

（38.5％）、6位サンドイッチ（32.3％）、9位ギョーザ
（23.2％）、10位ポテトサラダ（22.9％）は全体順位と
同じであるが、3位にはにぎりずし・巻きずし（40.4％）、
４位に鶏 の 唐 揚 げ（ 4 0 . 0％）、７位に野 菜 サラダ
（29.3％）、８位にうどん・そば・ラーメン（24.9％）と順
位の変動があった。

 4．まとめ

　今回はそう菜（中食）マーケットの中で、品目構成比
と消費者の購買行動について見てきたが、マーケットで
の品目構成比は米飯類の割合が高く、それが購買行動
の、1位弁当、2位おにぎりに連動している。
　消費者のそう菜類の購買行動は、極力、主食とおか
ずがセットになったそう菜類を購入する傾向が見受け
られる。
　また副菜にしても、単品でおかずが成立する品目を購
入する傾向にあり、唐揚げ、コロッケなどが購入頻度上
位に来ており、野菜サラダなどは下位になっている。
　今回は購入金額まで説明できなかったが、簡単に
述べておくと、月平均そう菜類購入金額は、全体では
1,000円未満が29.7％と最も高く、男女別に見ると、女
性の割合が9ポイント程度高くなっている。
　次いで、全 体では1 ,0 00～2 , 0 0 0円未満が高く
23.6％あり、2,000～3,000円未満が17.8％など、購
入金額が高くなるほど割合が低くなる傾向となっている
が、5,000円以上では10.9％と高くなっている。
　これは、5,000円以上では男性が14.7％あり、女性の
倍近くの割合になっており、このことが影響しているもの
と考えられる。
　今後の食の中で、食の外部化率が進展することによ
り、ますます中食が注目され、食環境が大きく変化してい
くものと考えられる。

程度マーケットが縮小したが、外食の大幅な減少とは
なっていない。
　今回は、中食マーケットの品目構成比と消費者の中
食購買行動について、日本惣菜協会の惣菜白書を参考
に検討する。

 2．そう菜（中食）市場規模での品目別構成比

本連載でも紹介したが、日本惣菜協会推計のそう菜
市場規模は、2020年が9兆8,195億円で10兆円を割
り込み、11年ぶりに前年実績を下回り、前年より4.8％
減した。
　しかし翌2021年には10兆1,149億円と、10兆円の
大台に回復し、前年より3.0％増加している。
　この2年間のそう菜類品目の構成比が高い品目は、
両年とも米飯類であり2020年が4兆2,395億円で
構成比43.2％、2021年が4兆4,429億円で構成比

図 2　最近半年間での男女別そう菜類購入頻度ベスト10（半年間で3回以上購入した人の割合）
資料：日本惣菜協会「2022年版惣菜白書ダイジェスト版」

                              単位：割合は％
順位 全体 割合 男性 割合 女性 割合
1位 弁当 49.8 弁当 54.1 弁当 45.6
2位 おにぎり 45.5 おにぎり 49.8 おにぎり 41.1
3位 鶏の唐揚げ 42.5 鶏の唐揚げ 45.0 にぎりずし、巻きずし 40.4
4位 にぎりずし、巻きずし 39.0 コロッケ 39.0 鶏の唐揚げ 40.0
5位 コロッケ 38.8 にぎりずし、巻きずし 37.5 コロッケ 38.5
6位 サンドイッチ 33.8 サンドイッチ 35.4 サンドイッチ 32.3
7位 うどん、そば、ラーメン 30.1 うどん、そば、ラーメン 35.3 野菜サラダ 29.3
8位 野菜サラダ 29.5 ギョーザ 31.0 うどん、そば、ラーメン 24.9
9位 ギョーザ 27.1 野菜サラダ 29.7 ギョーザ 23.2
10位 ポテトサラダ 24.5 豚カツ 26.5 ポテトサラダ 22.9
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が43.9％となっている。次いで、 一般そう菜（2020
年3兆4,490億円・35.1％、2021年3兆5,284億円・
34.9％）、パウチ入りポテトサラダ、肉じゃが等の袋物そ
う菜（2020年8,396億円・8.6％、2021年8,832億円・
8.7％）、調理麺（2020年7,998億円・8.1％、2021年
7,975億円・7.9％）、調理パン（2020年4,916憶円・
5.0％、2021年4,629億円・4.6％）の順となっている。
　また、2021年で伸びている品目は、袋物そう菜が
5.2％と最も高く、次いで、米飯類（対前年増減率4.8％
増加）、一般そう菜（同2.3％増加）、調理麺（同0.3％減
少）、調理パン（同5.8％減少）の順であった。
　中食マーケットの中では、やはり主食の米飯類やお
かずの一般そう菜のウエイトが高いことが分かる。ま
た、伸び率が高い袋物そう菜は注目される。

 3．そう菜類購入頻度ベスト10

　最近半年間で3回以上そう菜類を購入したベスト10の
割合を見ると、男女合計の全体では、弁当が49.8％と最
も高く、次いで、2位がおにぎり（45.5％）、3位が鶏の唐
揚げ（42.5％）、4位がにぎりずし・巻きずし（39.0％）、5
位がコロッケ（38.8％）、6位がサンドイッチ（33.8％）、7
位がうどん・そば・ラーメン（30.1％）、8位が野菜サラダ

（29.5％）、9位がギョーザ（27.1％）、10位がポテトサ
ラダ（24.5％）の順となっている。
　男性のそう菜類購入頻度ベスト10は、1位から3位ま
でと、6位のサンドイッチ（35.4％）、７位のうどん・そば・
ラーメン（35.3％）は全体順位と同じであるが、4位にコ
ロッケ（39.0％）、5位ににぎりずし・巻きずし（37.5％）、
8位にギョーザ（31.0％）、9位に野菜サラダ（29.7％）と
順位の変動があり、10位には豚カツ（26.5％）が入って
いる。
　 女 性 の そう菜 類 購 入 頻 度 ベスト1 0 は 、１位 弁
当（45 .6％）、2位おにぎり（41 .1％）、5位コロッケ

 1.はじめに

　2020年1月に日本国内で初めて新型コロナウイルス
の感染者が発生してから、3年、経過している。新型コロ
ナウイルスは変異を繰り返し、現在までに第8波を迎え
ている。ただ、2022年に入ってからは飲食店に対する
規制がなく一般的な営業を行っていることもあり、前年
より売上高は増加している企業が多くなっている。
　しかしまだ、中小の飲食店の中には廃業や倒産に追
い込まれている事例なども出てきている。
　大手外食企業でも、出店の抑制や撤退を実施してい
る企業や、新業態開発を実施しこの危機を乗り越えよう
と企業努力を行っている企業がある。
　その中にあっても、中食は外食に比べて健闘してい
る。従来から中食は、阪神・淡路大震災、東日本大震災
の自然災害では外食が低迷する中、売り上げを伸ばして
きた、今回の新型コロナウイルスのパンデミックでは5％

程度マーケットが縮小したが、外食の大幅な減少とは
なっていない。
　今回は、中食マーケットの品目構成比と消費者の中
食購買行動について、日本惣菜協会の惣菜白書を参考
に検討する。

 2．そう菜（中食）市場規模での品目別構成比

本連載でも紹介したが、日本惣菜協会推計のそう菜
市場規模は、2020年が9兆8,195億円で10兆円を割
り込み、11年ぶりに前年実績を下回り、前年より4.8％
減した。
　しかし翌2021年には10兆1,149億円と、10兆円の
大台に回復し、前年より3.0％増加している。
　この2年間のそう菜類品目の構成比が高い品目は、
両年とも米飯類であり2020年が4兆2,395億円で
構成比43.2％、2021年が4兆4,429億円で構成比

No.2 中食マーケットのそう菜品目構成比と
消費者の中食購買行動

図 1　そう菜の品目別マーケット
資料：日本惣菜協会「2022年版惣菜白書ダイジェスト版」

図2　最近半年間での男女別そう菜類購入頻度ベスト10（半年間で3回以上購入した人の割合）
資料：日本惣菜協会「2022年版惣菜白書ダイジェスト版」

    単位：比率は％
2020年 2021年 前年増減率

品目 構成比 構成比
米飯類 4兆2,395億円 43.2 4兆4,429億円 43.9 4 8
調理パン 4,916億円 5.0 4,629億円 4.6 -58
調理麺 7,998億円 8.1 7,975億円 7.9 -0 3
一般そう菜 3兆4,490億円 35.1 3兆5,284億円 34.9 2 3
袋物そう菜 8,396億円 8.6 8,832億円 8.7 5

.

.

.

.

.2
合計 9兆8,195億円 100.0 10兆1,149億円 100.0 3.0

                              単位：割合は％
順位 全体 割合 男性 割合 女性 割合
1位 弁当 49.8 弁当 54.1 弁当 45.6
2位 おにぎり 45.5 おにぎり 49.8 おにぎり 41.1
3位 鶏の唐揚げ 42.5 鶏の唐揚げ 45.0 にぎりずし、巻きずし 40.4
4位 にぎりずし、巻きずし 39.0 コロッケ 39.0 鶏の唐揚げ 40.0
5位 コロッケ 38.8 にぎりずし、巻きずし 37.5 コロッケ 38.5
6位 サンドイッチ 33.8 サンドイッチ 35.4 サンドイッチ 32.3
7位 うどん、そば、ラーメン 30.1 うどん、そば、ラーメン 35.3 野菜サラダ 29.3
8位 野菜サラダ 29.5 ギョーザ 31.0 うどん、そば、ラーメン 24.9
9位 ギョーザ 27.1 野菜サラダ 29.7 ギョーザ 23.2
10位 ポテトサラダ 24.5 豚カツ 26.5 ポテトサラダ 22.9
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【１】 相談受付の概要
（１）受付件数

受付件数は24件。
（２）特　　徴

◇事故クレームは０件。 
◇品質クレームは０件。
◇一般相談は24件。
・昨年１１月にガステーブルこんろを購入したが、五徳に載せた鍋が傾き料理が片側に寄る
ので困っていた。６月にメーカーに見てもらい、天板に若干ひずみがあり傾いていることが
原因として新品交換となった。しかし交換後も、まだ傾きが気になったため再度メーカー
に連絡したところ、今回は傾きを「許容範囲」だとしてそれ以上の対応はしてくれなかっ
た。この機器は欠陥品ではないのか。また、最近ニュースでガステーブルこんろのリコール
情報を見た記憶があるが、今回の件と関係はないかとの相談。
　　天板のひずみに関しては、ＪＩＳ規格で高低差が5ｍｍ以内との定めがある。相談者の話
では5ｍｍも差はなかったとのことなので、規格範囲内であり、欠陥品とは言えないだろ
う。また、申出内容についても、安全性ではなく使い勝手の問題であるため、これ以上の対
応をメーカーに求めることは難しいと思われる。ガステーブルこんろのリコール情報も確認
したが、相談者の指摘したリコール内容は他社製品の点火不良についてのものであり、今
回の天板傾きとは関係ないと回答。当該製品の安全性に問題はないため、不服とは思うが
工夫してご使用いただくようお願いし、相談者が納得されたため終了とした。 
・今年の10月に、韓国製アウトドア用石油ストーブを購入したが、使用３回目で安全装置に
ついているボールチェーンが切れ、安全装置が機能しなくなった。使用した時間はせいぜ
い５時間程度で、取扱説明書通り使用し、特に乱暴な扱いもしていない。ボールチェーン
が細過ぎるので容易に切れてしまうと思われる。安全性に問題のある製品なのではない
か。購入店にはすぐ連絡し、店を通じ、もっと太いチェーンと交換修理するようメーカーと
交渉してもらったが、同じチェーンに交換すること以外はできないと拒否された。同じも
のに交換してもまた切れると思われるため怖くて使えない。交換できないのならば返金
返品に応じるよう要求しても全く応じない。こんな危険な製品を販売しても良いのかとの
相談。
　　当該メーカー製品は、屋外専用機器として販売されており、屋内品としての安全基準を
満たしたPSCマーク（特定製品）適合品ではない。基準に照らし合わせて製品の安全性を
判断することができず、監督省庁からの指導もできないのが現状。ただし、製品に問題が
あるのであれば、今後は法整備の対象に入れるよう動きがあるかもしれない。情報提供の
意味も含め、監督省庁である経済産業省の消費者相談窓口に相談してみてほしいと助言
した。          
・最近、飲食店や夜店でトーチバーナーで焦げ目をつけている食品をよく見かける。ガスを
燃料とするトーチバーナーで食品に焦げ目をつけることは身体に悪影響はないのか。最
近、焦げ目のある食品が増えているので心配だとの相談。
　　トーチバーナーによる食品の焦げ目が身体に及ぼす影響について、当ＰＬセンターには
情報がないためわからない。また現在、トーチバーナーの法的安全基準は定められておら
ず、販売においても製品安全検査の義務付けは行われていない。そのため、法的安全基準
に基づく製品安全性の判断ができないことを説明し、相談者が納得したため終了とした。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
2022
12月 ガス石油機器ＰＬセンター

【２】 受付実績合計
（１）２０２２年１２月度

　　　　

【３】 主な関係行事
今月は０件。

【４】 事故クレーム
今月は０件。

【５】 未解決の案件処理状況（インフォメーションで掲載した事故案件）
１２月度の未解決案件処理件数は０件。
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【１】 相談受付の概要
（１）受付件数

受付件数は24件。
（２）特　　徴

◇事故クレームは０件。 
◇品質クレームは０件。
◇一般相談は24件。
・昨年１１月にガステーブルこんろを購入したが、五徳に載せた鍋が傾き料理が片側に寄る
ので困っていた。６月にメーカーに見てもらい、天板に若干ひずみがあり傾いていることが
原因として新品交換となった。しかし交換後も、まだ傾きが気になったため再度メーカー
に連絡したところ、今回は傾きを「許容範囲」だとしてそれ以上の対応はしてくれなかっ
た。この機器は欠陥品ではないのか。また、最近ニュースでガステーブルこんろのリコール
情報を見た記憶があるが、今回の件と関係はないかとの相談。
　　天板のひずみに関しては、ＪＩＳ規格で高低差が5ｍｍ以内との定めがある。相談者の話
では5ｍｍも差はなかったとのことなので、規格範囲内であり、欠陥品とは言えないだろ
う。また、申出内容についても、安全性ではなく使い勝手の問題であるため、これ以上の対
応をメーカーに求めることは難しいと思われる。ガステーブルこんろのリコール情報も確認
したが、相談者の指摘したリコール内容は他社製品の点火不良についてのものであり、今
回の天板傾きとは関係ないと回答。当該製品の安全性に問題はないため、不服とは思うが
工夫してご使用いただくようお願いし、相談者が納得されたため終了とした。 
・今年の10月に、韓国製アウトドア用石油ストーブを購入したが、使用３回目で安全装置に
ついているボールチェーンが切れ、安全装置が機能しなくなった。使用した時間はせいぜ
い５時間程度で、取扱説明書通り使用し、特に乱暴な扱いもしていない。ボールチェーン
が細過ぎるので容易に切れてしまうと思われる。安全性に問題のある製品なのではない
か。購入店にはすぐ連絡し、店を通じ、もっと太いチェーンと交換修理するようメーカーと
交渉してもらったが、同じチェーンに交換すること以外はできないと拒否された。同じも
のに交換してもまた切れると思われるため怖くて使えない。交換できないのならば返金
返品に応じるよう要求しても全く応じない。こんな危険な製品を販売しても良いのかとの
相談。
　　当該メーカー製品は、屋外専用機器として販売されており、屋内品としての安全基準を
満たしたPSCマーク（特定製品）適合品ではない。基準に照らし合わせて製品の安全性を
判断することができず、監督省庁からの指導もできないのが現状。ただし、製品に問題が
あるのであれば、今後は法整備の対象に入れるよう動きがあるかもしれない。情報提供の
意味も含め、監督省庁である経済産業省の消費者相談窓口に相談してみてほしいと助言
した。          
・最近、飲食店や夜店でトーチバーナーで焦げ目をつけている食品をよく見かける。ガスを
燃料とするトーチバーナーで食品に焦げ目をつけることは身体に悪影響はないのか。最
近、焦げ目のある食品が増えているので心配だとの相談。
　　トーチバーナーによる食品の焦げ目が身体に及ぼす影響について、当ＰＬセンターには
情報がないためわからない。また現在、トーチバーナーの法的安全基準は定められておら
ず、販売においても製品安全検査の義務付けは行われていない。そのため、法的安全基準
に基づく製品安全性の判断ができないことを説明し、相談者が納得したため終了とした。

【２】 受付実績合計
（１）２０２２年１２月度

　　　　

【３】 主な関係行事
今月は０件。

【４】 事故クレーム
今月は０件。

【５】 未解決の案件処理状況（インフォメーションで掲載した事故案件）
１２月度の未解決案件処理件数は０件。

累計 （前年累計）相談者/内容
消費者
事業者
司法・行政
その他
計  (前年実績)
累計 （前年累計）

事故クレーム
0
0
０
０
0 (0)
0 (2)

品質クレーム
0
0
０
０
0 (1)
2 (3)

一般相談
16
1
7
０

24   (13)
178 (161)

106
36
38
0

180

(88)
(39)
(39)
(0)

 (166)

16
1
7
0
24
180

(8)
(4)
(2)
(0)

（14）
（166）

※累計は1-12月

計 （前年実績）

12.14 
2022年度第2回展示会実行委員会。中川副会長、古口委員長、小
枝副委員長、井川、白井納、白井雅裕、西垣、渡邊各委員、大畑専務
理事、由利事務局局長、石川職員。（工業会会議室・Web併催）

12.19 
2022年度第5回グリス除去装置評定委員会。倉渕委員長、末光、冨
永、金野各委員、佐藤オブザーバー、大畑専務理事、由利事務局局
長、石川職員。（Web開催）

12.21 
第4回電安法JIS開発 WG4。小出、松本各委員、由利事務局局長、
石川職員。（Web会議）

1.13
キッチンバス工業会 賀詞交歓会。大畑専務理事、由利事務局局
長。（東京會館 丸の内本館）

1.18
（一社）日本能率協会 新春の集い。谷口会長、中川副会長、大畑専
務理事。（帝国ホテル・孔雀の間）

1.18 
当工業会 令和5年新春賀詞交歓会。（東京ドームホテル・天空B）

1.19 
（公社）日本給食サービス協会 新年賀詞交歓会。谷口会長、大畑専
務理事、由利事務局局長。（大手町サンケイプラザ・四階ホール）

1.20 
（公社）日本メディカル給食協会 新年賀詞交換会。谷口会長、大畑
専務理事。（明治記念館・曙の間）

1.20 
電安法JIS開発_性能規定化WG。由利事務局局長。（Web会議）

●本会に対する代表者等の変更
㈱TOSEI 東京支社 東北営業所（東北支部） 
【本会に対する代表者】荻野 耕次　部長
【住所】〒984-0075 宮城県仙台市若林区清水小路6-1
東日本不動産仙台ファーストビル11階
【電話】022-778-5106 【FAX】022-778-5107
㈱ＨＡＬＴＯＮ（関東支部） 
【会社代表者】【本会に対する代表者】近藤 成 代表取締
役社長
サンデン・リテールシステム㈱（関東支部）
【本会に対する代表者】須藤 敏夫 コールドチェーン事業
部 事業部長

※新型コロナウイルス対応のため、理事会・委員会等は最低限の
開催とし、事務局は在宅勤務を進めています。

工業会だより12月11日～1月20日

【１】 相談受付の概要
（１）受付件数

受付件数は24件。
（２）特　　徴

◇事故クレームは０件。 
◇品質クレームは０件。
◇一般相談は24件。
・昨年１１月にガステーブルこんろを購入したが、五徳に載せた鍋が傾き料理が片側に寄る
ので困っていた。６月にメーカーに見てもらい、天板に若干ひずみがあり傾いていることが
原因として新品交換となった。しかし交換後も、まだ傾きが気になったため再度メーカー
に連絡したところ、今回は傾きを「許容範囲」だとしてそれ以上の対応はしてくれなかっ
た。この機器は欠陥品ではないのか。また、最近ニュースでガステーブルこんろのリコール
情報を見た記憶があるが、今回の件と関係はないかとの相談。
　　天板のひずみに関しては、ＪＩＳ規格で高低差が5ｍｍ以内との定めがある。相談者の話
では5ｍｍも差はなかったとのことなので、規格範囲内であり、欠陥品とは言えないだろ
う。また、申出内容についても、安全性ではなく使い勝手の問題であるため、これ以上の対
応をメーカーに求めることは難しいと思われる。ガステーブルこんろのリコール情報も確認
したが、相談者の指摘したリコール内容は他社製品の点火不良についてのものであり、今
回の天板傾きとは関係ないと回答。当該製品の安全性に問題はないため、不服とは思うが
工夫してご使用いただくようお願いし、相談者が納得されたため終了とした。 
・今年の10月に、韓国製アウトドア用石油ストーブを購入したが、使用３回目で安全装置に
ついているボールチェーンが切れ、安全装置が機能しなくなった。使用した時間はせいぜ
い５時間程度で、取扱説明書通り使用し、特に乱暴な扱いもしていない。ボールチェーン
が細過ぎるので容易に切れてしまうと思われる。安全性に問題のある製品なのではない
か。購入店にはすぐ連絡し、店を通じ、もっと太いチェーンと交換修理するようメーカーと
交渉してもらったが、同じチェーンに交換すること以外はできないと拒否された。同じも
のに交換してもまた切れると思われるため怖くて使えない。交換できないのならば返金
返品に応じるよう要求しても全く応じない。こんな危険な製品を販売しても良いのかとの
相談。
　　当該メーカー製品は、屋外専用機器として販売されており、屋内品としての安全基準を
満たしたPSCマーク（特定製品）適合品ではない。基準に照らし合わせて製品の安全性を
判断することができず、監督省庁からの指導もできないのが現状。ただし、製品に問題が
あるのであれば、今後は法整備の対象に入れるよう動きがあるかもしれない。情報提供の
意味も含め、監督省庁である経済産業省の消費者相談窓口に相談してみてほしいと助言
した。          
・最近、飲食店や夜店でトーチバーナーで焦げ目をつけている食品をよく見かける。ガスを
燃料とするトーチバーナーで食品に焦げ目をつけることは身体に悪影響はないのか。最
近、焦げ目のある食品が増えているので心配だとの相談。
　　トーチバーナーによる食品の焦げ目が身体に及ぼす影響について、当ＰＬセンターには
情報がないためわからない。また現在、トーチバーナーの法的安全基準は定められておら
ず、販売においても製品安全検査の義務付けは行われていない。そのため、法的安全基準
に基づく製品安全性の判断ができないことを説明し、相談者が納得したため終了とした。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
2022
12月 ガス石油機器ＰＬセンター

【２】 受付実績合計
（１）２０２２年１２月度

　　　　

【３】 主な関係行事
今月は０件。

【４】 事故クレーム
今月は０件。

【５】 未解決の案件処理状況（インフォメーションで掲載した事故案件）
１２月度の未解決案件処理件数は０件。
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食品衛生法食品衛生法食品衛生法

建築基準法

消費者生活用製品安全法
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防
法

消
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法

消
防
法

食品衛生法消
防
法

食品衛生法

電気用品安全法

学校給食法

業務用厨房関係法令集
2021年版

内　容
■本書の構成とその読み方
■目　次
第 1章　厚生労働省関係
第２章　経済産業省関係
第３章　国土交通省関係
第４章　総務省関係
第５章　文部科学省関係
第６章　環境省関係
第７章　農林水産省関係
第８章　財務省関係

消費者生活用製品安全法

電気用品安全法

学校給食法
HACCP、働き方改革、喫煙・禁煙・分煙。
業務用厨房の設計と施工には、さまざまな法令が関係しています。本書は、
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、総務省、文部科学省、環境省、農
林水産省、財務省の各種法令から、厨房の設計･施工に際して必要とされ
る法律･政令･省令･条例・通達などを収録した書籍です。安全・安心な厨
房の設計・施工のために、必携の一冊。

■A4判・322頁　
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2023 年 1月27日2 校

022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _図書料金表

■送付先（記入モレの無いようお願い致します。） 　  送金予定日：　　　　月　　　　日頃予定

会社名： 　　　　　　　　　　　　　　　所属部署： 　　　　　　　　　氏名：
送付先：〒 (ご自宅へ送付の場合は、日中のご連絡先(会社等)のお電話もご記入下さい。)

(自宅・会社)

購入目的：□ 厨房設備士資格認定試験受験　　　□ 技能検定（厨房設備施工）受検　　　□ その他

電話 (会社) ：　　　　　　　　　　　 (自宅・携帯) ： 　　　　　　　　　　　FAX：

Mail-Address： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厨房設備士登録番号：

■お支払方法（振込手数料はお客様にてご負担ください。お振込名義とお申込者名が異なる場合は、お知らせください。）
銀行口座 みずほ銀行 芝支店 ( 0 5 4 )  普通口座NO.２３１９２１６(最寄の金融機関にて直接お振込み下さい)
郵便振替 ００１８０－８－１７５２８０(郵便局備え付けの青い用紙をお使い下さい)
いずれも口座の名義は一般社団法人日本厨房工業会です。
　　　　　〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-2-5 翔和須田町ビルⅡ 8階
　　　　　　　　　　　一般社団法人日本厨房工業会　TEL03-5244-4834

■以下の事項をご理解の上、お申し込みください。
＊発送は入金確認後になります。
＊請求書は、発行しておりません。銀行振込、郵便振替のお振込控えを領収書に換えさせて頂いております。
＊お申し込み後、３ヶ月経過しても入金が確認できない場合は、申込書を処分させて頂きます。
＊定期購読の場合、途中解約による返金は行っておりません。また、他の図書を同封して発送することはできません。
＊ご記入いただいた情報は、書籍の発送、お支払いの確認、当会からの各種ご案内（図書案内、アンケート等）以外の目的には
使用いたしません。

■送料について
＊月刊厨房を除いた図書を２冊までご購入される方は、全国一律５００円を頂戴いたします。３冊以上ご購入される場合は実費
を頂戴いたしますので別途ご連絡ください。
＊送付先が複数ある場合は、各々送料を頂戴いたします。
＊海外への送料は別途ご連絡ください。

図書申込書

＊会員企業名は、ホームページでご覧頂けます。
　　URL：https://www.jfea.or.jp

※各図書の価格・送料等が4月1日以降変更になります。詳細はp.44をご覧ください。

（ＦＡＸにてお申し込みください）

一般社団法人日本厨房工業会 行

FAX０３－５２４４－４８３５
図書名 税込価格 送   料 申込数 料   金

業務用厨房関係法令集2021年版

 〃 （会員企業価格）

厨房設備工学入門第8版

 〃 （会員企業価格）

会員名簿

業務用厨房機器に関する実態調査

 〃 （会員企業価格）

月刊厨房 （半 年）

 〃 （年 間）

 〃 （厨房設備士・年 間）

5,500円

4,400円

8,800円

6,600円

2,500円

5,500円

3,300円

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

※注)送料
合　計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

2,640円

5,280円

3,300円

不　要

不　要

不　要

冊

冊

冊

円

円

円

2冊まで500円。
(海外を除く)
3冊以上のご注
文は別途ご連絡
下さい。

業務用厨房関係法令集
2021年版

内　容
■本書の構成とその読み方
■目　次
第 1章　厚生労働省関係
第２章　経済産業省関係
第３章　国土交通省関係
第４章　総務省関係
第５章　文部科学省関係
第６章　環境省関係
第７章　農林水産省関係
第８章　財務省関係

HACCP、働き方改革、喫煙・禁煙・分煙。
業務用厨房の設計と施工には、さまざまな法令が関係しています。本書は、
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、総務省、文部科学省、環境省、農
林水産省、財務省の各種法令から、厨房の設計･施工に際して必要とされ
る法律･政令･省令･条例・通達などを収録した書籍です。安全・安心な厨
房の設計・施工のために、必携の一冊。

■A4判・322頁　
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　JFEA業務用厨房設備機器基準は、食品設備機器の材料、構造、強度、性能、取り扱いお
よび表示に関する最小限の要求事項を定めることにより、食品衛生、使用者の安全および環
境保全に寄与することを目的とし、制定しました。技術基準は、業務用厨房設備機器共通基
準とそれを補う６つの個別基準（業務用厨房板金製品基準、業務用厨房熱機器基準、業務用
冷蔵庫・冷凍庫基準、業務用厨房食品加工機器基準、業務用厨房サービス機器基準、業務用
食器洗浄機基準）により構成されています。
　前記の技術基準に製品が適合しているか否かを自主検査員により確認し、適合した機器を一般社団法人日本厨
房工業会に登録する制度です。
※JFEA業務用厨房設備機器基準は日本厨房工業会HPにて公開されています。

JFEA業務用厨房設備機器基準登録制度・登録一覧

業務用厨房設備機器
基準適合

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

㈱コメットカトウ

レンジ DX2-1575FJ

テーブルレンジ
CI-157-□□□T
DX2-1575T
CIH-157-□□□T

ローレンジ CI-157-□□□L
CIH-157-□□□L

立体炊飯器 CRA2-150NJ

フライヤ
CF2-GA18
CF2-GA23W
CF2-GD27

タニコー㈱

レンジ THI-3NN
TSGR-1532A-J

テーブルレンジ
TIH-S555N
TSGT-1532-SP
TSGT-1843A

煮炊釜 TE-100TP
炊飯器 TGRC-2CDT

フライヤ D-TGFL-C130W-J
TIFL-105WN-J

麺ゆで器 TU-90AWN-J
ドアタイプ洗浄機 TDWＤ-6G(R,L)

台

D-MT-180B-J
TTS-WCT-180ANB-J
TTS-WCT-180DNB-J
TTS-WT-180ADNB-J
TTS-WT-180ANB-J
TX-MT-120-J
TX-WCT-180ADNB-J
TX-WCT-180ANB-J
TX-WT-180ADNB-J
TX-WT-180ANB-J

シンク
D2-3S-300BW-J
TTS-1S-150ANB-J
TX-1S-150ANB-J

水切り台 TTS-CL-90A-J
TX-CL-90A-J

戸棚 TX-CB-180A-J
吊戸棚 TX-HCB-180-J
パイプ棚 TX-P-180L-J
平棚 TX-H-180L-J
上棚 TX-W-180-J

パンラック N-TES-19-6118S
TX-PR-180A-J

㈱中西製作所 生産本部 コンベアタイプ洗浄機 EODC-M13EA-RTA

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

ニチワ電機㈱

テーブルレンジ MIR-1055SA-N-J
MIR-5TA-N-J

スチームコンベクションオーブン SCOS-201RY-R-J
SCOS-610RY-R-J

立体炊飯器 ERC-27NE-J
フライヤ SEFD-18K-J
蒸し器 NES-650N-9-J
麺ゆで器 ENBN-C46S

日本調理機㈱ 立体炊飯器 ARCX-2GT
回転釜 DGK-60JSH-D

㈱フジマックネオ テーブルレンジ NGTNS1575
フライヤ NGFR18NB

㈱フジマック

レンジ FIC304525

テーブルレンジ FIC906006TF
FGTNS157532

フライヤ FGF2723R
FGF25NB

㈱マルゼン

レンジ
MIHX-ＪS05C
MIR-127X
MIR-127XB

テーブルレンジ

MIT-127
MITX-S55C
RGT-S127
SMT-097
MIT-127B
MITX-S55D
RGT-S127B

ローレンジ MHIL-10S

スチームコンベクションオーブン SSCX-06HNU
SSCX-P20NU

立体炊飯器 MRC-X2C
MERC-X2

フライヤ

MXF-046FB
MGF-CE16
MXF-046C
MXF-046FC
MIF-18D

蒸し器 MUS-066D
MUSE-066B1

麺ゆで器 MREK-44
MRLN-03C

ドアタイプ洗浄機 MDDTB7E
MDDTB8E

台

BH-157
BWD-157
DBW-159W
MH-157X
MWD-157X

シンク
BSM2-156R
DBS2-159W
MM2-156RX

水切り台 BSW-126
MSW-127X

戸棚 BDS-157
吊戸棚 BCS9-1835S

親型式：99機種、子型式：2,608 機種
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　JFEA業務用厨房設備機器基準は、食品設備機器の材料、構造、強度、性能、取り扱いお
よび表示に関する最小限の要求事項を定めることにより、食品衛生、使用者の安全および環
境保全に寄与することを目的とし、制定しました。技術基準は、業務用厨房設備機器共通基
準とそれを補う６つの個別基準（業務用厨房板金製品基準、業務用厨房熱機器基準、業務用
冷蔵庫・冷凍庫基準、業務用厨房食品加工機器基準、業務用厨房サービス機器基準、業務用
食器洗浄機基準）により構成されています。
　前記の技術基準に製品が適合しているか否かを自主検査員により確認し、適合した機器を一般社団法人日本厨
房工業会に登録する制度です。
※JFEA業務用厨房設備機器基準は日本厨房工業会HPにて公開されています。

JFEA業務用厨房設備機器基準登録制度・登録一覧

業務用厨房設備機器
基準適合

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

㈱コメットカトウ

レンジ DX2-1575FJ

テーブルレンジ
CI-157-□□□T
DX2-1575T
CIH-157-□□□T

ローレンジ CI-157-□□□L
CIH-157-□□□L

立体炊飯器 CRA2-150NJ

フライヤ
CF2-GA18
CF2-GA23W
CF2-GD27

タニコー㈱

レンジ THI-3NN
TSGR-1532A-J

テーブルレンジ
TIH-S555N
TSGT-1532-SP
TSGT-1843A

煮炊釜 TE-100TP
炊飯器 TGRC-2CDT

フライヤ D-TGFL-C130W-J
TIFL-105WN-J

麺ゆで器 TU-90AWN-J
ドアタイプ洗浄機 TDWＤ-6G(R,L)

台

D-MT-180B-J
TTS-WCT-180ANB-J
TTS-WCT-180DNB-J
TTS-WT-180ADNB-J
TTS-WT-180ANB-J
TX-MT-120-J
TX-WCT-180ADNB-J
TX-WCT-180ANB-J
TX-WT-180ADNB-J
TX-WT-180ANB-J

シンク
D2-3S-300BW-J
TTS-1S-150ANB-J
TX-1S-150ANB-J

水切り台 TTS-CL-90A-J
TX-CL-90A-J

戸棚 TX-CB-180A-J
吊戸棚 TX-HCB-180-J
パイプ棚 TX-P-180L-J
平棚 TX-H-180L-J
上棚 TX-W-180-J

パンラック N-TES-19-6118S
TX-PR-180A-J

㈱中西製作所 生産本部 コンベアタイプ洗浄機 EODC-M13EA-RTA

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

ニチワ電機㈱

テーブルレンジ MIR-1055SA-N-J
MIR-5TA-N-J

スチームコンベクションオーブン SCOS-201RY-R-J
SCOS-610RY-R-J

立体炊飯器 ERC-27NE-J
フライヤ SEFD-18K-J
蒸し器 NES-650N-9-J
麺ゆで器 ENBN-C46S

日本調理機㈱ 立体炊飯器 ARCX-2GT
回転釜 DGK-60JSH-D

㈱フジマックネオ テーブルレンジ NGTNS1575
フライヤ NGFR18NB

㈱フジマック

レンジ FIC304525

テーブルレンジ FIC906006TF
FGTNS157532

フライヤ FGF2723R
FGF25NB

㈱マルゼン

レンジ
MIHX-ＪS05C
MIR-127X
MIR-127XB

テーブルレンジ

MIT-127
MITX-S55C
RGT-S127
SMT-097
MIT-127B
MITX-S55D
RGT-S127B

ローレンジ MHIL-10S

スチームコンベクションオーブン SSCX-06HNU
SSCX-P20NU

立体炊飯器 MRC-X2C
MERC-X2

フライヤ

MXF-046FB
MGF-CE16
MXF-046C
MXF-046FC
MIF-18D

蒸し器 MUS-066D
MUSE-066B1

麺ゆで器 MREK-44
MRLN-03C

ドアタイプ洗浄機 MDDTB7E
MDDTB8E

台

BH-157
BWD-157
DBW-159W
MH-157X
MWD-157X

シンク
BSM2-156R
DBS2-159W
MM2-156RX

水切り台 BSW-126
MSW-127X

戸棚 BDS-157
吊戸棚 BCS9-1835S

親型式：99機種、子型式：2,608 機種
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　JFEA業務用厨房設備機器基準は、食品設備機器の材料、構造、強度、性能、取り扱いお
よび表示に関する最小限の要求事項を定めることにより、食品衛生、使用者の安全および環
境保全に寄与することを目的とし、制定しました。技術基準は、業務用厨房設備機器共通基
準とそれを補う６つの個別基準（業務用厨房板金製品基準、業務用厨房熱機器基準、業務用
冷蔵庫・冷凍庫基準、業務用厨房食品加工機器基準、業務用厨房サービス機器基準、業務用
食器洗浄機基準）により構成されています。
　前記の技術基準に製品が適合しているか否かを自主検査員により確認し、適合した機器を一般社団法人日本厨
房工業会に登録する制度です。
※JFEA業務用厨房設備機器基準は日本厨房工業会HPにて公開されています。

JFEA業務用厨房設備機器基準登録制度・登録一覧

業務用厨房設備機器
基準適合

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

㈱コメットカトウ

レンジ DX2-1575FJ

テーブルレンジ
CI-157-□□□T
DX2-1575T
CIH-157-□□□T

ローレンジ CI-157-□□□L
CIH-157-□□□L

立体炊飯器 CRA2-150NJ

フライヤ
CF2-GA18
CF2-GA23W
CF2-GD27

タニコー㈱

レンジ THI-3NN
TSGR-1532A-J

テーブルレンジ
TIH-S555N
TSGT-1532-SP
TSGT-1843A

煮炊釜 TE-100TP
炊飯器 TGRC-2CDT

フライヤ D-TGFL-C130W-J
TIFL-105WN-J

麺ゆで器 TU-90AWN-J
ドアタイプ洗浄機 TDWＤ-6G(R,L)

台

D-MT-180B-J
TTS-WCT-180ANB-J
TTS-WCT-180DNB-J
TTS-WT-180ADNB-J
TTS-WT-180ANB-J
TX-MT-120-J
TX-WCT-180ADNB-J
TX-WCT-180ANB-J
TX-WT-180ADNB-J
TX-WT-180ANB-J

シンク
D2-3S-300BW-J
TTS-1S-150ANB-J
TX-1S-150ANB-J

水切り台 TTS-CL-90A-J
TX-CL-90A-J

戸棚 TX-CB-180A-J
吊戸棚 TX-HCB-180-J
パイプ棚 TX-P-180L-J
平棚 TX-H-180L-J
上棚 TX-W-180-J

パンラック N-TES-19-6118S
TX-PR-180A-J

㈱中西製作所 生産本部 コンベアタイプ洗浄機 EODC-M13EA-RTA

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

ニチワ電機㈱

テーブルレンジ MIR-1055SA-N-J
MIR-5TA-N-J

スチームコンベクションオーブン SCOS-201RY-R-J
SCOS-610RY-R-J

立体炊飯器 ERC-27NE-J
フライヤ SEFD-18K-J
蒸し器 NES-650N-9-J
麺ゆで器 ENBN-C46S

日本調理機㈱ 立体炊飯器 ARCX-2GT
回転釜 DGK-60JSH-D

㈱フジマックネオ テーブルレンジ NGTNS1575
フライヤ NGFR18NB

㈱フジマック

レンジ FIC304525

テーブルレンジ FIC906006TF
FGTNS157532

フライヤ FGF2723R
FGF25NB

㈱マルゼン

レンジ
MIHX-ＪS05C
MIR-127X
MIR-127XB

テーブルレンジ

MIT-127
MITX-S55C
RGT-S127
SMT-097
MIT-127B
MITX-S55D
RGT-S127B

ローレンジ MHIL-10S

スチームコンベクションオーブン SSCX-06HNU
SSCX-P20NU

立体炊飯器 MRC-X2C
MERC-X2

フライヤ

MXF-046FB
MGF-CE16
MXF-046C
MXF-046FC
MIF-18D

蒸し器 MUS-066D
MUSE-066B1

麺ゆで器 MREK-44
MRLN-03C

ドアタイプ洗浄機 MDDTB7E
MDDTB8E

台

BH-157
BWD-157
DBW-159W
MH-157X
MWD-157X

シンク
BSM2-156R
DBS2-159W
MM2-156RX

水切り台 BSW-126
MSW-127X

戸棚 BDS-157
吊戸棚 BCS9-1835S

親型式：99機種、子型式：2,608 機種
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工業会認定グリスフィルター、エクストラクター、
セパレーターに基準適合ラベルを貼付
工業会では、業務用厨房設備に付属するグリス除去装置（グリスフィルター、エ
クストラクター、セパレーター）については、「業務用厨房設備に付属するグリス
除去装置の技術基準」（日本厨房工業会の自主基準）に基づく試験を実施しており
ます。基準適合品には工業会認定のラベルを貼付し、市町村条例等で定められるグ
リス除去装置に関する規程等に適合したものとして取り扱われております。 ラベル見本

99-002-9999

●グリスフィルター技術基準適合品
認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号

22. 9. 2 ダ ブ ル チ ェ ッ ク 22-002-0201

㈱ ク ラ コ

06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｌ Ｌ 20-002-0202 06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｍ 型 20-002-0203 06-6222-6711
19. 8. 28 グ リ ー ス ダ ン パ ー 19-002-0204 06-6222-6711
21. 8. 24 バ ッ フ レ ッ シ ュ Ⅱ 21-002-1302 ㈱ ア ク シ ー 06-6682-2251
21. 2. 1 ファ イ ヤ ー グ リ ス フィル タ ー 21-002-1404 ㈱ フ カ ガ ワ 048-223-3111
21. 2. 1 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅲ 型 21-002-1502 新 成 工 業 ㈱ 03-3403-4511
22. 7. 6 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅳ 型 22-002-1504 03-3403-4511
19. 8. 28 グ リ ー サ ー 19-002-1701 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
19. 8. 28 Ｖ フ ィ ル タ ー 19-002-1704 084-922-2855
21. 2. 1 Ｊ Ｇ Ｚ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2004 日 本 設 備 企 画 ㈱ 06-6266-2895
19. 2. 13 エ ー ス フ ィ ル タ ー 19-002-2601

エ ー ス 工 機 ㈱

03-3843-4851
19. 2. 13 ニ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2604 03-3843-4851
18. 6. 26 チ ャ コ フ ィ ル タ ー 18-002-2605 03-3843-4851
22. 10. 31 ト ッ プ フ ィ ル タ ー ０ １ 22-002-2606 03-3843-4851
20. 8. 4 A F B フ ィ ル タ ー 20-002-2607 03-3843-4851
20. 8. 4 A B フ ィ ル タ ー 20-002-2608 03-3843-4851
19. 8. 28 ク リ ー ン テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2701 ク リ ー ン テ ッ ク ㈱ 042-939-1635
18. 6. 26 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン 18-002-2803 ㈱ 安 達 工 業 0766-28-8100
21. 12. 6 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン ( 薄 型 ) 21-002-2804 0766-28-8100
21. 8. 24 Ｅ Ｘ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2902 ㈱ エ ル ク 03-5379-1522
21. 8. 24 ＥＸグリス フィル タ ーＰタ イプ 21-002-2903 03-5379-1522
19. 10. 28 ラ ン ズ テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-3002 ㈱ ラ ン ズ 03-5845-5817
19. 10. 28 エ イ エ ル フ ィ ル タ ー 19-002-3501 ㈱ エ イ エ ル 工 業 044-555-1185
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅡ 21-002-3902 津 守 興 業 ㈱ 048-222-6187
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅢ 21-002-3903 048-222-6187
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｆ 21-002-4001 日 本 カ ル ミ ッ ク ㈱ 03-4586-5588
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｌ 21-002-4005 03-4586-5588
21. 8. 24 グ リ ス フ ィ ル タ ー Ｌ ８ 型 21-002-4201

㈱ ダ ス キ ン
06-6821-5186

21. 8. 24 グ リ ス フ ィル タ ー Ｌ３－ Ⅲ 型 21-002-4204 06-6821-5186
19. 4. 3 グ リ ス フ ィ ル タ ー H 型 19-002-4205 06-6821-5186
17. 8. 29 コ ー ワ ・ ク リ ー ン ポ ー ト 17-002-4801 ㈱ ア ク ア エ ア ー 045-859-9041
22. 9. 2 ソ ー レ Ⅱ 型 22-002-4904 日 之 出 ㈱ 0532-31-2237
22. 2. 7 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｌ 型 22-002-5001

㈱ セ ル テ ッ ク

047-491-6654
18. 4. 25 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー B 型 18-002-5002 047-491-6654
18. 12. 4 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｍ 型 18-002-5004 047-491-6654
20. 3. 2 セ ル テック フィル タ ー Ｍ Ｋ 型 20-002-5005 047-491-6654
17. 12. 15 Ｓ Ｋ グ リ ス フ ィ ル タ ー Ⅱ 17-002-5103 ㈱ サ ニ ク リ ー ン 03-3276-7274
18. 6. 26 ユ ニ フ ィ ル タ ー 18-002-5301 ㈱ ユ ニ マ ッ ト ラ イ フ 03-5770-2050
22. 2. 7 Ｊ フ ィ ル タ ー 22-002-5401 シ ー バ イ エ ス ㈱ 045-640-2348
18. 4. 25 Ｊ フ ィ ル タ ー Ｂ 型 18-002-5402 045-640-2348
19. 8. 28 Ｆ Ｃ ’ ０ ９ 19-002-5501 ㈱ H A L T O N 03-5533-8840

認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号
21. 2. 1 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅲ 21-002-5803 山 岡 金 属 工 業 ㈱ 06-6996-2351
20. 8. 4 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅳ 20-002-5804 06-6996-2351
22. 2. 7 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ 22-002-5901 オ ピ ニ オ ン ㈱ 03-5545-1691
21. 2. 1 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ α 21-002-5902 03-5545-1691
21. 8. 24 プ ラ ス ワ ン 21-002-4401

㈱ 日 工 テ ク ノ
0480-36-1431

22. 10. 31 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー 22-002-6001 0480-36-1431
２０. 3. 2 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー ・ ネ オ 20-002-6002 0480-36-1431
22. 9. 2 Ｄ Ｆ フ ィ ル タ ー 22-002-6201 ㈱ ダ イ フ ィ ル 06-6746-3773
19. 8. 28 Ｄ Ｖ Ｓ フ ィ ル タ ー 19-002-6203 06-6746-3773
20. 10. 12 ア ル フ ァ フ ィ ル タ ー Ⅱ 20-002-6502 セ コ ム ア ル フ ァ ㈱ 03-3351-5338
17. 8. 29 C E R  S U P E R 17-002-6901 ㈱ シ ー・イ ー・ア ー ル 0466-83-4411
21. 12. 6 Ｈ １ フ ィ ル タ ー 21-002-7101 ㈱ ア ル テ ッ ク 九 州 0944-85-5011
21. 8. 24 Ｃ Ｄ フ ィ ル タ ー 21-002-7102 0944-85-5011
22. 4. 19 グ リ ス カ ッ ト 22-002-7201 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
20. 8. 4 ウ ォ シ ュ フ ィ ル タ ー 20-002-7501 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
18. 2. 28 オ リ オ フ ィ ル タ ー 18-002-7601 協 立 エ ア テ ッ ク ㈱ 092-948-5065
18. 6. 26 グ リ ス フ ィ ル タ ー ７ ５ 18-002-7602 092-948-5065

●グリスエクストラクター技術基準適合品
19. 8. 28 エ ア ロ ギ ミ ッ ク 19-001-0501 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711

●グリスセパレーター技術基準適合品
22. 9. 2 エ ア ロ ・ ウ ェ イ 22-003-0201 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711
19. 8. 28 Ｓ Ｏ ＩＬ  Ｓ Ｃ Ｒ Ｕ Ｂ Ｂ Ｅ Ｒ 19-003-0801 ㈱ 加 藤 厨 房 設 備 03-3745-3141
21. 10. 19 ア ク ア ク リ ー ン シ ス テ ム 21-003-0901 日 本 エ ス シ ー ㈱ 03-3221-7911
21. 5. 11 ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1004 ト ー シ ョ ー 機 材 ㈱ 03-3615-6011
21. 8. 24 バ ブ ル フ ィ ル タ ー 21-003-1604 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
21. 5. 11 ミ ス ト ロ ン 21-003-1801 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
22. 4. 27 ミ ス ト ロ ン m i n i 22-003-1802 076-268-2941
21. 5. 11 Ｎ Ｄ Ｃ ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1901 日 本 ド ラ イ ケ ミカ ル ㈱ 03-3599-9500
19. 12. 19 バブルクリーンフード KC5-75FU型 19-003-2001 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
2021 年度　交付ラベル　137,800 枚

022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _グ リスフィルター
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工業会認定グリスフィルター、エクストラクター、
セパレーターに基準適合ラベルを貼付
工業会では、業務用厨房設備に付属するグリス除去装置（グリスフィルター、エ
クストラクター、セパレーター）については、「業務用厨房設備に付属するグリス
除去装置の技術基準」（日本厨房工業会の自主基準）に基づく試験を実施しており
ます。基準適合品には工業会認定のラベルを貼付し、市町村条例等で定められるグ
リス除去装置に関する規程等に適合したものとして取り扱われております。 ラベル見本

99-002-9999

●グリスフィルター技術基準適合品
認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号

22. 9. 2 ダ ブ ル チ ェ ッ ク 22-002-0201

㈱ ク ラ コ

06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｌ Ｌ 20-002-0202 06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｍ 型 20-002-0203 06-6222-6711
19. 8. 28 グ リ ー ス ダ ン パ ー 19-002-0204 06-6222-6711
21. 8. 24 バ ッ フ レ ッ シ ュ Ⅱ 21-002-1302 ㈱ ア ク シ ー 06-6682-2251
21. 2. 1 ファ イ ヤ ー グ リ ス フィル タ ー 21-002-1404 ㈱ フ カ ガ ワ 048-223-3111
21. 2. 1 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅲ 型 21-002-1502 新 成 工 業 ㈱ 03-3403-4511
22. 7. 6 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅳ 型 22-002-1504 03-3403-4511
19. 8. 28 グ リ ー サ ー 19-002-1701 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
19. 8. 28 Ｖ フ ィ ル タ ー 19-002-1704 084-922-2855
21. 2. 1 Ｊ Ｇ Ｚ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2004 日 本 設 備 企 画 ㈱ 06-6266-2895
19. 2. 13 エ ー ス フ ィ ル タ ー 19-002-2601

エ ー ス 工 機 ㈱

03-3843-4851
19. 2. 13 ニ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2604 03-3843-4851
18. 6. 26 チ ャ コ フ ィ ル タ ー 18-002-2605 03-3843-4851
22. 10. 31 ト ッ プ フ ィ ル タ ー ０ １ 22-002-2606 03-3843-4851
20. 8. 4 A F B フ ィ ル タ ー 20-002-2607 03-3843-4851
20. 8. 4 A B フ ィ ル タ ー 20-002-2608 03-3843-4851
19. 8. 28 ク リ ー ン テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2701 ク リ ー ン テ ッ ク ㈱ 042-939-1635
18. 6. 26 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン 18-002-2803 ㈱ 安 達 工 業 0766-28-8100
21. 12. 6 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン ( 薄 型 ) 21-002-2804 0766-28-8100
21. 8. 24 Ｅ Ｘ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2902 ㈱ エ ル ク 03-5379-1522
21. 8. 24 ＥＸグリス フィル タ ーＰタ イプ 21-002-2903 03-5379-1522
19. 10. 28 ラ ン ズ テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-3002 ㈱ ラ ン ズ 03-5845-5817
19. 10. 28 エ イ エ ル フ ィ ル タ ー 19-002-3501 ㈱ エ イ エ ル 工 業 044-555-1185
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅡ 21-002-3902 津 守 興 業 ㈱ 048-222-6187
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅢ 21-002-3903 048-222-6187
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｆ 21-002-4001 日 本 カ ル ミ ッ ク ㈱ 03-4586-5588
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｌ 21-002-4005 03-4586-5588
21. 8. 24 グ リ ス フ ィ ル タ ー Ｌ ８ 型 21-002-4201

㈱ ダ ス キ ン
06-6821-5186

21. 8. 24 グ リ ス フ ィル タ ー Ｌ３－ Ⅲ 型 21-002-4204 06-6821-5186
19. 4. 3 グ リ ス フ ィ ル タ ー H 型 19-002-4205 06-6821-5186
17. 8. 29 コ ー ワ ・ ク リ ー ン ポ ー ト 17-002-4801 ㈱ ア ク ア エ ア ー 045-859-9041
22. 9. 2 ソ ー レ Ⅱ 型 22-002-4904 日 之 出 ㈱ 0532-31-2237
22. 2. 7 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｌ 型 22-002-5001

㈱ セ ル テ ッ ク

047-491-6654
18. 4. 25 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー B 型 18-002-5002 047-491-6654
18. 12. 4 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｍ 型 18-002-5004 047-491-6654
20. 3. 2 セ ル テック フィル タ ー Ｍ Ｋ 型 20-002-5005 047-491-6654
17. 12. 15 Ｓ Ｋ グ リ ス フ ィ ル タ ー Ⅱ 17-002-5103 ㈱ サ ニ ク リ ー ン 03-3276-7274
18. 6. 26 ユ ニ フ ィ ル タ ー 18-002-5301 ㈱ ユ ニ マ ッ ト ラ イ フ 03-5770-2050
22. 2. 7 Ｊ フ ィ ル タ ー 22-002-5401 シ ー バ イ エ ス ㈱ 045-640-2348
18. 4. 25 Ｊ フ ィ ル タ ー Ｂ 型 18-002-5402 045-640-2348
19. 8. 28 Ｆ Ｃ ’ ０ ９ 19-002-5501 ㈱ H A L T O N 03-5533-8840

認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号
21. 2. 1 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅲ 21-002-5803 山 岡 金 属 工 業 ㈱ 06-6996-2351
20. 8. 4 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅳ 20-002-5804 06-6996-2351
22. 2. 7 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ 22-002-5901 オ ピ ニ オ ン ㈱ 03-5545-1691
21. 2. 1 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ α 21-002-5902 03-5545-1691
21. 8. 24 プ ラ ス ワ ン 21-002-4401

㈱ 日 工 テ ク ノ
0480-36-1431

22. 10. 31 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー 22-002-6001 0480-36-1431
２０. 3. 2 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー ・ ネ オ 20-002-6002 0480-36-1431
22. 9. 2 Ｄ Ｆ フ ィ ル タ ー 22-002-6201 ㈱ ダ イ フ ィ ル 06-6746-3773
19. 8. 28 Ｄ Ｖ Ｓ フ ィ ル タ ー 19-002-6203 06-6746-3773
20. 10. 12 ア ル フ ァ フ ィ ル タ ー Ⅱ 20-002-6502 セ コ ム ア ル フ ァ ㈱ 03-3351-5338
17. 8. 29 C E R  S U P E R 17-002-6901 ㈱ シ ー・イ ー・ア ー ル 0466-83-4411
21. 12. 6 Ｈ １ フ ィ ル タ ー 21-002-7101 ㈱ ア ル テ ッ ク 九 州 0944-85-5011
21. 8. 24 Ｃ Ｄ フ ィ ル タ ー 21-002-7102 0944-85-5011
22. 4. 19 グ リ ス カ ッ ト 22-002-7201 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
20. 8. 4 ウ ォ シ ュ フ ィ ル タ ー 20-002-7501 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
18. 2. 28 オ リ オ フ ィ ル タ ー 18-002-7601 協 立 エ ア テ ッ ク ㈱ 092-948-5065
18. 6. 26 グ リ ス フ ィ ル タ ー ７ ５ 18-002-7602 092-948-5065

●グリスエクストラクター技術基準適合品
19. 8. 28 エ ア ロ ギ ミ ッ ク 19-001-0501 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711

●グリスセパレーター技術基準適合品
22. 9. 2 エ ア ロ ・ ウ ェ イ 22-003-0201 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711
19. 8. 28 Ｓ Ｏ ＩＬ  Ｓ Ｃ Ｒ Ｕ Ｂ Ｂ Ｅ Ｒ 19-003-0801 ㈱ 加 藤 厨 房 設 備 03-3745-3141
21. 10. 19 ア ク ア ク リ ー ン シ ス テ ム 21-003-0901 日 本 エ ス シ ー ㈱ 03-3221-7911
21. 5. 11 ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1004 ト ー シ ョ ー 機 材 ㈱ 03-3615-6011
21. 8. 24 バ ブ ル フ ィ ル タ ー 21-003-1604 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
21. 5. 11 ミ ス ト ロ ン 21-003-1801 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
22. 4. 27 ミ ス ト ロ ン m i n i 22-003-1802 076-268-2941
21. 5. 11 Ｎ Ｄ Ｃ ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1901 日 本 ド ラ イ ケ ミカ ル ㈱ 03-3599-9500
19. 12. 19 バブルクリーンフード KC5-75FU型 19-003-2001 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
2021 年度　交付ラベル　137,800 枚

１日（水）テレビ放送の日
２日（木）バスガールの日、頭痛の日、夫婦の日、二

日灸（如月灸）
３日（金）節分
４日（土）立春
５日（日）プロ野球の日
６日（月）海苔の日、抹茶の日
７日（火）第23回厨房設備機器展開催（10日まで）、

北方領土の日
８日（水）針供養、御事始め
９日（木）ふくの日、服の日、福の日、肉の日
10日（金）左利きの日、ふきのとうの日
11日（土）建国記念の日、万歳三唱の日

14日（火）バレンタインデー、チョコレートの日、煮干
の日

16日（木）寒天の日
19日（日）プロレスの日
20日（月）歌舞伎の日、アレルギーの日
21日（火）食糧管理法公布記念日
22日（水）猫の日、食器洗い乾燥機の日、世界友情

の日
23日（木）天皇誕生日、ふろしきの日
24日（金）月光仮面の日
28日（火）ビスケットの日

■ 2月（如月） ■

K K

2 校 2023 年 1月26日

工業会認定グリスフィルター、エクストラクター、
セパレーターに基準適合ラベルを貼付
工業会では、業務用厨房設備に付属するグリス除去装置（グリスフィルター、エ
クストラクター、セパレーター）については、「業務用厨房設備に付属するグリス
除去装置の技術基準」（日本厨房工業会の自主基準）に基づく試験を実施しており
ます。基準適合品には工業会認定のラベルを貼付し、市町村条例等で定められるグ
リス除去装置に関する規程等に適合したものとして取り扱われております。 ラベル見本

99-002-9999

●グリスフィルター技術基準適合品
認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号

22. 9. 2 ダ ブ ル チ ェ ッ ク 22-002-0201

㈱ ク ラ コ

06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｌ Ｌ 20-002-0202 06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｍ 型 20-002-0203 06-6222-6711
19. 8. 28 グ リ ー ス ダ ン パ ー 19-002-0204 06-6222-6711
21. 8. 24 バ ッ フ レ ッ シ ュ Ⅱ 21-002-1302 ㈱ ア ク シ ー 06-6682-2251
21. 2. 1 ファ イ ヤ ー グ リ ス フィル タ ー 21-002-1404 ㈱ フ カ ガ ワ 048-223-3111
21. 2. 1 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅲ 型 21-002-1502 新 成 工 業 ㈱ 03-3403-4511
22. 7. 6 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅳ 型 22-002-1504 03-3403-4511
19. 8. 28 グ リ ー サ ー 19-002-1701 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
19. 8. 28 Ｖ フ ィ ル タ ー 19-002-1704 084-922-2855
21. 2. 1 Ｊ Ｇ Ｚ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2004 日 本 設 備 企 画 ㈱ 06-6266-2895
19. 2. 13 エ ー ス フ ィ ル タ ー 19-002-2601

エ ー ス 工 機 ㈱

03-3843-4851
19. 2. 13 ニ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2604 03-3843-4851
18. 6. 26 チ ャ コ フ ィ ル タ ー 18-002-2605 03-3843-4851
22. 10. 31 ト ッ プ フ ィ ル タ ー ０ １ 22-002-2606 03-3843-4851
20. 8. 4 A F B フ ィ ル タ ー 20-002-2607 03-3843-4851
20. 8. 4 A B フ ィ ル タ ー 20-002-2608 03-3843-4851
19. 8. 28 ク リ ー ン テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2701 ク リ ー ン テ ッ ク ㈱ 042-939-1635
18. 6. 26 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン 18-002-2803 ㈱ 安 達 工 業 0766-28-8100
21. 12. 6 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン ( 薄 型 ) 21-002-2804 0766-28-8100
21. 8. 24 Ｅ Ｘ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2902 ㈱ エ ル ク 03-5379-1522
21. 8. 24 ＥＸグリス フィル タ ーＰタ イプ 21-002-2903 03-5379-1522
19. 10. 28 ラ ン ズ テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-3002 ㈱ ラ ン ズ 03-5845-5817
19. 10. 28 エ イ エ ル フ ィ ル タ ー 19-002-3501 ㈱ エ イ エ ル 工 業 044-555-1185
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅡ 21-002-3902 津 守 興 業 ㈱ 048-222-6187
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅢ 21-002-3903 048-222-6187
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｆ 21-002-4001 日 本 カ ル ミ ッ ク ㈱ 03-4586-5588
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｌ 21-002-4005 03-4586-5588
21. 8. 24 グ リ ス フ ィ ル タ ー Ｌ ８ 型 21-002-4201

㈱ ダ ス キ ン
06-6821-5186

21. 8. 24 グ リ ス フ ィル タ ー Ｌ３－ Ⅲ 型 21-002-4204 06-6821-5186
19. 4. 3 グ リ ス フ ィ ル タ ー H 型 19-002-4205 06-6821-5186
17. 8. 29 コ ー ワ ・ ク リ ー ン ポ ー ト 17-002-4801 ㈱ ア ク ア エ ア ー 045-859-9041
22. 9. 2 ソ ー レ Ⅱ 型 22-002-4904 日 之 出 ㈱ 0532-31-2237
22. 2. 7 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｌ 型 22-002-5001

㈱ セ ル テ ッ ク

047-491-6654
18. 4. 25 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー B 型 18-002-5002 047-491-6654
18. 12. 4 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｍ 型 18-002-5004 047-491-6654
20. 3. 2 セ ル テック フィル タ ー Ｍ Ｋ 型 20-002-5005 047-491-6654
17. 12. 15 Ｓ Ｋ グ リ ス フ ィ ル タ ー Ⅱ 17-002-5103 ㈱ サ ニ ク リ ー ン 03-3276-7274
18. 6. 26 ユ ニ フ ィ ル タ ー 18-002-5301 ㈱ ユ ニ マ ッ ト ラ イ フ 03-5770-2050
22. 2. 7 Ｊ フ ィ ル タ ー 22-002-5401 シ ー バ イ エ ス ㈱ 045-640-2348
18. 4. 25 Ｊ フ ィ ル タ ー Ｂ 型 18-002-5402 045-640-2348
19. 8. 28 Ｆ Ｃ ’ ０ ９ 19-002-5501 ㈱ H A L T O N 03-5533-8840

認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号
21. 2. 1 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅲ 21-002-5803 山 岡 金 属 工 業 ㈱ 06-6996-2351
20. 8. 4 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅳ 20-002-5804 06-6996-2351
22. 2. 7 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ 22-002-5901 オ ピ ニ オ ン ㈱ 03-5545-1691
21. 2. 1 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ α 21-002-5902 03-5545-1691
21. 8. 24 プ ラ ス ワ ン 21-002-4401

㈱ 日 工 テ ク ノ
0480-36-1431

22. 10. 31 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー 22-002-6001 0480-36-1431
２０. 3. 2 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー ・ ネ オ 20-002-6002 0480-36-1431
22. 9. 2 Ｄ Ｆ フ ィ ル タ ー 22-002-6201 ㈱ ダ イ フ ィ ル 06-6746-3773
19. 8. 28 Ｄ Ｖ Ｓ フ ィ ル タ ー 19-002-6203 06-6746-3773
20. 10. 12 ア ル フ ァ フ ィ ル タ ー Ⅱ 20-002-6502 セ コ ム ア ル フ ァ ㈱ 03-3351-5338
17. 8. 29 C E R  S U P E R 17-002-6901 ㈱ シ ー・イ ー・ア ー ル 0466-83-4411
21. 12. 6 Ｈ １ フ ィ ル タ ー 21-002-7101 ㈱ ア ル テ ッ ク 九 州 0944-85-5011
21. 8. 24 Ｃ Ｄ フ ィ ル タ ー 21-002-7102 0944-85-5011
22. 4. 19 グ リ ス カ ッ ト 22-002-7201 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
20. 8. 4 ウ ォ シ ュ フ ィ ル タ ー 20-002-7501 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
18. 2. 28 オ リ オ フ ィ ル タ ー 18-002-7601 協 立 エ ア テ ッ ク ㈱ 092-948-5065
18. 6. 26 グ リ ス フ ィ ル タ ー ７ ５ 18-002-7602 092-948-5065

●グリスエクストラクター技術基準適合品
19. 8. 28 エ ア ロ ギ ミ ッ ク 19-001-0501 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711

●グリスセパレーター技術基準適合品
22. 9. 2 エ ア ロ ・ ウ ェ イ 22-003-0201 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711
19. 8. 28 Ｓ Ｏ ＩＬ  Ｓ Ｃ Ｒ Ｕ Ｂ Ｂ Ｅ Ｒ 19-003-0801 ㈱ 加 藤 厨 房 設 備 03-3745-3141
21. 10. 19 ア ク ア ク リ ー ン シ ス テ ム 21-003-0901 日 本 エ ス シ ー ㈱ 03-3221-7911
21. 5. 11 ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1004 ト ー シ ョ ー 機 材 ㈱ 03-3615-6011
21. 8. 24 バ ブ ル フ ィ ル タ ー 21-003-1604 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
21. 5. 11 ミ ス ト ロ ン 21-003-1801 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
22. 4. 27 ミ ス ト ロ ン m i n i 22-003-1802 076-268-2941
21. 5. 11 Ｎ Ｄ Ｃ ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1901 日 本 ド ラ イ ケ ミカ ル ㈱ 03-3599-9500
19. 12. 19 バブルクリーンフード KC5-75FU型 19-003-2001 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
2021 年度　交付ラベル　137,800 枚

022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _グ リスフィルター
K

2 校 2校2023 年 1月26日

67　厨  房　2023.2



2023 年 1月26日2 校

022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _会員一覧

㈱TOSEI
トランスゲイト㈱
㈱中西製作所 東京支店
ニチワ電機㈱ 東京支店
日産設備工業㈱
㈱ニット技研
日本エスシー㈱
日本給食設備㈱
日本洗浄機㈱
日本調理機㈱
㈱ハッピージャパン
パナソニック産機システムズ㈱
㈱HALTON
ヒゴグリラー㈱ 東京営業所
フクシマガリレイ㈱ 東日本支社
㈱富士工業所
㈱フジマック
㈲藤村製作所
㈱ブロス
ホシザキ東京㈱
細山熱器㈱
ホバート・ジャパン㈱
MEIKO Clean Solutions Japan（株）
㈱マグナ
マッハ機器㈱
㈱マルキキッチンテクノ
㈱マルゼン
三浦工業㈱
㈲美濃製作所
㈱ラショナル・ジャパン
㈱ラックランド
ワシオ厨理工業㈱
㈱和田製作所

◆ 神奈川県
㈱エイエル工業
エイシン電機㈱
クールフライヤー㈱
㈱三栄コーポレーションリミテッド
㈱ゼロカラ
タイジ㈱
㈲大洋
タマ設備工業㈱
富士工業㈱
㈱両津工業

◆ 新潟県
サカタ調理機㈱
スギコ産業㈱
㈱ハイサーブウエノ
㈱ハシモト

◆ 山梨県
石川調理機㈱

◆ 長野県
㈱伊東電機工作所
テクノ・フードシステム㈱

●東海北陸支部
◆ 富山県
㈱安達工業
㈱富士厨機
ヤマヤ物産㈲

◆ 石川県
アサヒ装設㈱
サンタ㈱
ホシザキ北信越㈱

◆ 福井県
畑中厨房㈱

㈱ウィンターハルター・ジャパン
ウチダステンレス工業㈱
㈱エム・アイ・ケー
桐山工業㈱
クリーンテック㈱
㈲敬和
㈱河野製作所
㈱伸和商会
仲産業㈱
㈱中西製作所 北関東支店
㈱日工テクノ
㈱フカガワ
㈱扶洋 関東支店
㈱モリチュウ
ライステクノプロダクト㈱

◆ 千葉県
㈱関東三貴
㈱セルテック
㈱千葉工業所
㈱野田ハッピー

◆ 東京都
㈱AIHO 東京支店
秋元ステンレス工業㈱
アサヒ装設㈱ 東京営業所
東産業㈱
㈱泉設備
㈱ISEKIトータルライフサービス
イトヤ㈱
㈱上野製作所
エース工機㈱
㈱エフ・エム・アイ 東京本社
エレクター㈱
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱
㈱エレミック
㈱オーディオテクニカ
凰商事㈱
㈱大穂製作所 東京営業所
オピニオン㈱
オルガノ㈱
㈱カジワラキッチンサプライ
㈱加藤厨房設備
㈱キシ・トレーディング
北沢産業㈱
キッチンテクノ㈱
㈱キャニオン
国立厨房サービス㈱
クマノ厨房工業㈱
クリタック㈱
クリナップ㈱
コネクテッドロボティクス㈱
㈱コメットカトウ 東京支店
三幸㈱
㈱サンテックコーポレーション
サンデン・リテールシステム㈱
㈱シー・エス・シー
㈱正和
新成工業㈱
新日本厨機㈱
シンプロメンテ㈱
セコムアルファ㈱
大成工業㈱
タニコー㈱
㈱照姫
㈱戸井田製作所
東英商事㈱
東京超音波技研㈱
東京板金工業㈱
東都ビル整備工業㈱
トーエイ工業㈱
トーショー機材㈱

●北海道支部
㈱AIHO 札幌支店
エース工機㈱ 北海道営業所
エレクター㈱ 札幌オフィス
北沢産業㈱ 札幌支店
㈲北見厨房
㈱コメットカトウ 札幌営業所
サンスチール工業㈱
㈱白石製作所
タニコー㈱ 北海道事業部
厨房サービス㈱
㈱中西製作所 北海道支店
ニチワ電機㈱ 札幌営業所
日本調理機㈱ 北海道支店
パナソニック産機システムズ㈱ 北海道支店
フクシマガリレイ㈱ 北海道支店
㈱フジマック 札幌営業所
㈱ホワイトスチール工業
㈱マルゼン 札幌支店
㈱リポートサービス北海道

●東北支部
◆ 岩手県
㈱AIHO 盛岡営業所
三機商事㈱

◆ 宮城県
㈱エフ・エム・アイ 仙台営業所
エレクター㈱ 仙台オフィス
㈱大穂製作所 仙台営業所
北沢産業㈱ 仙台支店
㈱コメットカトウ 仙台営業所
タニコー㈱ 東北事業部
東北アイホー調理機㈱
㈱TOSEI 東京支社 東北営業所
㈱中西製作所 東北支店
ニチワ電機㈱ 仙台営業所
日本洗浄機㈱ 仙台営業所
日本調理機㈱ 東北支店
パナソニック産機システムズ㈱ 東北支店
フクシマガリレイ㈱ 南東北支店
㈱フジマック 東北事業部
㈱北拓機工
ホシザキ東北㈱
㈱マルゼン 仙台営業所
三浦工業㈱ 食機仙台営業課

◆ 秋田県
㈲ケーエムイー
新日産業㈱

◆ 山形県
エスキー工機㈱
㈱三陽製作所
せんじん商事㈱

◆ 福島県
㈲浅川製作所

●関東支部
◆ 茨城県
三英物産㈱
東邦厨房㈱

◆ 群馬県
伊東電機関東販売㈱
㈱大道産業
パナソニック㈱アプライアンス社
㈲坂東厨房

◆ 埼玉県
㈲イー・ジャパン・フード・サービス

フクシマガリレイ㈱ 西日本支社
㈱フジマック 九州事業部
㈱フジマックネオ
ホシザキ北九㈱
細山熱器㈱ 福岡営業所
㈲丸枝
㈱マルゼン 福岡支店

◆ 佐賀県
㈱中島製作所

◆ 長崎県
㈱長崎日調

◆ 大分県
㈱中栄工業

◆ 宮崎県
㈲丸一厨房

◆ 鹿児島県
ホシザキ南九㈱
メイワ冷熱工業㈱

◆ 沖縄県
ホシザキ沖縄㈱

賛助
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
S・TEC㈱
岡山ガス㈱
関西電力㈱
キッチン・バス工業会
九州電力㈱
西部ガス㈱
シーバイエス㈱
四国電力㈱
商工サービス㈱
仙台市ガス局
Daigasエナジー㈱
中央職業能力開発協会
中国電力㈱
中部電力ミライズ㈱
東京ガス㈱
東京サラヤ㈱
東京電力エナジーパートナー㈱
東邦ガス㈱
東北電力㈱
（一社）日本エレクトロヒートセンター
（一財）日本ガス機器検査協会
（一社）日本ガス協会
（公社）日本給食サービス協会
（一社）日本能率協会
（一社）日本フードサービス協会
（公社）日本メディカル給食協会
（一社）日本弁当サービス協会
広島ガス㈱
北海道ガス㈱

㈲オリエンタル物産
㈱食品環境研究所
㈱創研厨房
綜合厨器㈱
タカラ産業㈱
㈱中西製作所 岡山営業所
㈱BSS
ビナン厨器㈱
㈱福井廚房
フクシマガリレイ㈱ 岡山支店
㈱マルゼン 岡山営業所
山県化学㈱

◆ 広島県
エレクター㈱ 広島オフィス
北沢産業㈱ 広島支店
㈱ケーツーエススチール
タニコー㈱ 中国四国事業部
㈱TOSEI 関西支店 広島営業所
㈱中西製作所 中四国支店
ニチワ電機㈱ 広島営業所
日本調理機㈱ 中四国支店
パナソニック産機システムズ㈱ 中四国支店
広島アイホー調理機㈱
フクシマガリレイ㈱ 広島支店
㈱フジマック 中四国事業部
㈱フロムシステムダイレクト
ホーコス㈱
ホシザキ中国㈱
㈱丸八

◆ 徳島県
㈲東四国厨房設備

◆ 香川県
㈱サムソン
四国厨房器製造㈱
㈱中西製作所 高松営業所
ニチワ電機㈱ 高松営業所
フクシマガリレイ㈱ 四国支店
ホシザキ四国㈱

◆ 愛媛県
北沢産業㈱ 松山支店
㈲厨房のウエマツ
㈱マクロキッチンキグ フジ

◆ 高知県
㈱丸三

●九州支部
◆ 福岡県
㈱AIHO 九州支店
アサヒ装設㈱ 福岡営業所
伊藤産業㈱
エース工機㈱ 九州営業所
エムケー厨設㈱
エレクター㈱ 福岡オフィス
王子テック㈱
㈱大穂製作所
押切電機㈱ 福岡営業所
北沢産業㈱ 福岡支店
協立エアテック㈱
㈱コメットカトウ 九州営業所
タニコー㈱ 九州事業部
㈱TOSEI 九州支店
㈱中西製作所 九州支店
西日本ステンレス工業㈱
ニチワ電機㈱ 福岡営業所
㈱日本エコテクノ
日本洗浄機㈱ 福岡営業所
日本調理機㈱ 九州支店
パナソニック産機システムズ㈱ 九州支店

◆ 大阪府
㈱AIHO 大阪支店
アサヒ装設㈱ 大阪営業所
エース工機㈱ 大阪営業所
ACE厨設㈱
HKI Japan㈱
㈱エフ・エム・アイ 大阪支店
エレクター㈱ 大阪支店
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱ 大阪支店
王子テック㈱ 大阪支店
㈱大穂製作所 大阪営業所
押切電機㈱ 大阪営業所
㈱尾高厨房器製作所
関西スチールネット㈱
北沢産業㈱ 大阪支店
㈱クラコ
㈱晃成技研
晃洋厨機㈱
㈱コメットカトウ 大阪営業所
㈱サンアクティス
三宝ステンレス工業㈱
三和厨房㈱
㈱シルクインダストリー
㈱千田
㈱ぞう屋
タイジ㈱西日本営業所
㈱ダイフィル
大和冷機工業㈱
タニコー㈱ 関西事業部
㈱土谷金属
㈱TOSEI 関西支店
常盤ステンレス工業㈱
直本工業㈱
㈱中西製作所
ニチワ電機㈱ 大阪支店
日本洗浄機㈱ 大阪営業所
日本調理機㈱ 関西支店
パナソニック産機システムズ㈱ 近畿支店
ヒゴグリラー㈱
㈱ヒロ・インターキッチン
フクシマガリレイ㈱
㈱フジマック 近畿事業部
㈱扶洋
㈱逢光エンジニアリング
細田工業㈱
細山熱器㈱ 大阪営業所
ホバート・ジャパン㈱ 大阪支店
MASUI総合設備機器㈱
丸一㈱
㈱マルゼン 大阪支社
㈱明和製作所
山岡金属工業㈱
㈱ワーク

◆ 兵庫県
後藤ステンレス産業
㈱サミー
㈱ショウワ
ニチワ電機㈱
㈱明城製作所

◆ 奈良県
シンコー㈱

●中四国支部
◆ 鳥取県
㈲エフエスエーシステムズ

◆ 島根県
ホクサン厨機㈱

◆ 岡山県
㈱AIHO 岡山営業所

㈱ラボー

◆ 岐阜県
共栄産業㈱
㈱シンコー製作所
㈱セイコー

◆ 静岡県
泉工業㈱
㈱クリエ
三和厨理工業㈱
㈱TOSEI 静岡事業所
東洋厨機工業㈱
㈱中松
㈱早川製作所
㈱原川商店
マルゼン厨機㈱
山田冷機工業㈱

◆ 愛知県
㈲愛知厨房製作所
㈱AIHO
イシダ厨機㈱
㈱エムラ販売
エレクター㈱ 名古屋オフィス
押切電機㈱
兼八産業㈱
北沢産業㈱ 名古屋支店
㈱コメットカトウ
㈱CEK
シーケークリーンアド㈱
シンポ㈱
タニコー㈱ 東海事業部
中日厨房設備㈱
㈱厨林堂
㈱豊田エイタツ
㈱中西製作所 名古屋支店
ニチワ電機㈱ 名古屋支店
日本洗浄機㈱ 名古屋営業所
㈱日本厨房工業
日本調理機㈱ 中部支店
服部工業㈱
パナソニック産機システムズ㈱ 中部支店
㈱パロマ
フクシマガリレイ㈱ 中部支社
㈱フジマック 名古屋事業部
ホシザキ㈱
ホシザキ東海㈱
細山熱器㈱ 名古屋出張所
㈱マルゼン 名古屋支社
㈱メイトー
㈱ライチ
リンナイ㈱
㈱渡辺事務所

◆ 三重県
㈲アイジィエー
㈱ウサミ
スズカン㈱
㈱タチバナ製作所
㈱中部コーポレーション
㈱三重特機

●関西支部
◆ 滋賀県
大洋厨房㈱
髙橋金属

◆ 京都府
FKK㈱
シェルパ㈱
㈱八木厨房機器製作所

一般社団法人日本厨房工業会会員一覧
北海道から沖縄まで、
全国をフォローする
会員ネットワーク！

最新厨房設備機器の
納入から、飲食店・給
食施設の設備設計・
施工まで、業務用厨
房に関することは、
JFEA会員にお任せ
ください。

全402社
（2023年1月30日現在）
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㈱TOSEI
トランスゲイト㈱
㈱中西製作所 東京支店
ニチワ電機㈱ 東京支店
日産設備工業㈱
㈱ニット技研
日本エスシー㈱
日本給食設備㈱
日本洗浄機㈱
日本調理機㈱
㈱ハッピージャパン
パナソニック産機システムズ㈱
㈱HALTON
ヒゴグリラー㈱ 東京営業所
フクシマガリレイ㈱ 東日本支社
㈱富士工業所
㈱フジマック
㈲藤村製作所
㈱ブロス
ホシザキ東京㈱
細山熱器㈱
ホバート・ジャパン㈱
MEIKO Clean Solutions Japan（株）
㈱マグナ
マッハ機器㈱
㈱マルキキッチンテクノ
㈱マルゼン
三浦工業㈱
㈲美濃製作所
㈱ラショナル・ジャパン
㈱ラックランド
ワシオ厨理工業㈱
㈱和田製作所

◆ 神奈川県
㈱エイエル工業
エイシン電機㈱
クールフライヤー㈱
㈱三栄コーポレーションリミテッド
㈱ゼロカラ
タイジ㈱
㈲大洋
タマ設備工業㈱
富士工業㈱
㈱両津工業

◆ 新潟県
サカタ調理機㈱
スギコ産業㈱
㈱ハイサーブウエノ
㈱ハシモト

◆ 山梨県
石川調理機㈱

◆ 長野県
㈱伊東電機工作所
テクノ・フードシステム㈱

●東海北陸支部
◆ 富山県
㈱安達工業
㈱富士厨機
ヤマヤ物産㈲

◆ 石川県
アサヒ装設㈱
サンタ㈱
ホシザキ北信越㈱

◆ 福井県
畑中厨房㈱

㈱ウィンターハルター・ジャパン
ウチダステンレス工業㈱
㈱エム・アイ・ケー
桐山工業㈱
クリーンテック㈱
㈲敬和
㈱河野製作所
㈱伸和商会
仲産業㈱
㈱中西製作所 北関東支店
㈱日工テクノ
㈱フカガワ
㈱扶洋 関東支店
㈱モリチュウ
ライステクノプロダクト㈱

◆ 千葉県
㈱関東三貴
㈱セルテック
㈱千葉工業所
㈱野田ハッピー

◆ 東京都
㈱AIHO 東京支店
秋元ステンレス工業㈱
アサヒ装設㈱ 東京営業所
東産業㈱
㈱泉設備
㈱ISEKIトータルライフサービス
イトヤ㈱
㈱上野製作所
エース工機㈱
㈱エフ・エム・アイ 東京本社
エレクター㈱
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱
㈱エレミック
㈱オーディオテクニカ
凰商事㈱
㈱大穂製作所 東京営業所
オピニオン㈱
オルガノ㈱
㈱カジワラキッチンサプライ
㈱加藤厨房設備
㈱キシ・トレーディング
北沢産業㈱
キッチンテクノ㈱
㈱キャニオン
国立厨房サービス㈱
クマノ厨房工業㈱
クリタック㈱
クリナップ㈱
コネクテッドロボティクス㈱
㈱コメットカトウ 東京支店
三幸㈱
㈱サンテックコーポレーション
サンデン・リテールシステム㈱
㈱シー・エス・シー
㈱正和
新成工業㈱
新日本厨機㈱
シンプロメンテ㈱
セコムアルファ㈱
大成工業㈱
タニコー㈱
㈱照姫
㈱戸井田製作所
東英商事㈱
東京超音波技研㈱
東京板金工業㈱
東都ビル整備工業㈱
トーエイ工業㈱
トーショー機材㈱

●北海道支部
㈱AIHO 札幌支店
エース工機㈱ 北海道営業所
エレクター㈱ 札幌オフィス
北沢産業㈱ 札幌支店
㈲北見厨房
㈱コメットカトウ 札幌営業所
サンスチール工業㈱
㈱白石製作所
タニコー㈱ 北海道事業部
厨房サービス㈱
㈱中西製作所 北海道支店
ニチワ電機㈱ 札幌営業所
日本調理機㈱ 北海道支店
パナソニック産機システムズ㈱ 北海道支店
フクシマガリレイ㈱ 北海道支店
㈱フジマック 札幌営業所
㈱ホワイトスチール工業
㈱マルゼン 札幌支店
㈱リポートサービス北海道

●東北支部
◆ 岩手県
㈱AIHO 盛岡営業所
三機商事㈱

◆ 宮城県
㈱エフ・エム・アイ 仙台営業所
エレクター㈱ 仙台オフィス
㈱大穂製作所 仙台営業所
北沢産業㈱ 仙台支店
㈱コメットカトウ 仙台営業所
タニコー㈱ 東北事業部
東北アイホー調理機㈱
㈱TOSEI 東京支社 東北営業所
㈱中西製作所 東北支店
ニチワ電機㈱ 仙台営業所
日本洗浄機㈱ 仙台営業所
日本調理機㈱ 東北支店
パナソニック産機システムズ㈱ 東北支店
フクシマガリレイ㈱ 南東北支店
㈱フジマック 東北事業部
㈱北拓機工
ホシザキ東北㈱
㈱マルゼン 仙台営業所
三浦工業㈱ 食機仙台営業課

◆ 秋田県
㈲ケーエムイー
新日産業㈱

◆ 山形県
エスキー工機㈱
㈱三陽製作所
せんじん商事㈱

◆ 福島県
㈲浅川製作所

●関東支部
◆ 茨城県
三英物産㈱
東邦厨房㈱

◆ 群馬県
伊東電機関東販売㈱
㈱大道産業
パナソニック㈱アプライアンス社
㈲坂東厨房

◆ 埼玉県
㈲イー・ジャパン・フード・サービス

フクシマガリレイ㈱ 西日本支社
㈱フジマック 九州事業部
㈱フジマックネオ
ホシザキ北九㈱
細山熱器㈱ 福岡営業所
㈲丸枝
㈱マルゼン 福岡支店

◆ 佐賀県
㈱中島製作所

◆ 長崎県
㈱長崎日調

◆ 大分県
㈱中栄工業

◆ 宮崎県
㈲丸一厨房

◆ 鹿児島県
ホシザキ南九㈱
メイワ冷熱工業㈱

◆ 沖縄県
ホシザキ沖縄㈱

賛助
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
S・TEC㈱
岡山ガス㈱
関西電力㈱
キッチン・バス工業会
九州電力㈱
西部ガス㈱
シーバイエス㈱
四国電力㈱
商工サービス㈱
仙台市ガス局
Daigasエナジー㈱
中央職業能力開発協会
中国電力㈱
中部電力ミライズ㈱
東京ガス㈱
東京サラヤ㈱
東京電力エナジーパートナー㈱
東邦ガス㈱
東北電力㈱
（一社）日本エレクトロヒートセンター
（一財）日本ガス機器検査協会
（一社）日本ガス協会
（公社）日本給食サービス協会
（一社）日本能率協会
（一社）日本フードサービス協会
（公社）日本メディカル給食協会
（一社）日本弁当サービス協会
広島ガス㈱
北海道ガス㈱

㈲オリエンタル物産
㈱食品環境研究所
㈱創研厨房
綜合厨器㈱
タカラ産業㈱
㈱中西製作所 岡山営業所
㈱BSS
ビナン厨器㈱
㈱福井廚房
フクシマガリレイ㈱ 岡山支店
㈱マルゼン 岡山営業所
山県化学㈱

◆ 広島県
エレクター㈱ 広島オフィス
北沢産業㈱ 広島支店
㈱ケーツーエススチール
タニコー㈱ 中国四国事業部
㈱TOSEI 関西支店 広島営業所
㈱中西製作所 中四国支店
ニチワ電機㈱ 広島営業所
日本調理機㈱ 中四国支店
パナソニック産機システムズ㈱ 中四国支店
広島アイホー調理機㈱
フクシマガリレイ㈱ 広島支店
㈱フジマック 中四国事業部
㈱フロムシステムダイレクト
ホーコス㈱
ホシザキ中国㈱
㈱丸八

◆ 徳島県
㈲東四国厨房設備

◆ 香川県
㈱サムソン
四国厨房器製造㈱
㈱中西製作所 高松営業所
ニチワ電機㈱ 高松営業所
フクシマガリレイ㈱ 四国支店
ホシザキ四国㈱

◆ 愛媛県
北沢産業㈱ 松山支店
㈲厨房のウエマツ
㈱マクロキッチンキグ フジ

◆ 高知県
㈱丸三

●九州支部
◆ 福岡県
㈱AIHO 九州支店
アサヒ装設㈱ 福岡営業所
伊藤産業㈱
エース工機㈱ 九州営業所
エムケー厨設㈱
エレクター㈱ 福岡オフィス
王子テック㈱
㈱大穂製作所
押切電機㈱ 福岡営業所
北沢産業㈱ 福岡支店
協立エアテック㈱
㈱コメットカトウ 九州営業所
タニコー㈱ 九州事業部
㈱TOSEI 九州支店
㈱中西製作所 九州支店
西日本ステンレス工業㈱
ニチワ電機㈱ 福岡営業所
㈱日本エコテクノ
日本洗浄機㈱ 福岡営業所
日本調理機㈱ 九州支店
パナソニック産機システムズ㈱ 九州支店

◆ 大阪府
㈱AIHO 大阪支店
アサヒ装設㈱ 大阪営業所
エース工機㈱ 大阪営業所
ACE厨設㈱
HKI Japan㈱
㈱エフ・エム・アイ 大阪支店
エレクター㈱ 大阪支店
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱ 大阪支店
王子テック㈱ 大阪支店
㈱大穂製作所 大阪営業所
押切電機㈱ 大阪営業所
㈱尾高厨房器製作所
関西スチールネット㈱
北沢産業㈱ 大阪支店
㈱クラコ
㈱晃成技研
晃洋厨機㈱
㈱コメットカトウ 大阪営業所
㈱サンアクティス
三宝ステンレス工業㈱
三和厨房㈱
㈱シルクインダストリー
㈱千田
㈱ぞう屋
タイジ㈱西日本営業所
㈱ダイフィル
大和冷機工業㈱
タニコー㈱ 関西事業部
㈱土谷金属
㈱TOSEI 関西支店
常盤ステンレス工業㈱
直本工業㈱
㈱中西製作所
ニチワ電機㈱ 大阪支店
日本洗浄機㈱ 大阪営業所
日本調理機㈱ 関西支店
パナソニック産機システムズ㈱ 近畿支店
ヒゴグリラー㈱
㈱ヒロ・インターキッチン
フクシマガリレイ㈱
㈱フジマック 近畿事業部
㈱扶洋
㈱逢光エンジニアリング
細田工業㈱
細山熱器㈱ 大阪営業所
ホバート・ジャパン㈱ 大阪支店
MASUI総合設備機器㈱
丸一㈱
㈱マルゼン 大阪支社
㈱明和製作所
山岡金属工業㈱
㈱ワーク

◆ 兵庫県
後藤ステンレス産業
㈱サミー
㈱ショウワ
ニチワ電機㈱
㈱明城製作所

◆ 奈良県
シンコー㈱

●中四国支部
◆ 鳥取県
㈲エフエスエーシステムズ

◆ 島根県
ホクサン厨機㈱

◆ 岡山県
㈱AIHO 岡山営業所

㈱ラボー

◆ 岐阜県
共栄産業㈱
㈱シンコー製作所
㈱セイコー

◆ 静岡県
泉工業㈱
㈱クリエ
三和厨理工業㈱
㈱TOSEI 静岡事業所
東洋厨機工業㈱
㈱中松
㈱早川製作所
㈱原川商店
マルゼン厨機㈱
山田冷機工業㈱

◆ 愛知県
㈲愛知厨房製作所
㈱AIHO
イシダ厨機㈱
㈱エムラ販売
エレクター㈱ 名古屋オフィス
押切電機㈱
兼八産業㈱
北沢産業㈱ 名古屋支店
㈱コメットカトウ
㈱CEK
シーケークリーンアド㈱
シンポ㈱
タニコー㈱ 東海事業部
中日厨房設備㈱
㈱厨林堂
㈱豊田エイタツ
㈱中西製作所 名古屋支店
ニチワ電機㈱ 名古屋支店
日本洗浄機㈱ 名古屋営業所
㈱日本厨房工業
日本調理機㈱ 中部支店
服部工業㈱
パナソニック産機システムズ㈱ 中部支店
㈱パロマ
フクシマガリレイ㈱ 中部支社
㈱フジマック 名古屋事業部
ホシザキ㈱
ホシザキ東海㈱
細山熱器㈱ 名古屋出張所
㈱マルゼン 名古屋支社
㈱メイトー
㈱ライチ
リンナイ㈱
㈱渡辺事務所

◆ 三重県
㈲アイジィエー
㈱ウサミ
スズカン㈱
㈱タチバナ製作所
㈱中部コーポレーション
㈱三重特機

●関西支部
◆ 滋賀県
大洋厨房㈱
髙橋金属

◆ 京都府
FKK㈱
シェルパ㈱
㈱八木厨房機器製作所
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㈱TOSEI
トランスゲイト㈱
㈱中西製作所 東京支店
ニチワ電機㈱ 東京支店
日産設備工業㈱
㈱ニット技研
日本エスシー㈱
日本給食設備㈱
日本洗浄機㈱
日本調理機㈱
㈱ハッピージャパン
パナソニック産機システムズ㈱
㈱HALTON
ヒゴグリラー㈱ 東京営業所
フクシマガリレイ㈱ 東日本支社
㈱富士工業所
㈱フジマック
㈲藤村製作所
㈱ブロス
ホシザキ東京㈱
細山熱器㈱
ホバート・ジャパン㈱
MEIKO Clean Solutions Japan（株）
㈱マグナ
マッハ機器㈱
㈱マルキキッチンテクノ
㈱マルゼン
三浦工業㈱
㈲美濃製作所
㈱ラショナル・ジャパン
㈱ラックランド
ワシオ厨理工業㈱
㈱和田製作所

◆ 神奈川県
㈱エイエル工業
エイシン電機㈱
クールフライヤー㈱
㈱三栄コーポレーションリミテッド
㈱ゼロカラ
タイジ㈱
㈲大洋
タマ設備工業㈱
富士工業㈱
㈱両津工業

◆ 新潟県
サカタ調理機㈱
スギコ産業㈱
㈱ハイサーブウエノ
㈱ハシモト

◆ 山梨県
石川調理機㈱

◆ 長野県
㈱伊東電機工作所
テクノ・フードシステム㈱

●東海北陸支部
◆ 富山県
㈱安達工業
㈱富士厨機
ヤマヤ物産㈲

◆ 石川県
アサヒ装設㈱
サンタ㈱
ホシザキ北信越㈱

◆ 福井県
畑中厨房㈱

㈱ウィンターハルター・ジャパン
ウチダステンレス工業㈱
㈱エム・アイ・ケー
桐山工業㈱
クリーンテック㈱
㈲敬和
㈱河野製作所
㈱伸和商会
仲産業㈱
㈱中西製作所 北関東支店
㈱日工テクノ
㈱フカガワ
㈱扶洋 関東支店
㈱モリチュウ
ライステクノプロダクト㈱

◆ 千葉県
㈱関東三貴
㈱セルテック
㈱千葉工業所
㈱野田ハッピー

◆ 東京都
㈱AIHO 東京支店
秋元ステンレス工業㈱
アサヒ装設㈱ 東京営業所
東産業㈱
㈱泉設備
㈱ISEKIトータルライフサービス
イトヤ㈱
㈱上野製作所
エース工機㈱
㈱エフ・エム・アイ 東京本社
エレクター㈱
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱
㈱エレミック
㈱オーディオテクニカ
凰商事㈱
㈱大穂製作所 東京営業所
オピニオン㈱
オルガノ㈱
㈱カジワラキッチンサプライ
㈱加藤厨房設備
㈱キシ・トレーディング
北沢産業㈱
キッチンテクノ㈱
㈱キャニオン
国立厨房サービス㈱
クマノ厨房工業㈱
クリタック㈱
クリナップ㈱
コネクテッドロボティクス㈱
㈱コメットカトウ 東京支店
三幸㈱
㈱サンテックコーポレーション
サンデン・リテールシステム㈱
㈱シー・エス・シー
㈱正和
新成工業㈱
新日本厨機㈱
シンプロメンテ㈱
セコムアルファ㈱
大成工業㈱
タニコー㈱
㈱照姫
㈱戸井田製作所
東英商事㈱
東京超音波技研㈱
東京板金工業㈱
東都ビル整備工業㈱
トーエイ工業㈱
トーショー機材㈱

●北海道支部
㈱AIHO 札幌支店
エース工機㈱ 北海道営業所
エレクター㈱ 札幌オフィス
北沢産業㈱ 札幌支店
㈲北見厨房
㈱コメットカトウ 札幌営業所
サンスチール工業㈱
㈱白石製作所
タニコー㈱ 北海道事業部
厨房サービス㈱
㈱中西製作所 北海道支店
ニチワ電機㈱ 札幌営業所
日本調理機㈱ 北海道支店
パナソニック産機システムズ㈱ 北海道支店
フクシマガリレイ㈱ 北海道支店
㈱フジマック 札幌営業所
㈱ホワイトスチール工業
㈱マルゼン 札幌支店
㈱リポートサービス北海道

●東北支部
◆ 岩手県
㈱AIHO 盛岡営業所
三機商事㈱

◆ 宮城県
㈱エフ・エム・アイ 仙台営業所
エレクター㈱ 仙台オフィス
㈱大穂製作所 仙台営業所
北沢産業㈱ 仙台支店
㈱コメットカトウ 仙台営業所
タニコー㈱ 東北事業部
東北アイホー調理機㈱
㈱TOSEI 東京支社 東北営業所
㈱中西製作所 東北支店
ニチワ電機㈱ 仙台営業所
日本洗浄機㈱ 仙台営業所
日本調理機㈱ 東北支店
パナソニック産機システムズ㈱ 東北支店
フクシマガリレイ㈱ 南東北支店
㈱フジマック 東北事業部
㈱北拓機工
ホシザキ東北㈱
㈱マルゼン 仙台営業所
三浦工業㈱ 食機仙台営業課

◆ 秋田県
㈲ケーエムイー
新日産業㈱

◆ 山形県
エスキー工機㈱
㈱三陽製作所
せんじん商事㈱

◆ 福島県
㈲浅川製作所

●関東支部
◆ 茨城県
三英物産㈱
東邦厨房㈱

◆ 群馬県
伊東電機関東販売㈱
㈱大道産業
パナソニック㈱アプライアンス社
㈲坂東厨房

◆ 埼玉県
㈲イー・ジャパン・フード・サービス

フクシマガリレイ㈱ 西日本支社
㈱フジマック 九州事業部
㈱フジマックネオ
ホシザキ北九㈱
細山熱器㈱ 福岡営業所
㈲丸枝
㈱マルゼン 福岡支店

◆ 佐賀県
㈱中島製作所

◆ 長崎県
㈱長崎日調

◆ 大分県
㈱中栄工業

◆ 宮崎県
㈲丸一厨房

◆ 鹿児島県
ホシザキ南九㈱
メイワ冷熱工業㈱

◆ 沖縄県
ホシザキ沖縄㈱

賛助
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
S・TEC㈱
岡山ガス㈱
関西電力㈱
キッチン・バス工業会
九州電力㈱
西部ガス㈱
シーバイエス㈱
四国電力㈱
商工サービス㈱
仙台市ガス局
Daigasエナジー㈱
中央職業能力開発協会
中国電力㈱
中部電力ミライズ㈱
東京ガス㈱
東京サラヤ㈱
東京電力エナジーパートナー㈱
東邦ガス㈱
東北電力㈱
（一社）日本エレクトロヒートセンター
（一財）日本ガス機器検査協会
（一社）日本ガス協会
（公社）日本給食サービス協会
（一社）日本能率協会
（一社）日本フードサービス協会
（公社）日本メディカル給食協会
（一社）日本弁当サービス協会
広島ガス㈱
北海道ガス㈱

㈲オリエンタル物産
㈱食品環境研究所
㈱創研厨房
綜合厨器㈱
タカラ産業㈱
㈱中西製作所 岡山営業所
㈱BSS
ビナン厨器㈱
㈱福井廚房
フクシマガリレイ㈱ 岡山支店
㈱マルゼン 岡山営業所
山県化学㈱

◆ 広島県
エレクター㈱ 広島オフィス
北沢産業㈱ 広島支店
㈱ケーツーエススチール
タニコー㈱ 中国四国事業部
㈱TOSEI 関西支店 広島営業所
㈱中西製作所 中四国支店
ニチワ電機㈱ 広島営業所
日本調理機㈱ 中四国支店
パナソニック産機システムズ㈱ 中四国支店
広島アイホー調理機㈱
フクシマガリレイ㈱ 広島支店
㈱フジマック 中四国事業部
㈱フロムシステムダイレクト
ホーコス㈱
ホシザキ中国㈱
㈱丸八

◆ 徳島県
㈲東四国厨房設備

◆ 香川県
㈱サムソン
四国厨房器製造㈱
㈱中西製作所 高松営業所
ニチワ電機㈱ 高松営業所
フクシマガリレイ㈱ 四国支店
ホシザキ四国㈱

◆ 愛媛県
北沢産業㈱ 松山支店
㈲厨房のウエマツ
㈱マクロキッチンキグ フジ

◆ 高知県
㈱丸三

●九州支部
◆ 福岡県
㈱AIHO 九州支店
アサヒ装設㈱ 福岡営業所
伊藤産業㈱
エース工機㈱ 九州営業所
エムケー厨設㈱
エレクター㈱ 福岡オフィス
王子テック㈱
㈱大穂製作所
押切電機㈱ 福岡営業所
北沢産業㈱ 福岡支店
協立エアテック㈱
㈱コメットカトウ 九州営業所
タニコー㈱ 九州事業部
㈱TOSEI 九州支店
㈱中西製作所 九州支店
西日本ステンレス工業㈱
ニチワ電機㈱ 福岡営業所
㈱日本エコテクノ
日本洗浄機㈱ 福岡営業所
日本調理機㈱ 九州支店
パナソニック産機システムズ㈱ 九州支店

◆ 大阪府
㈱AIHO 大阪支店
アサヒ装設㈱ 大阪営業所
エース工機㈱ 大阪営業所
ACE厨設㈱
HKI Japan㈱
㈱エフ・エム・アイ 大阪支店
エレクター㈱ 大阪支店
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱ 大阪支店
王子テック㈱ 大阪支店
㈱大穂製作所 大阪営業所
押切電機㈱ 大阪営業所
㈱尾高厨房器製作所
関西スチールネット㈱
北沢産業㈱ 大阪支店
㈱クラコ
㈱晃成技研
晃洋厨機㈱
㈱コメットカトウ 大阪営業所
㈱サンアクティス
三宝ステンレス工業㈱
三和厨房㈱
㈱シルクインダストリー
㈱千田
㈱ぞう屋
タイジ㈱西日本営業所
㈱ダイフィル
大和冷機工業㈱
タニコー㈱ 関西事業部
㈱土谷金属
㈱TOSEI 関西支店
常盤ステンレス工業㈱
直本工業㈱
㈱中西製作所
ニチワ電機㈱ 大阪支店
日本洗浄機㈱ 大阪営業所
日本調理機㈱ 関西支店
パナソニック産機システムズ㈱ 近畿支店
ヒゴグリラー㈱
㈱ヒロ・インターキッチン
フクシマガリレイ㈱
㈱フジマック 近畿事業部
㈱扶洋
㈱逢光エンジニアリング
細田工業㈱
細山熱器㈱ 大阪営業所
ホバート・ジャパン㈱ 大阪支店
MASUI総合設備機器㈱
丸一㈱
㈱マルゼン 大阪支社
㈱明和製作所
山岡金属工業㈱
㈱ワーク

◆ 兵庫県
後藤ステンレス産業
㈱サミー
㈱ショウワ
ニチワ電機㈱
㈱明城製作所

◆ 奈良県
シンコー㈱

●中四国支部
◆ 鳥取県
㈲エフエスエーシステムズ

◆ 島根県
ホクサン厨機㈱

◆ 岡山県
㈱AIHO 岡山営業所

㈱ラボー

◆ 岐阜県
共栄産業㈱
㈱シンコー製作所
㈱セイコー

◆ 静岡県
泉工業㈱
㈱クリエ
三和厨理工業㈱
㈱TOSEI 静岡事業所
東洋厨機工業㈱
㈱中松
㈱早川製作所
㈱原川商店
マルゼン厨機㈱
山田冷機工業㈱

◆ 愛知県
㈲愛知厨房製作所
㈱AIHO
イシダ厨機㈱
㈱エムラ販売
エレクター㈱ 名古屋オフィス
押切電機㈱
兼八産業㈱
北沢産業㈱ 名古屋支店
㈱コメットカトウ
㈱CEK
シーケークリーンアド㈱
シンポ㈱
タニコー㈱ 東海事業部
中日厨房設備㈱
㈱厨林堂
㈱豊田エイタツ
㈱中西製作所 名古屋支店
ニチワ電機㈱ 名古屋支店
日本洗浄機㈱ 名古屋営業所
㈱日本厨房工業
日本調理機㈱ 中部支店
服部工業㈱
パナソニック産機システムズ㈱ 中部支店
㈱パロマ
フクシマガリレイ㈱ 中部支社
㈱フジマック 名古屋事業部
ホシザキ㈱
ホシザキ東海㈱
細山熱器㈱ 名古屋出張所
㈱マルゼン 名古屋支社
㈱メイトー
㈱ライチ
リンナイ㈱
㈱渡辺事務所

◆ 三重県
㈲アイジィエー
㈱ウサミ
スズカン㈱
㈱タチバナ製作所
㈱中部コーポレーション
㈱三重特機

●関西支部
◆ 滋賀県
大洋厨房㈱
髙橋金属

◆ 京都府
FKK㈱
シェルパ㈱
㈱八木厨房機器製作所

一般社団法人日本厨房工業会会員一覧
北海道から沖縄まで、
全国をフォローする
会員ネットワーク！

最新厨房設備機器の
納入から、飲食店・給
食施設の設備設計・
施工まで、業務用厨
房に関することは、
JFEA会員にお任せ
ください。

全402社
（2023年1月30日現在）
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022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _奥付

㈱ＡＩＨＯ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後6
㈱アクシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後2
アサヒ装設㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前7
㈱上野製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後4
北沢産業㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前4
スギコ産業㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後2
㈱タチバナ製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前7
東京ガス㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前6
㈱中西製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前2
ニチワ電機㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前1
日本洗浄機㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表2
（一社）日本ガス協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前5
日本調理機㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表3
（一社）日本能率協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後1
フクシマガリレイ㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表4
㈱フジマック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後3
ホシザキ㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前3
細山熱器㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前10

（50音順）

本号広告掲載企業名
2023年2月5日発行
第60巻／第2号
（No.644）

本誌記事の無断転載訳載を禁じます。
乱丁落丁の本誌はお取替え致します。

定価 440円（本体400円＋税10%）毎月1回5日発行

発行人
編集
広報担当副会長
広報編集委員会委員長
広報編集委員会委員

地方編集委員

谷口一郎
工業会広報編集委員会
中川幹夫
深澤及
棈松弘充／伊藤典弘
大内敏弘／高橋篤志
佐藤大輔／桑山俊之
荻原靖／黒澤雄希
吉田義一（北海道）
沼野章久（東北）
服部俊男（東海北陸）
福島隆志（関西）
福井正晃（中四国）
伊藤晴輝（九州）

●新型コロナに関するWHOの集計で、12月26日から1月1日までの週間感染者数は、日本が
94万6,130人で世界最多となり、1日の死者数が1月14日は503人となり（超過死亡や全数
把握停止の影響は不明）、この3年前後（1月25日）の累計死者6万6,297人のうち、12月1日
に5万人を超えてからの2ヵ月弱で1万6千人以上が死亡しており、世界有数の米国医療情報サ
イトMedscape他海外メディアでも、日本の新型コロナの死者数急増を問題視する報道がなさ
れていた。●ゼロコロナ政策を断念した中国への水際対策は進んでいるが、濱田篤郎・東京医
科大学特任教授は、新型コロナウイルスのオミクロン株のXBB.1.5について「日米間の水際対
策はかなり緩和されており、今後、このウイルスが日本に入ってくることは前提にしなければな
らない。このウイルスの流入で今の第8波が長引くことも懸念される」と指摘している。●伊藤博
道・王子神谷内科外科クリニック院長は、発熱外来不足による受診の遅れ、病床逼迫によりすぐ
に入院までたどり着けないことなどを拡大の原因としており、「多くの医療機関が発熱外来同等
の機能を果たしたり、入院患者の受け皿を増やすなどの対策強化を早急に埋める必要がある」
としている。●昨秋に米国の研究チームが、感染者はアルツハイマー病を発症するリスクが高
まるとの結果をまとめているが、そこまで行かなくても、原田耕治・豊橋技術科学大准教授は
「持続的な感染が新型コロナウイルスの特徴」で、風邪のように上咽頭にとどまることなく、免疫
よりも早く全身に感染を広げていくので感染が継続し、持続的に新型コロナウイルスが感染す
る原因なので、療養解除8日目以降も自身の免疫に負担をかけない生活と周りに感染させない
対策が必要、としている。行動制限や入院勧告などができる法的根拠がなくなり入院・診療、投
薬や検査などの自己負担増が懸念される5類への変更が実施され、新型コロナに対応する医
療機関への補助が減れば、診療拒否・受診控えが増えることも懸念されていて、さまざまな影響
が拡大していく可能性が高い。マスクレスの前に、先進国のように検査と医療体制を整備する
のが最優先だろう。●国技館名物の焼き鳥が、鶏肉の仕込み工場の従業員寮で新型コロナウイ
ルスの感染が相次ぎ、工場での作業ができなくなって販売中止になったりしているが、これにロ
シアのウクライナ侵攻の影響やアベノミクスに端を発する円安が加わり、給食のパンの製造会
社が原材料や光熱費の値上がりで不採算と人手不足で提供できなくなったという問題も報道
されている。1,000円理髪店がついに4月から1,350円になるとか、宿泊施設が人手不足を理
由に空室があっても予約を受けない「売り止め」が常態化しており、調理場の人手不足のおか
げで食事を提供しない素泊まりを中心にする宿泊施設もあるという報道もある。こんな状況で
防衛予算倍増だの増税だの社会保障削減だのしていたら、若い労働力が介護や育児に持って
行かれてますます人手不足が慢性化するのだが。放置された畑に作物が実らないのと同じで、
もはやお金を出しても誰も担い手がいない、という事態は避けたいが。大きな原因である少子
化に対策するなら、10年前に潰した所得制限のない子ども手当てを完全復活すればいい話で
ある。●日本は2016年にGDPの算出方法を変更して従来より上方修正できているはずだが、
それでも早ければ今年ドイツに抜かれ、4位に転落する可能性も報じられている。失われた30
年はまだ続くのか。●せっかくなので、衛生管理、生産性向上、人手不足、これらの課題のヒント
や解決策を、是非厨房設備機器展で見つけてほしい。（H）

発行所　一般社団法人　日本厨房工業会
　　　　〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-2-5
　　　　　　　　　 翔和須田町ビルⅡ 8 階
　　　　TEL（03）5244-4834 FAX（03）5244-4835

印　刷　伊坂美術印刷株式会社
　　　　〒104-0033　東京都中央区新川2-1-5
　　　　　　　　　　THE WALL ISAKA BLDG.

㈱ＡＩＨＯ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後6
㈱アクシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後1
アサヒ装設㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前6
㈱上野製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後4
北沢産業㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前4
スギコ産業㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後2
㈱タチバナ製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前6
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㈱中西製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前2
ニチワ電機㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前1
日本洗浄機㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表2
日本調理機㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表3
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㈱フジマック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後3
ホシザキ㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前3
細山熱器㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前10
㈱八木厨房機器製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前7
（50音順）

　月刊「厨房」誌の頒布先は、会員企業をはじめ、関係諸官庁、関連団
体並びにユーザー企業となっており、専門誌として強い支持と信頼
を得ております。製品とともに、企業イメージアップにも大きく繋が
るものと確信します。ぜひご検討ください。

■広告掲載のお願い

広告掲載料金（会員企業・税別）

普通１頁 （A4/4 色刷）
普通１頁 （A4/1 色刷）

）刷色4/4A（頁2/1通普
）刷色1/4A（頁2/1通普

毎　月 隔月・3カ月 単　発
 ¥75,000 ¥79,000 　　  ¥82,000 
 ¥56,000 ¥60,000 　　  ¥62,000
 ¥39,000 ¥45,000 　　  ¥50,000
 ¥29,000 ¥34,000 　　  ¥39,000

※非会員企業についてはお問い合わせください。
◆お問い合せ：広報編集　TEL　03-5244-4834

編 集 後 記
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2022 年 9月16日初校

022160-01_ 月刊厨房 _2022 年 10 月号 - 日本能率協会 - 広告

022160-01_月刊厨房_2022年10月号-日本能率協会-広告.indd   1 2022/09/14   11:59

2023 年 1月27日2 校

022935-01_ 月刊厨房 2023 年 2月号 _奥付
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細山熱器㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前10

（50音順）

本号広告掲載企業名
2023年2月5日発行
第60巻／第2号
（No.644）

本誌記事の無断転載訳載を禁じます。
乱丁落丁の本誌はお取替え致します。

定価 440円（本体400円＋税10%）毎月1回5日発行

発行人
編集
広報担当副会長
広報編集委員会委員長
広報編集委員会委員

地方編集委員

谷口一郎
工業会広報編集委員会
中川幹夫
深澤及
棈松弘充／伊藤典弘
大内敏弘／高橋篤志
佐藤大輔／桑山俊之
荻原靖／黒澤雄希
吉田義一（北海道）
沼野章久（東北）
服部俊男（東海北陸）
福島隆志（関西）
福井正晃（中四国）
伊藤晴輝（九州）

●新型コロナに関するWHOの集計で、12月26日から1月1日までの週間感染者数は、日本が
94万6,130人で世界最多となり、1日の死者数が1月14日は503人となり（超過死亡や全数
把握停止の影響は不明）、この3年前後（1月25日）の累計死者6万6,297人のうち、12月1日
に5万人を超えてからの2ヵ月弱で1万6千人以上が死亡しており、世界有数の米国医療情報サ
イトMedscape他海外メディアでも、日本の新型コロナの死者数急増を問題視する報道がなさ
れていた。●ゼロコロナ政策を断念した中国への水際対策は進んでいるが、濱田篤郎・東京医
科大学特任教授は、新型コロナウイルスのオミクロン株のXBB.1.5について「日米間の水際対
策はかなり緩和されており、今後、このウイルスが日本に入ってくることは前提にしなければな
らない。このウイルスの流入で今の第8波が長引くことも懸念される」と指摘している。●伊藤博
道・王子神谷内科外科クリニック院長は、発熱外来不足による受診の遅れ、病床逼迫によりすぐ
に入院までたどり着けないことなどを拡大の原因としており、「多くの医療機関が発熱外来同等
の機能を果たしたり、入院患者の受け皿を増やすなどの対策強化を早急に埋める必要がある」
としている。●昨秋に米国の研究チームが、感染者はアルツハイマー病を発症するリスクが高
まるとの結果をまとめているが、そこまで行かなくても、原田耕治・豊橋技術科学大准教授は
「持続的な感染が新型コロナウイルスの特徴」で、風邪のように上咽頭にとどまることなく、免疫
よりも早く全身に感染を広げていくので感染が継続し、持続的に新型コロナウイルスが感染す
る原因なので、療養解除8日目以降も自身の免疫に負担をかけない生活と周りに感染させない
対策が必要、としている。行動制限や入院勧告などができる法的根拠がなくなり入院・診療、投
薬や検査などの自己負担増が懸念される5類への変更が実施され、新型コロナに対応する医
療機関への補助が減れば、診療拒否・受診控えが増えることも懸念されていて、さまざまな影響
が拡大していく可能性が高い。マスクレスの前に、先進国のように検査と医療体制を整備する
のが最優先だろう。●国技館名物の焼き鳥が、鶏肉の仕込み工場の従業員寮で新型コロナウイ
ルスの感染が相次ぎ、工場での作業ができなくなって販売中止になったりしているが、これにロ
シアのウクライナ侵攻の影響やアベノミクスに端を発する円安が加わり、給食のパンの製造会
社が原材料や光熱費の値上がりで不採算と人手不足で提供できなくなったという問題も報道
されている。1,000円理髪店がついに4月から1,350円になるとか、宿泊施設が人手不足を理
由に空室があっても予約を受けない「売り止め」が常態化しており、調理場の人手不足のおか
げで食事を提供しない素泊まりを中心にする宿泊施設もあるという報道もある。こんな状況で
防衛予算倍増だの増税だの社会保障削減だのしていたら、若い労働力が介護や育児に持って
行かれてますます人手不足が慢性化するのだが。放置された畑に作物が実らないのと同じで、
もはやお金を出しても誰も担い手がいない、という事態は避けたいが。大きな原因である少子
化に対策するなら、10年前に潰した所得制限のない子ども手当てを完全復活すればいい話で
ある。●日本は2016年にGDPの算出方法を変更して従来より上方修正できているはずだが、
それでも早ければ今年ドイツに抜かれ、4位に転落する可能性も報じられている。失われた30
年はまだ続くのか。●せっかくなので、衛生管理、生産性向上、人手不足、これらの課題のヒント
や解決策を、是非厨房設備機器展で見つけてほしい。（H）

発行所　一般社団法人　日本厨房工業会
　　　　〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-2-5
　　　　　　　　　 翔和須田町ビルⅡ 8 階
　　　　TEL（03）5244-4834 FAX（03）5244-4835

印　刷　伊坂美術印刷株式会社
　　　　〒104-0033　東京都中央区新川2-1-5
　　　　　　　　　　THE WALL ISAKA BLDG.
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細山熱器㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前10
㈱八木厨房機器製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前7
（50音順）

　月刊「厨房」誌の頒布先は、会員企業をはじめ、関係諸官庁、関連団
体並びにユーザー企業となっており、専門誌として強い支持と信頼
を得ております。製品とともに、企業イメージアップにも大きく繋が
るものと確信します。ぜひご検討ください。

■広告掲載のお願い

広告掲載料金（会員企業・税別）

普通１頁 （A4/4 色刷）
普通１頁 （A4/1 色刷）

）刷色4/4A（頁2/1通普
）刷色1/4A（頁2/1通普

毎　月 隔月・3カ月 単　発
 ¥75,000 ¥79,000 　　  ¥82,000 
 ¥56,000 ¥60,000 　　  ¥62,000
 ¥39,000 ¥45,000 　　  ¥50,000
 ¥29,000 ¥34,000 　　  ¥39,000

※非会員企業についてはお問い合わせください。
◆お問い合せ：広報編集　TEL　03-5244-4834

編 集 後 記



2022 年 3月4日初校

020893-01_ 月刊厨房 2022 年 4 月号 _ スギコ産業アクシー広告

本 社 ☎0256（86）3711㈹
http://sugico.co.jp

東 京 支 店

大 阪 支 店

名古屋支店

札幌営業所

☎03（3537）1951㈹

☎06（6767）3611㈹

☎052（979）2663㈹

☎011（785）9119㈹

仙台営業所

広島営業所

福岡営業所

☎022（236）6525㈹

☎082（871）0037㈹

☎092（621）2021㈹

020893-01_月刊厨房2022年4月号_スギコ産業アクシー広告.indd   1 2022/03/03   10:52



2022 年 12月19日初校

022796-01_ 月刊厨房 2023 年 1月号 -fujimak 広告

022796-01_月刊厨房2023年1月号-fujimak広告.indd   1 2022/12/19   10:06
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020893-01_ 月刊厨房 2022 年 4 月号 _ スギコ産業アクシー広告

本 社 ☎0256（86）3711㈹
http://sugico.co.jp

東 京 支 店

大 阪 支 店

名古屋支店

札幌営業所

☎03（3537）1951㈹

☎06（6767）3611㈹

☎052（979）2663㈹

☎011（785）9119㈹

仙台営業所

広島営業所

福岡営業所

☎022（236）6525㈹

☎082（871）0037㈹

☎092（621）2021㈹

020893-01_月刊厨房2022年4月号_スギコ産業アクシー広告.indd   1 2022/03/03   10:52



2022 年 8月26日2 校

021965-01_ 月刊厨房 _2022 年 9月号 _上野製作所 - 入会案内 -1C 広告

本部　〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2‐2‐5　翔和須田町ビルⅡ 8 階
　　　TEL.03-5244-4834（代）　FAX.03-5244-4835

021965-01_月刊厨房_2022年9月号_上野製作所-入会案内-1C広告.indd   1 2022/08/25   12:09



2022 年 8月19日2 校

021965-01_ 月刊厨房 2022 年 9月号 _設備士広告

業務用厨房に関するご用命は、

厨房設備士のいる会社へ！
厨房設備士とは？

厨房設備士は、厨房作りの
プロフェッショナルです。

厨房設備士の資格認定は、
一般社団法人日本厨房工業会
が 行 っ て お り ま す。

厨　房　設　備　士　証　は、
知　識　の　証。

厨房設備士とは、業務用厨房に関する民間資格で
す。一般社団法人日本厨房工業会が行う厨房設
備士資格認定試験に合格し、厨房設備士の登録
をした者に与えられます。厨房機器の生産、レイア
ウト設計、設備施工、保守管理、衛生管理、関連す
る設備（空調・電気・ガス・給排水等）、法令など、
広範囲にわたり専門的な知識を有します。厨房設
備士は１級と２級に区分され、当初はすべて２級
からとなります。

021965-01_月刊厨房2022年9月号_設備士広告.indd   1 2022/08/18   16:48
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本部　〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2‐2‐5　翔和須田町ビルⅡ 8 階
　　　TEL.03-5244-4834（代）　FAX.03-5244-4835

021965-01_月刊厨房_2022年9月号_上野製作所-入会案内-1C広告.indd   1 2022/08/25   12:09



2022 年 1月24日初校

022362-01_ 月刊厨房 _2022 年 11 月号 _AIHO- 広告



2023 年 1月27日

The future Kitchen
Performance
confidence

トレイバックシステムは、
自社開発・製造の
NITCHOオリジナル。
1986年にトレイバックシステムを開発してから35年以上、
蓄積した実績とノウハウを持つ日本調理機だから実現できる
抜群の製品力。

Tray back system  since 1986

022935-01_ 月刊厨房 _2023 年 2月号 _表紙 - 背 4mm
C M Y K

2 校

022935-01_月刊厨房_2023年2月号_表紙-背4mm.indd   2 2023/01/27   16:15



2023 年 1月27日

発
行
・
一
般
社
団
法
人

　
日
本
厨
房
工
業
会

発
行
・
一
般
社
団
法
人

　
日
本
厨
房
工
業
会

　
定
価  

四
四
〇
円
（
本
体
四
〇
〇
円
+
税
一
〇
％
）

図
書
お
よ
び
送
料
の
価
格
改
定
の
お
知
ら
せ

映
画
の
見
ど
こ
ろ
・
台
所

『
メ
ン
・
イ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
』

２
０
２
2
年
版

「
業
務
用
厨
房
機
器
に
関
す
る
実
態
調
査
」

「
第
23
回
厨
房
設
備
機
器
展
」

開
催
の
ご
案
内

第
44
回
厨
房
設
備
通
信
教
育

受
講
者
募
集
の
ご
案
内

新
春
賀
詞
交
歓
会

２
０
２
3
年
は
国
民
の
食
を
支
え

発
展
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す

第60巻  第2号No.644
2023年2月5日発行（毎月1回5日発行） ISSN 0387-642X

第
60
巻

第
2
号
N
o.
6
4
4

2
0
2
3
年
2
月
5
日
発
行（
毎
月
1
回
5
日
発
行
）

2
FEB

2023
No.644

022935-01_ 月刊厨房 _2023 年 2月号 _表紙 - 背 4mm
C M Y K

2 校

022935-01_月刊厨房_2023年2月号_表紙-背4mm.indd   1 2023/01/27   16:15




